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第 1 章 総則・定義 

 

総  則  

 本 基 準 は 市 街 化 を 抑 制 す べ き 区 域 と さ れ て い る 市 街 化 調 整 区 域 内 で 、 例 外 的 に 建

築 を 行 う こ と が で き る も の の 立 地 基 準 で あ る 都 市 計 画 法 第 29 条 及 び 同 法 第 34 条

並 び に 同 法 第 43 条 の 運 用 に つ い て 記 し た も の で あ る 。  

 市 街 化 調 整 区 域 に お い て 開 発 許 可 又 は 建 築 許 可 を 得 る た め に は 、 こ の 立 地 基 準 に

適 合 す る ほ か 、 同 法 第 33 条 又 は 同 法 施 行 令 第 36 条 第 1 項 に 示 さ れ る 技 術 基 準 等

に も 適 合 し な け れ ば な ら な い 。  

 

定  義  

 本 基 準 で は 、都 市 計 画 法（ 昭 和 43 年 法 律 第 100 号 ）を ｢法 ｣、都 市 計 画 法 施 行 令

（ 昭 和 44 年 政 令 第 158 号 ）を ｢令 ｣、都 市 計 画 法 施 行 規 則（ 昭 和 44 年 建 設 省 令 第

49 号 ） を 以 下 ｢規 則 ｣と い う 。  

 

法 第 4 条 第 10 項  

 こ の 法 律 に お い て ｢建 築 物 ｣と は 建 築 基 準 法 第 2 条 第 1 号 に 定 め る 建 築 物

を 、 ｢建 築 ｣と は 同 条 第 13 号 に 定 め る 建 築 を い う 。  

 

建 築 基 準 法 第 2 条 第 1 号   建 築 物  

 土 地 に 定 着 す る 工 作 物 の う ち 、屋 根 及 び 柱 若 し く は 壁 を 有 す る も の（ こ れ に

類 す る 構 造 の も の を 含 む 。）、こ れ に 附 属 す る 門 若 し く は 塀 、観 覧 の た め の 工 作

物 又 は 地 下 若 し く は 高 架 の 工 作 物 内 に 設 け る 事 務 所 、店 舗 、興 行 場 、倉 庫 そ の

他 こ れ ら に 類 す る 施 設 （ 鉄 道 及 び 軌 道 の 線 路 敷 地 内 の 運 転 保 安 に 関 す る 施 設

並 び に 跨 線 橋 、プ ラ ッ ト ホ ー ム の 上 家 、貯 蔵 槽 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 施 設 を 除

く 。） を い い 、 建 築 設 備 を 含 む も の と す る 。  

建 築 基 準 法 第 2 条 第 13 号   建 築  

 建 築 物 を 新 築 し 、 増 築 し 、 改 築 し 、 又 は 移 転 す る こ と を い う 。  

 

法 第 4 条 第 11 項  

 こ の 法 律 に お い て ｢特 定 工 作 物 ｣と は 、 コ ン ク リ ー ト プ ラ ン ト そ の 他 周 辺 の

地 域 の 環 境 の 悪 化 を も た ら す お そ れ が あ る 工 作 物 で 政 令 で 定 め る も の （ 以 下

｢第 一 種 特 定 工 作 物 ｣と い う 。）又 は ゴ ル フ コ ー ス そ の 他 大 規 模 な 工 作 物 で 政 令

で 定 め る も の （ 以 下 ｢第 二 種 特 定 工 作 物 ｣と い う 。） を い う 。  
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令 第 1 条 第 1 項   【 第 一 種 特 定 工 作 物 】  

 都 市 計 画 法（ 以 下 ｢法 ｣と い う 。）第 4 条 第 11 項 の 周 辺 の 地 域 の 環 境 の 悪 化

を も た ら す お そ れ が あ る 工 作 物 で 政 令 で 定 め る も の は 、 次 に 掲 げ る も の と す

る 。  

 一  ア ス フ ァ ル ト プ ラ ン ト  

 二  ク ラ ッ シ ャ ー プ ラ ン ト  

 三  危 険 物 （ 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 25 年 政 令 第 338 号 ） 第 116 条 第

1 項 の 表 の 危 険 物 品 の 種 類 の 欄 に 掲 げ る 危 険 物 を い う 。）の 貯 蔵 又 は 処

理 に 供 す る 工 作 物 （ 石 油 パ イ プ ラ イ ン 事 業 法 （ 昭 和 47 年 法 律 第 105

号 ）第 5 条 第 2 項 第 2 号 に 規 定 す る 事 業 用 施 設 に 該 当 す る も の 、港 湾

法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 218 号 ） 第 2 条 第 5 項 第 8 号 に 規 定 す る 保 管

施 設 又 は 同 項 第 8 号 の 2 に 規 定 す る 船 舶 役 務 用 施 設 に 該 当 す る も の 、

漁 港 漁 場 整 備 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 137 号 ） 第 3 条 第 2 号 ホ に 規 定

す る 補 給 施 設 に 該 当 す る も の 、航 空 法（ 昭 和 27 年 法 律 第 231 号 ）に

よ る 公 共 の 用 に 供 す る 飛 行 場 に 建 設 さ れ る 航 空 機 給 油 施 設 に 該 当 す る

も の 、電 気 事 業 法（ 昭 和 39 年 法 律 第 170 号 ）第 2 条 第 1 項 第 １ ６ 号

に 規 定 す る 電 気 事 業（ 同 項 第 ２ 号  に 規 定 す る 小 売 電 気 事 業 を 除 く 。）の

用 に 供 す る 同 項 第 １ ８ 号 に 規 定 す る 電 気 工 作 物 に 該 当 す る も の 及 び ガ

ス 事 業 法 （ 昭 和 ２ ９ 年 法 律 第 ５ １ 号 ） 第 2 条 第 13 項 に 規 定 す る ガ ス

工 作 物 （ 同 条 第 1 項 に 規 定 す る 一 般 ガ ス 事 業 又 は 同 条 第 3 項 に 規 定 す

る 簡 易 ガ ス 事 業 の 用 に 供 す る も の に 限 る 。） に 該 当 す る も の を 除 く 。）  

 

令 第 1 条 第 2 項  【 第 二 種 特 定 工 作 物 】  

 法 第 4 条 第 11 項 の 大 規 模 な 工 作 物 で 政 令 で 定 め る も の は 、 次 に 掲 げ る も

の で 、 そ の 規 模 が 1 ヘ ク タ ー ル 以 上 の も の と す る 。  

 一  野 球 場 、庭 球 場 、陸 上 競 技 場 、遊 園 地 、動 物 園 そ の 他 の 運 動・レ ジ ャ ー

施 設 で あ る 工 作 物 （ 学 校 教 育 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 26 号 ） 第 1 条 に

規 定 す る 学 校（ 大 学 を 除 く 。）又 は 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、保 育

等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律（ 平 成 18 年 法 律 第 77 号 ）第 2

条 第 7 項  に 規 定 す る 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 施 設 に 該 当 す る も の 、

港 湾 法 第 2 条 第 5 項 第 9 号 の 3 に 規 定 す る 港 湾 環 境 整 備 施 設 に 該 当

す る も の 、 都 市 公 園 法 （ 昭 和 31 年 法 律 第 79 号 ） 第 2 条 第 1 項 に 規

定 す る 都 市 公 園 に 該 当 す る も の 及 び 自 然 公 園 法（ 昭 和 32 年 法 律 第 161

号 ）第 2 条 第 6 号 に 規 定 す る 公 園 事 業 又 は 同 条 第 4 号 に 規 定 す る 都 道

府 県 立 自 然 公 園 の こ れ に 相 当 す る 事 業 に よ り 建 設 さ れ る 施 設 に 該 当 す

る も の を 除 く 。）  

 二  墓 園  

 

第 一 種 特 定 工 作 物 の 範 囲 と は 、 以 下 の 用 途 に 供 す る 工 作 物 。  

 コ ン ク リ ー ト プ ラ ン ト ･･･建 築 基 準 法 別 表 第 2(り )項 第 3 号 （ 13 の 2）  

 ア ス フ ァ ル ト プ ラ ン ト ･･･建 築 基 準 法 別 表 第 2(ぬ )項 第 1 号 （ 21）  
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 ク ラ ッ シ ャ ー プ ラ ン ト ･･･建 築 基 準 法 別 表 第 2(り )項 第 3 号 （ 13）  

第 二 種 特 定 工 作 物 の 範 囲  

 通 常 、 観 光 植 物 園 、 サ ー キ ッ ト 等 は 、 工 作 物 と し て 規 制 の 対 象 と な る が 、 キ ャ ン

プ 場 、 ピ ク ニ ッ ク 緑 地 、 ス キ ー 場 、 マ リ ー ナ 等 は 、 規 制 の 対 象 と な ら な い 。 ま た 、

運 動 、 レ ジ ャ ー 以 外 の 目 的 で 設 置 さ れ る 施 設 で あ る 工 作 物 （ 博 物 館 法 に よ る 博 物 館

と さ れ る 動 植 物 園 で あ る 工 作 物 等 ） は 、 規 制 の 対 象 と は な ら な い 。 運 動 ・ レ ジ ャ ー

施 設 に 該 当 す る 工 作 物 で あ っ て も 、 学 校 の 施 設 に つ い て は 、 第 二 種 特 定 工 作 物 に 該

当 し な い こ と と さ れ て い る と こ ろ で あ り 、 子 ど も ・ 子 育 て 関 連 三 法 に よ り 、 新 た に

位 置 づ け ら れ た 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 施 設 に つ い て も 、 こ れ を 学 校 の 施 設 と 別

異 に 扱 う 必 要 は な い こ と か ら 、 同 様 に 第 二 種 特 定 工 作 物 に 該 当 し な い こ と と す る 。  

 

第 二 種 特 定 工 作 物 に 係 る 併 設 建 築 物 等 に つ い て  

 物 理 的 及 び 機 能 的 に み て 社 会 通 念 上 運 動 ・ レ ジ ャ ー 施 設 等 に 不 可 分 一 体 の も の と

し て 附 属 的 に 併 設 さ れ る 管 理 事 務 所 、 休 憩 所 、 ク ラ ブ ハ ウ ス 等 に つ い て は 、 主 と し

て 当 該 第 二 種 特 定 工 作 物 に 包 含 さ れ る も の で あ る の で 、 改 め て 当 該 併 設 建 築 物 の 建

築 に つ い て の 開 発 許 可 又 は 建 築 許 可 を 行 う 必 要 は な い 。  

 

1 ヘ ク タ ー ル 未 満 の 運 動 ・ レ ジ ャ ー 施 設 に 係 る 併 設 建 築 物 等 に つ い て  

 主 と し て 当 該 併 設 建 築 物 の 建 築 を 目 的 と し た 行 為 で な い の で 、 そ れ 自 体 と し て は

開 発 許 可 を 要 し な い が 、 市 街 化 調 整 区 域 内 に こ れ を 設 け る 場 合 に は 、 別 途 法 第 43

条 の 規 定 が 適 用 と な る 。  

 

法 第 4 条 第 12 項  

 こ の 法 律 に お い て ｢開 発 行 為 ｣と は 、 主 と し て 建 築 物 の 建 築 又 は 特 定 工 作 物

の 建 設 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 土 地 の 区 画 形 質 の 変 更 を い う 。  

 

  当 市 の 市 街 化 調 整 区 域 に お い て は 、 区 画 形 質 の 変 更 を 伴 う 区 域 が 500 平 方 メ ー

ト ル 以 上 の 場 合 は 、 開 発 許 可 が 必 要 と な る 。  

 

開 発 行 為 に 該 当 し な い 造 成 行 為 等  

 以 下 の 場 合 は 、 開 発 行 為 に は あ た ら な い 。  

 ・ 建 築 物 の 基 礎 工 事 に 伴 う 掘 削 等  

 ・ 法 面 の 整 形 、 保 護 の た め に の み 行 わ れ る 行 為  

 

山 林 分 譲 等 の 取 り 扱 い  

山 林 現 況 分 譲 、 菜 園 分 譲 、 現 況 有 姿 分 譲 等 に お い て 、 宣 伝 文 書 中 に ｢建 築 不 可 ｣の

文 言 が あ っ て も 、 客 観 的 に ｢建 築 目 的 ｣と 判 断 さ れ る 場 合 は 、 開 発 行 為 に あ た る 場 合

が あ る 。  

 

建 築 行 為 の 概 念  

 開 発 行 為 を 伴 わ な い 建 築 物 の 建 築 又 は 特 定 工 作 物 の 建 設 を い う 。  
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法 第 4 条 第 13 項  

 こ の 法 律 に お い て ｢開 発 区 域 ｣と は 、 開 発 行 為 を す る 土 地 の 区 域 を い う 。  

 

法 第 4 条 第 14 項  

 こ の 法 律 に お い て ｢公 共 施 設 ｣と は 、道 路 、公 園 そ の 他 政 令 で 定 め る 公 共 の 用

に 供 す る 施 設 を い う 。  

 

令 第 1 条 の 2 

 法 第 4 条 第 14 項 の 政 令 で 定 め る 公 共 の 用 に 供 す る 施 設 は 、下 水 道 、緑 地 、

広 場 、 河 川 、 運 河 、 水 路 及 び 消 防 の 用 に 供 す る 貯 水 施 設 と す る 。  

 

法 第 7 条   【 市 街 化 区 域 及 び 市 街 化 調 整 区 域 】  

都 市 計 画 区 域 に つ い て 無 秩 序 な 市 街 化 を 防 止 し 、 計 画 的 な 市 街 化 を 図 る た

め 必 要 が あ る と き は 、 都 市 計 画 に 、 市 街 化 区 域 及 び 市 街 化 調 整 区 域 と の 区 分

（ 以 下 「 区 域 区 分 」 と い う 。） を 定 め る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 都

市 計 画 区 域 に つ い て は 、 区 域 区 分 を 定 め る も の と す る 。  

一  次 に 掲 げ る 土 地 の 区 域 の 全 部 又 は 一 部 を 含 む 都 市 計 画 区 域  

イ  首 都 圏 整 備 法 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 既 成 市 街 地 又 は 同 条 第 ４ 項 に

規 定 す る 近 郊 整 備 地 帯  

 ロ  近 畿 圏 整 備 法 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 既 成 都 市 区 域 又 は 同 条 第 ４ 項

に 規 定 す る 近 郊 整 備 区 域  

 ハ  中 部 圏 開 発 整 備 法 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 都 市 整 備 区 域  

2 市 街 化 区 域 は 、す で に 市 街 地 を 形 成 し て い る 区 域 及 び お お む ね 10 年 以 内

に 優 先 的 か つ 計 画 的 に 市 街 化 を 図 る べ き 区 域 と す る 。  

3 市 街 化 調 整 区 域 は 、 市 街 化 を 抑 制 す べ き 区 域 と す る 。  

 

線 引 き  

 都 市 計 画 区 域 を 区 分 し て 、市 街 化 区 域 と 市 街 化 調 整 区 域 に 分 け る こ と を「 線 引 き 」

と い う 。  

 富 士 市 で 線 引 き が さ れ た 日 は 、 昭 和 47 年 12 月 16 日 で あ る 。  

 （ 吉 永 北 地 区 及 び 須 津 地 区 の 一 部 で は 、 昭 和 55 年 12 月 5 日 ）  

 （ 富 士 川 地 区 及 び 松 野 地 区 の 一 部 で は 、 平 成 23 年 3 月 29 日 ）  

 （ 平 成 23 年 3 月 29 日 に 線 引 き が さ れ た 地 域 を 除 く 、 富 士 川 地 区 及 び 松 野 地 区

の 地 域 で は 、 平 成 28 年 3 月 25 日 ）  
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そ の 他 用 語 の 定 義  

(1)開 発 許 可  

   法 第 29 条 に 基 づ き 、 開 発 行 為 に 対 し て 行 わ れ る 許 可 を い う 。  

(2)建 築 許 可  

   開 発 許 可 を 受 け た 土 地 以 外 の 土 地 に お け る 、 法 第 43 条 第 1 項 に 基 づ い

た 、 建 築 行 為 に 対 し て 行 わ れ る 許 可 を い う 。  

(3)適 合 証 明 （ 規 則 第 60 条 に 基 づ く 証 明 ）  

   建 築 し よ う と し て い る 土 地 や 建 築 物 の 用 途 等 が 都 市 計 画 法 の 規 定 （ 法 第

29 条 第 1 項 若 し く は 第 2 項 、 第 35 条 の 2 第 1 項 、 第 41 条 第 2 項 、 第

42 条 、第 43 条 第 1 項 又 は 第 53 条 第 1 項 ）に 適 合 し て い る こ と を 証 明 す

る 書 面 で 、建 築 基 準 法 施 行 規 則（ 昭 和 25 年 建 設 省 令 第 40 号 ）第 1 条 の ３

に よ り 建 築 確 認 申 請 書 へ の 添 付 が 定 め ら れ て い る 。  

    な お 、建 築 確 認 申 請 の 際 、当 該 建 築 物 に つ い て の 記 載 が あ る 許 可 書 等 が 発

行 さ れ て い る 場 合 、 そ れ を も っ て 適 合 証 明 書 に 代 え ら れ る 場 合 が あ る 。  

(4)新  築  

ア  既 存 建 築 物 の な い 敷 地 に 新 た な 建 築 物 を 建 築 す る こ と 。   

イ  既 存 建 築 物 と 同 一 の 敷 地 内 に お い て 、用 途 の 異 な る 別 棟 の 建 築 物 を  建

築 す る こ と 。  

ウ  既 存 建 築 物 が 滅 失・除 却 さ れ た 場 合 、用 途・構 造 が 著 し く 異 な り 、又 は

延 床 面 積 が 従 前 建 物 の 床 面 積 の 1.5 倍 を 超 え る 規 模 の 建 築 物 を 建 築  

す る こ と 。  

(5)改  築  

   既 存 建 築 物 が 滅 失・除 却 さ れ た 場 合 、位 置・用 途・構 造 が 著 し く 異 な ら ず 、

か つ 、 延 床 面 積 が 従 前 建 物 の 床 面 積 の 1.5 倍 以 下 の 規 模 の 建 築 物 を 建 築 す

る こ と 。  

(6)増  築  

ア  既 存 建 築 物 の 床 面 積 を 増 加 さ せ る こ と 。  

イ  既 存 建 築 物 の 同 一 敷 地 内 に お い て 、用 途 上 不 可 分 な 別 棟 の 建 築 物 を 建 築

す る こ と 。  
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第 2 章 許可を要しない開発行為及び建築行為 

 

 法 第 29 条 第 1 項 各 号 に 示 す 開 発 行 為 及 び 法 第 43 条 第 1 項 各 号 に 示 す 許 可 が  

不 要 と さ れ て い る 建 築 物 に つ い て は 、「 ス プ ロ ー ル の 弊 害 を 起 こ す お そ れ が な い 」、

「 ス プ ロ ー ル 防 除 の た め に 他 の 相 当 の 手 法 が 備 わ っ て い る 」、「 公 益 上 必 要 で あ る 」、

「 施 設 の 立 地 場 所 の 必 然 性 か ら や む を 得 な い 」 な ど の 理 由 か ら 許 可 を 受 け る こ と を

要 し な い と さ れ て い る 。 た だ し 、 許 可 を 要 し な い 行 為 で あ っ て も 、 富 士 市 開 発 許 可

技 術 基 準 に 準 じ た 整 備 を さ れ る よ う 指 導 す る も の で あ る 。  

 

法 第 29 条 第 1 項   【 開 発 行 為 の 許 可 】  

 都 市 計 画 区 域 又 は 準 都 市 計 画 区 域 内 に お い て 開 発 行 為 を し よ う と す る 者

は 、あ ら か じ め 、国 土 交 通 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、都 道 府 県 知 事（ 地 方 自

治 法（ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ）第 252 条 の 19 第 1 項 の 指 定 都 市 、同 法 第

252 条 の 22 第 1 項 の 中 核 市（ 以 下 ｢指 定 都 市 等 ｣）と い う 。）の 区 域 に あ つ て

は 、当 該 指 定 都 市 等 の 長 。以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。）の 許 可 を 受 け な け れ ば

な ら な い 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 開 発 行 為 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

 

法 附 則 （ 平 成 25 年 法 律 第 42 号 ） 第 46 条  

 施 行 時 特 例 市 に 対 す る 前 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 同 条 各 号 に 掲 げ る 法 律 の

適 用 に つ い て は 、 こ れ ら の 規 定 中 「 指 定 都 市 又 は 」 と あ る の は 「 指 定 都 市 、」

と 、「 中 核 市 」 と あ る の は 「 中 核 市 又 は 地 方 自 治 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平

成 26 年 法 律 第 42 号 ） 附 則 第 2 条 に 規 定 す る 施 行 時 特 例 市 」 と す る 。  

 

法 第 29 条 第 1 項 第 1 号  

 市 街 化 区 域 、 区 域 区 分 が 定 め ら れ て い な い 都 市 計 画 区 域 又 は 準 都 市 計 画  

区 域 内 に お い て 行 う 開 発 行 為 で 、そ の 規 模 が 、そ れ ぞ れ の 区 域 区 分 に 応 じ て 政

令 で 定 め る 規 模 未 満 で あ る も の  

 

令 第 19 条 第 1 項  

 法 第 29 条 第 1 項 第 1 号 の 政 令 で 定 め る 規 模 は 、次 の 表 の 第 1 欄 に 掲 げ る

区 域 ご と に 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 第 2 欄 に 掲 げ る 規 模 と す る 。 た だ し 、 同 表 の   

第 3 欄 に 掲 げ る 場 合 に は 、 都 道 府 県 （ 指 定 都 市 等 （ 法 第 29 条 第 1 項 に 規 定

す る 指 定 都 市 等 を い う 。以 下 同 じ 。）又 は 事 務 処 理 市 町 村（ 法 第 33 条 第 6 項

に 規 定 す る 事 務 処 理 市 町 村 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 区 域 内 に あ っ て は 、 当 該   

指 定 都 市 等 又 は 事 務 処 理 市 町 村 。第 22 条 の 3、第 23 条 の 3 及 び 第 36 条 に

お い て 同 じ 。）は 、条 例 で 、区 域 を 限 り 、同 表 の 第 4 欄 に 掲 げ る 範 囲 内 で 、そ

の 規 模 を 別 に 定 め る こ と が で き る 。  
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第 1 欄  第 2 欄  第 3 欄  第 4 欄  

市 街 化 区 域  

1,000 

平 方 メ ー

ト ル  

市 街 化 の 状 況 に よ り 、無 秩

序 な 市 街 化 を 防 止 す る た

め 特 に 必 要 が あ る と 認 め

ら れ る 場 合  

300 平 方 メ ー ト ル 以

上 1,000 平 方 メ ー

ト ル 未 満  

区 域 区 分 が 定 め ら

れ て い な い 都 市 計

区 域 及 び 準 都 市 計

画 区 域  

3,000 

平 方 メ ー

ト ル  

市 街 化 の 状 況 等 に よ り 特

に 必 要 が あ る と 認 め ら れ

る 場 合  

300 平 方 メ ー ト ル 以

上 3,000 平 方 メ ー

ト ル 未 満  

 

 

法 第 29 条 第 1 項 第 2 号  

 市 街 化 調 整 区 域 、 区 域 区 分 が 定 め ら れ て い な い 都 市 計 画 区 域 又 は 準 都 市  

計 画 区 域 内 に お い て 行 う 開 発 行 為 で 、農 業 、林 業 若 し く は 漁 業 の 用 に 供 す る 政

令 で 定 め る 建 築 物 又 は こ れ ら の 業 務 を 営 む 者 の 居 住 の 用 に 供 す る 建 築 物 の 建

築 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う も の  

 

 農 林 漁 業 を 営 む 者 の 居 住 の 用 に 供 す る 建 築 物 と は 、 い わ ゆ る 農 家 用 住 宅 を 指 し 、

一 般 的 に は 、1,000 平 方 メ ー ト ル 以 上 の 農 地 が 耕 作 台 帳 に 記 載 さ れ て い る も の を 農

家 と す る が 、 本 号 で の 対 象 は 、 周 辺 の 市 街 化 調 整 区 域 に 農 地 を 集 団 的 に 所 有 し て い

る 者 が 対 象 者 と な る 。 新 た な 立 地 に つ い て は 、 現 住 地 で 立 地 が で き な い 理 由 及 び 必

要 性 な ど が 審 査 の 対 象 と な る 。ま た 、敷 地 面 積 は 、1,000 平 方 メ ー ト ル を 上 限 と す

る が 、 営 農 規 模 や 世 帯 状 況 を 考 慮 し 、 協 議 を 行 う も の と す る 。  

 

令 第 20 条  

 法 第 29 条 第 1 項 第 2 号 及 び 第 2 項 第 1 号 の 政 令 で 定 め る 建 築 物 は 、次 に

掲 げ る も の と す る 。  

第 1 号  

 畜 舎 、蚕 室 、温 室 、育 種 苗 施 設 、家 畜 人 工 受 精 施 設 、孵 卵 育 雛 施 設 、搾 乳

施 設 、集 乳 施 設 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 農 作 物 、林 産 物 又 は 水 産 物 の 生 産 又 は

集 荷 の 用 に 供 す る 建 築 物  

第 2 号  

 堆 肥 舎 、サ イ ロ 、種 苗 貯 蔵 施 設 、農 機 具 等 収 納 施 設 そ の 他 こ れ ら に 類 す る

農 業 、 林 業 又 は 漁 業 の 生 産 資 材 の 貯 蔵 又 は 保 管 の 用 に 供 す る 建 築 物  

第 3 号  

 家 畜 診 療 の 用 に 供 す る 建 築 物  

第 4 号  

 用 排 水 機 、 取 水 施 設 等 農 用 地 の 保 全 若 し く は 利 用 上 必 要 な 施 設 の 管 理 の
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用 に 供 す る 建 築 物 又 は 索 道 の 用 に 供 す る 建 築 物  

第 5 号  

 前 各 号 に 揚 げ る も の の ほ か 、 建 築 面 積 が 90 平 方 メ ー ト ル 以 内 の 建 築 物  

 

 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 農 作 物 、 林 産 物 又 は 水 産 物 の 生 産 又 は 集 荷 の 用 に 供 す る 建

築 物 と は 、 農 作 業 舎 、 魚 類 畜 養 施 設 、 米 麦 乾 燥 調 整 施 設 、 た ば こ 乾 燥 施 設 、 の り ・

わ か め 乾 燥 施 設 、 野 菜 集 荷 施 設 、 果 実 集 荷 施 設 、 漁 獲 物 水 揚 げ 荷 さ ば き 施 設 等 を い

う 。  

 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 農 業 、 林 業 又 は 漁 業 の 生 産 資 材 の 貯 蔵 又 は 保 管 の 用 に 供 す

る 建 築 物 と は 、 物 置 、 漁 船 漁 具 保 全 施 設 、 養 殖 用 飼 料 等 保 管 施 設 、 漁 船 用 補 給 施 設

等 を い う 。  

 ペ ッ ト の た め の 犬 猫 診 療 所 は 、 農 業 、 林 業 又 は 漁 業 の 用 に 供 す る 建 築 物 と は い え

な い の で 、 該 当 し な い 。  

 農 林 漁 業 を 営 む 者 と は 、 日 本 標 準 産 業 分 類 Ａ － 農 業 、 林 業 、 Ｂ － 漁 業 、 の 範 囲 を

基 準 と し 、 家 庭 菜 園 等 生 業 と し て 行 う も の で な い と 認 め ら れ る も の は 該 当 し な い 。  

 令 第 20 条 第 5 号 に 規 定 さ れ る 建 築 物 は 、 前 提 と し て 農 林 漁 業 の 用 に 供 す る も の

で あ る こ と に 留 意 す る こ と 。  
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法 第 29 条 第 1 項 第 3 号  

 駅 舎 そ の 他 の 鉄 道 の 施 設 、図 書 館 、公 民 館 、変 電 所 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 公

益 上 必 要 な 建 築 物 の う ち 開 発 区 域 及 び そ の 周 辺 の 地 域 に お け る 適 正 か つ 合 理

的 な 土 地 利 用 及 び 環 境 の 保 全 を 図 る 上 で 支 障 が な い も の と し て 政 令 で 定 め る

建 築 物 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 開 発 行 為  

 

令 第 21 条  

 法 第 29 条 第 1 項 第 3 号 の 政 令 で 定 め る 建 築 物 は 、次 に 掲 げ る も の と す る 。 

第 1 号  

 道 路 法 第 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 道 路 又 は 道 路 運 送 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第

１ ８ ３ 号 ）第 2 条 第 8 項 に 規 定 す る 一 般 自 動 車 道 若 し く は 専 用 自 動 車 道（ 同

法 第 3 条 第 1 号 に 規 定 す る 一 般 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 又 は 貨 物 自 動 車 運 送 事

業 法 （ 平 成 元 年 法 律 第 ８ ３ 号 ） 第 2 条 第 2 項 に 規 定 す る 一 般 貨 物 自 動 車 運

送 事 業 の 用 に 供 す る も の に 限 る 。） を 構 成 す る 建 築 物  

第 2 号  

 河 川 法 が 適 用 さ れ 、 又 は 準 用 さ れ る 河 川 を 構 成 す る 建 築 物  

第 3 号  

 都 市 公 園 法 第 2 条 第 2 項 に 規 定 す る 公 園 施 設 で あ る 建 築 物  

第 4 号  

 鉄 道 事 業 法 （ 昭 和 ６ １ 年 法 律 第 ９ ２ 号 ） 第 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 鉄 道 事

業 若 し く は 同 条 第 5 項 に 規 定 す る 索 道 事 業 で 一 般 の 需 要 に 応 ず る も の の 用

に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物 又 は 軌 道 法（ 大 正 １ ０ 年 法 律 第 ７ ６ 号 ）に よ る 軌

道 若 し く は 同 法 が 準 用 さ れ る 無 軌 条 電 車 の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物  

第 5 号  

 石 油 パ イ プ ラ イ ン 事 業 法 第 5 条 第 2 項 第 2 号 に 規 定 す る 事 業 用 施 設 で あ

る 建 築 物  

第 6 号  

 道 路 運 送 法 第 3 条 第 1 号 イ に 規 定 す る 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 （ 路

線 を 定 め て 定 期 に 運 行 す る 自 動 車 に よ り 乗 合 旅 客 の 運 送 を 行 う も の に 限

る 。） 若 し く は 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 法 第 2 条 第 2 項 に 規 定 す る 一 般 貨 物 自

動 車 運 送 事 業 （ 同 条 第 6 項 に 規 定 す る 特 別 積 合 せ 貨 物 運 送 を す る も の に 限

る 。）の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物 又 は 自 動 車 タ ー ミ ナ ル 法（ 昭 和 ３ ４ 年

法 律 第 １ ３ ６ 号 ） 第 2 条 第 5 項 に 規 定 す る 一 般 自 動 車 タ ー ミ ナ ル を 構 成 す

る 建 築 物  

第 7 号  

 港 湾 法 第 2 条 第 5 項 に 規 定 す る 港 湾 施 設 で あ る 建 築 物 又 は 漁 港 漁 場 整 備

法 第 3 条 に 規 定 す る 漁 港 施 設 で あ る 建 築 物  

第 8 号  

 海 岸 法 （ 昭 和 ３ １ 年 法 律 第 １ ０ １ 号 ） 第 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 海 岸 保 全

施 設 で あ る 建 築 物  
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第 9 号  

 航 空 法 に よ る 公 共 の 用 に 供 す る 飛 行 場 に 建 築 さ れ る 建 築 物 で 当 該 飛 行 場

の 機 能 を 確 保 す る た め 必 要 な も の 若 し く は 当 該 飛 行 場 を 利 用 す る 者 の 利 便

を 確 保 す る た め 必 要 な も の 又 は 同 法 第 2 条 第 5 項 に 規 定 す る 航 空 保 安 施 設

で 公 共 の 用 に 供 す る も の の 用 に 供 す る 建 築 物  

第 10 号  

 気 象 、海 象 、地 象 又 は 洪 水 そ の 他 こ れ に 類 す る 現 象 の 観 測 又 は 通 報 の 用 に

供 す る 施 設 で あ る 建 築 物  

第 11 号  

 日 本 郵 便 株 式 会 社 が 日 本 郵 便 株 式 会 社 法（ 平 成 １ ７ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ）第

4 条 第 1 項 第 1 号 に 掲 げ る 業 務 の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物  

第 12 号  

 電 気 通 信 事 業 法 第 120 条 第 1 項 に 規 定 す る 認 定 電 気 通 信 事 業 者 が 同 項

に 規 定 す る 認 定 電 気 通 信 事 業 の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物  

第 13 号  

 放 送 法 第 2 条 第 2 号 に 規 定 す る 基 幹 放 送 の 用 に 供 す る 放 送 設 備 で あ る  

建 築 物  

第 14 号  

 電 気 事 業 法 （ 昭 和 ５ ９ 年 法 律 第 ８ ６ 号 ） 第 2 条 第 1 項 第 １ ６ 号 に 規 定 す

る 電 気 事 業（ 同 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 小 売 電 気 事 業 を 除 く 。）の 用 に 供 す る 同

項 第 １ ８ 号 に 規 定 す る 電 気 工 作 物 を 設 置 す る 施 設 で あ る 建 築 物 又 は ガ ス 事

業 法 第 2 条 第 13 項 に 規 定 す る ガ ス 工 作 物 （ 同 条 第 1 項 に 規 定 す る 一 般 ガ

ス 事 業 又 は 同 条 第 3 項 に 規 定 す る 簡 易 ガ ス 事 業 の 用 に 供 す る も の に   限

る 。） を 設 置 す る 施 設 で あ る 建 築 物  

第 15 号  

 水 道 法 第 3 条 第 2 項 に 規 定 す る 水 道 事 業 若 し く は 同 条 第 4 項 に 規 定 す る

水 道 用 水 供 給 事 業 の 用 に 供 す る 同 条 第 8 項 に 規 定 す る 水 道 施 設 で あ る 建 築

物 、 工 業 用 水 道 事 業 法 （ 昭 和 ３ ３ 年 法 律 第 ８ ４ 号 ） 第 2 条 第 6 項 に 規 定    

す る 工 業 用 水 道 施 設 で あ る 建 築 物 又 は 下 水 道 法 第 2 条 第 3 号 か ら 第 5 号  

ま で に 規 定 す る 公 共 下 水 道 、 流 域 下 水 道 若 し く は 都 市 下 水 路 の 用 に 供 す る

施 設 で あ る 建 築 物  

第 16 号  

 水 害 予 防 組 合 が 水 防 の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物  

第 17 号  

 図 書 館 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 118 号 ） 第 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 図 書 館

の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物 又 は 博 物 館 法（ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ２ ８ ５ 号 ）

第 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 博 物 館 の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物  

第 18 号  

 社 会 教 育 法（ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 207 号 ）第 20 条 に 規 定 す る 公 民 館 の 用

に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物  
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第 19 号  

 国 、 都 道 府 県 及 び 市 町 村 並 び に 独 立 行 政 法 人 高 齢 ・ 障 害 ・ 求 職 者 雇 用   

支 援 機 構 が 設 置 す る 職 業 能 力 開 発 促 進 法（ 昭 和 ４ ４ 年 法 律 第 ６ ４ 号 ）第 15

条 の ７ 第 3 項 に 規 定 す る 公 共 職 業 能 力 開 発 施 設 並 び に 国 及 び 独 立 行 政 法 人

高 齢 ・ 障 害 ・ 求 職 者 雇 用 支 援 機 構 が 設 置 す る 同 法 第 27 条 第 1 項 に 規 定 す

る 職 業 能 力 開 発 総 合 大 学 校 で あ る 建 築 物  

第 20 号  

 墓 地 、 埋 葬 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 ４ ８ 号 ） 第 2 条 第 7 項 に

規 定 す る 火 葬 場 で あ る 建 築 物  

第 21 号  

 と 畜 場 法 （ 昭 和 ２ ８ 年 法 律 第 １ １ ４ 号 ） 第 3 条 第 2 項 に 規 定 す る と 畜 場

で あ る 建 築 物 又 は 化 製 場 等 に 関 す る 法 律（ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ４ ０ 号 ）第 1

条 第 2 項 に 規 定 す る 化 製 場 若 し く は 同 条 第 3 項 に 規 定 す る 死 亡 獣 畜 取 扱 場

で あ る 建 築 物  

第 22 号  

 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律（ 昭 和 ４ ５ 年 法 律 第 １ ３ ７ 号 ）に よ る

公 衆 便 所 、 し 尿 処 理 施 設 若 し く は ご み 処 理 施 設 で あ る 建 築 物 又 は 浄 化 槽 法

（ 昭 和 ５ ８ 年 法 律 第 ４ ３ 号 ） 第 2 条 第 1 号 に 規 定 す る 浄 化 槽 で あ る 建 築 物  

第 23 号  

 卸 売 市 場 法 （ 昭 和 ４ ６ 年 法 律 第 ３ ５ 号 ） 第 2 条 第 3 項 に 規 定 す る 中 央 卸

売 市 場 若 し く は 同 条 第 4 項 に 規 定 す る 地 方 卸 売 市 場 の 用 に 供 す る 施 設 で あ

る 建 築 物 又 は 地 方 公 共 団 体 が 設 置 す る 市 場 の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物  

第 24 号  

 自 然 公 園 法 第 2 条 第 6 号 に 規 定 す る 公 園 事 業 又 は 同 条 第 4 号 に 規 定 す る

都 道 府 県 立 自 然 公 園 の こ れ に 相 当 す る 事 業 に よ り 建 築 さ れ る 建 築 物  

第 25 号  

 住 宅 地 区 改 良 法 （ 昭 和 ３ ５ 年 法 律 第 ８ ４ 号 ） 第 2 条 第 1 項 に 規 定 す る   

住 宅 地 区 改 良 事 業 に よ り 建 築 さ れ る 建 築 物  

第 26 号  

 国 、都 道 府 県 等（ 法 第 34 条 の 2 第 1 項 に 規 定 す る 都 道 府 県 等 を い う 。）、

市 町 村（ 指 定 都 市 等 及 び 事 務 処 理 市 町 村 を 除 き 、特 別 区 を 含 む 。以 下 こ の 号

に お い て 同 じ 。）又 は 市 町 村 が そ の 組 織 に 加 わ っ て い る 一 部 事 務 組 合 若 し く

は 広 域 連 合 が 設 置 す る 研 究 所 、 試 験 所 そ の 他 の 直 接 そ の 事 務 又 は 事 業 の 用

に 供 す る 建 築 物 で 次 に 掲 げ る 建 築 物 以 外 の も の  

 イ  学 校 教 育 法 第 1 条 に 規 定 す る 学 校 、 同 法 第 １ ２ ４ 条 に 規 定 す る 専 修 学

校 又 は 同 法 第 １ ３ ４ 条 第 1 項 に 規 定 す る 各 種 学 校 の 用 に 供 す る 施 設 で あ

る 建 築 物  

ロ  児 童 福 祉 法（ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ）に よ る 家 庭 的 保 育 事 業 、小 規

模 保 育 事 業 若 し く は 事 業 所 内 保 育 事 業 、社 会 福 祉 法（ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ４

５ 号 ）に よ る 社 会 福 祉 事 業 又 は 更 正 保 護 事 業 法（ 平 成 ７ 年 法 律 第   ８ ６

号 ） に よ る 更 正 保 護 事 業 の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物  
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ハ  医 療 法 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 ２ ０ ５ 号 ） 第 1 条 の 5 第 1 項 に 規 定 す る   

病 院 、 同 条 第 2 項 に 規 定 す る 診 療 所 又 は 同 法 第 2 条 第 1 項 に 規 定 す る   

助 産 所 の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物  

 ニ  多 数 の 者 の 利 用 に 供 す る 庁 舎 （ 主 と し て 当 該 開 発 区 域 の 周 辺 の 地 域 に  

お い て 居 住 し て い る 者 の 利 用 に 供 す る も の を 除 く 。） で 国 土 交 通 省 令 で  

定 め る も の  

 ホ  宿 舎 （ 職 務 上 常 駐 を 必 要 と す る 職 員 の た め の も の そ の 他 こ れ に 準 ず る

も の と し て 国 土 交 通 省 令 で 定 め る も の を 除 く 。）  

第 27 号  

国 立 研 究 開 発 法 人 量 子 科 学 技 術 研 究 開 発 機 構 が 国 立 研 究 開 発 法 人 量 子 科

学 技 術 研 究 開 発 機 構 法  （ 平 成 １ １ 年 法 律 第 １ ７ ６ 号 ）第 １ ６ 条 第 １ 号  に 掲

げ る 業 務 の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物  

第 28 号  

 国 立 研 究 開 発 法 人 日 本 原 子 力 研 究 開 発 機 構 が 国 立 研 究 開 発 法 人 日 本 原 子

力 研 究 開 発 機 構 法 （ 平 成 １ ６ 年 法 律 第 １ ５ ５ 号 ） 第 17 条 第 1 項 第 1 号   

か ら 第 3 号 ま で に 掲 げ る 業 務 の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物  

第 29 号  

 独 立 行 政 法 人 水 資 源 機 構 が 設 置 す る 独 立 行 政 法 人 水 資 源 機 構 法 （ 平 成  

１ ４ 年 法 律 第 １ ８ ２ 号 ） 第 2 条 第 2 項 に 規 定 す る 水 資 源 開 発 施 設 で あ る   

建 築 物  

第 30 号  

 国 立 研 究 開 発 法 人 宇 宙 航 空 研 究 開 発 機 構 が 国 立 研 究 開 発 法 人 宇 宙 航 空 研

究 開 発 機 構 法 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ６ １ 号 ） 第 18 条 第 1 項 第 1 号 か ら 第

4 号 ま で に 掲 げ る 業 務 の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物  

第 31 号  

 国 立 研 究 開 発 法 人 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 構 が 国 立 研 究 開 発

法 人 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 構 法（ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ４ ５ 号 ）

第 15 条 第 1 項 第 1 号 又 は 非 化 石 エ ネ ル ギ ー の 開 発 及 び 導 入 の 促 進 に 関 す

る 法 律 （ 昭 和 ５ ５ 年 法 律 第 ７ １ 号 ） 第 11 条 第 3 号 に 掲 げ る 業 務 の 用 に 供

す る 施 設 で あ る 建 築 物  

 

法 第 29 条 第 1 項 第 4 号  

 都 市 計 画 事 業 の 施 行 と し て 行 う 開 発 行 為  

法 第 29 条 第 1 項 第 5 号  

 土 地 区 画 整 理 事 業 の 施 行 と し て 行 う 開 発 行 為  

法 第 29 条 第 1 項 第 6 号  

 市 街 地 再 開 発 事 業 の 施 行 と し て 行 う 開 発 行 為  

法 第 29 条 第 1 項 第 7 号  

 住 宅 街 区 整 備 事 業 の 施 行 と し て 行 う 開 発 行 為  

法 第 29 条 第 1 項 第 8 号  
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 防 災 街 区 整 備 事 業 の 施 行 と し て 行 う 開 発 行 為  

法 第 29 条 第 1 項 第 9 号  

 公 有 水 面 埋 立 法 第 2 条 第 1 項 の 免 許 を 受 け た 埋 立 地 で あ っ て 、ま だ 同 法

第 22 条 第 2 項 の 告 示 が な い も の に お い て 行 う 開 発 行 為  

法 第 29 条 第 1 項 第 10 号  

 非 常 災 害 の た め 必 要 な 応 急 措 置 と し て 行 う 開 発 行 為  

法 第 29 条 第 1 項 第 11 号  

 通 常 の 管 理 行 為 、 軽 易 な 行 為 そ の 他 の 行 為 で 政 令 で 定 め る も の  

 

令 第 22 条  

 法 第 29 条 第 1 項 第 11 号 の 政 令 で 定 め る 開 発 行 為 は 、 次 に 掲 げ る も の

と す る 。  

第 1 号  

 仮 設 建 築 物 の 建 築 又 は 土 木 事 業 そ の 他 の 事 業 に 一 時 的 に 使 用 す る た め の

第 一 種 特 定 工 作 物 の 建 設 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 開 発 行 為  

第 2 号  

 車 庫 、 物 置 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 附 属 建 築 物 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で

行 う 開 発 行 為  

第 3 号  

 建 築 物 の 増 築 又 は 特 定 工 作 物 の 増 設 で 当 該 増 築 に 係 る 床 面 積 の 合 計 又 は

当 該 増 設 に 係 る 築 造 面 積 が 10 平 方 メ ー ト ル 以 内 で あ る も の の 用 に 供 す る

目 的 で 行 う 開 発 行 為  

第 4 号  

 法 第 29 条 第 1 項 第 2 号 若 し く は 第 3 号 に 規 定 す る 建 築 物 以 外 の 建 築 物

の 改 築 で 用 途 の 変 更 を 伴 わ な い も の 又 は 特 定 工 作 物 の 改 築 の 用 に 供 す る 目

的 で 行 う 開 発 行 為  

第 5 号   

 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 建 築 物 の 改 築 で 当 該 改 築 に 係 る 床 面 積 の 合 計

が 10 平 方 メ ー ト ル 以 内 で あ る も の の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 開 発 行 為  

第 6 号  

 主 と し て 当 該 開 発 区 域 の 周 辺 の 市 街 化 調 整 区 域 内 に 居 住 し て い る 者 の 日

常 生 活 の た め 必 要 な 物 品 の 販 売 、加 工 、修 理 等 の 業 務 を 営 む 店 舗 、事 業 場 そ

の 他 こ れ ら の 業 務 の 用 に 供 す る 建 築 物 で 、そ の 延 べ 面 積（ 同 一 敷 地 内 に 2 以

上 の 建 築 物 を 新 築 す る 場 合 に お い て は 、そ の 延 べ 床 面 積 の 合 計 。以 下 こ の 条

及 び 第 35 条 に お い て 同 じ 。） が 50 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の （ こ れ ら の 業

務 の 用 に 供 す る 部 分 の 延 べ 面 積 が 全 体 の 述 べ 面 積 の 50 パ ー セ ン ト 以 上 の

も の に 限 る 。）の 新 築 の 用 に 供 す る 目 的 で 当 該 開 発 区 域 の 周 辺 の 市 街 化 調 整

区 域 内 に 居 住 し て い る 者 が 自 ら 当 該 業 務 を 営 む た め に 行 う 開 発 行 為 で 、 そ

の 規 模 が 100 平 方 メ ー ト ル 以 内 で あ る も の 。  
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 令 第 22 条 第 1 号 に 規 定 す る 仮 設 建 築 物 と は 、建 築 基 準 法 第 85 条 第 5 項 に 規 定

す る 建 築 物 で あ り 、 本 店 の 改 築 に 伴 う 仮 店 舗 の よ う に 、 そ の 態 様 か ら 一 時 的 な 使 用

の 後 に 除 去 さ れ る こ と が 明 ら か な 建 築 物 で あ る こ と を 要 件 と す る と 解 さ れ る 。  

 令 第 22 条 第 6 号 に い う 店 舗 等 は 、 法 第 34 条 第 1 号 に 該 当 す る 開 発 行 為 の う

ち 、 さ ら に 開 発 行 為 の 主 体 、 立 地 、 業 種 及 び 規 模 を 限 定 し た も の で あ り 、 立 地 に つ

い て は 、 既 存 集 落 の 区 域 又 は 社 会 通 念 上 こ れ に 隣 接 す る と 認 め ら れ る 区 域 に 限 ら れ

る 。 ま た 、 業 種 に つ い て は 、 日 常 生 活 に 必 要 な 物 品 の 販 売 、 加 工 、 修 理 等 の 業 務 に

限 ら れ る の で 、 理 容 業 、 美 容 業 等 の 物 品 に 係 ら な い サ ー ビ ス 業 等 は 、 本 号 に 該 当 し

な い 。  

 

法 第 29 条 第 2 項  

 都 市 計 画 区 域 及 び 準 都 市 計 画 区 域 外 の 区 域 内 に お い て 、 そ れ に よ り 一 定

の 市 街 地 を 形 成 す る と 見 込 ま れ る 規 模 と し て 政 令 で 定 め る 規 模 以 上 の 開 発

行 為 を し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め 、 国 土 交 通 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ

り 、都 道 府 県 知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。た だ し 、次 に 掲 げ る 開 発

行 為 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

第 1 号  

 農 業 、 林 業 若 し く は 漁 業 の 用 に 供 す る 政 令 で 定 め る 建 築 物 又 は こ れ ら の

業 務 を 営 む 者 の 居 住 の 用 に 供 す る 建 築 物 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 開

発 行 為  

第 2 号  

 前 項 第 3 号 、 第 4 号 及 び 第 9 号 か ら 第 11 号 ま で に 掲 げ る 開 発 行 為  

 

令 第 22 条 の 2 

 法 第 29 条 第 2 項 の 政 令 で 定 め る 規 模 は 、 1 ヘ ク タ ー ル と す る 。  

 

法 第 29 条 第 3 項  

 開 発 区 域 が 、市 街 化 区 域 、区 域 区 分 が 定 め ら れ て い な い 都 市 計 画 区 域 、準 都

市 計 画 区 域 又 は 都 市 計 画 区 域 及 び 準 都 市 計 画 区 域 外 の 区 域 の う ち 二 以 上 の 区

域 に わ た る 場 合 に お け る 第 1 項 第 1 号 及 び 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 政

令 で 定 め る 。  

 

令 第 22 条 の 3 

 開 発 区 域 が 、市 街 化 区 域 、区 域 区 分 が 定 め ら れ て い な い 都 市 計 画 区 域 、準 都

市 計 画 区 域 又 は 都 市 計 画 区 域 及 び 準 都 市 計 画 区 域 外 の 区 域 の う ち 2 以 上 の 区

域 に わ た る 場 合 に お い て は 、 法 第 29 条 第 1 項 第 1 号 の 規 定 は 、 次 に 掲 げ る

要 件 の い ず れ に も 該 当 す る 開 発 行 為 に つ い て 適 用 す る 。  
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第 1 項 第 1 号  

 当 該 開 発 区 域 の 面 積 の 合 計 が 、 1 ヘ ク タ ー ル 未 満 で あ る こ と 。  

第 1 項 第 2 号  

 市 街 化 区 域 、 区 域 区 分 が 定 め ら れ て い な い 都 市 計 画 区 域 又 は 準 都 市 計 画

区 域 の う ち 二 以 上 の 区 域 に お け る 開 発 区 域 の 面 積 の 合 計 が 、 当 該 開 発 区 域

に 係 る そ れ ぞ れ の 区 域 に つ い て 第 19 条 の 規 定 に よ り 開 発 行 為 の 許 可 を 要

し な い こ と と さ れ る 規 模 の う ち 最 も 大 き い 規 模 未 満 で あ る こ と 。  

第 1 項 第 3 号  

 市 街 化 区 域 に お け る 開 発 区 域 の 面 積 が 、 1,000 平 方 メ ー ト ル （ 第 19 条

第 2 項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に あ っ て は 、500 平 方 メ ー ト ル ）未 満 で あ

る こ と 。 た だ し 、 同 条 第 1 項 た だ し 書 き の 規 定 に よ り 都 道 府 県 の 条 例 で 別

に 規 模 が 定 め ら れ て い る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 規 模 未 満 で あ る こ と 。  

第 1 項 第 4 号  

 区 域 区 分 が 定 め ら れ て い な い 都 市 計 画 区 域 に お け る 開 発 区 域 の 面 積 が 、

3,000 平 方 メ ー ト ル （ 第 19 条 第 1 項 た だ し 書 き の 規 定 に よ り 都 道 府 県 の

条 例 で 別 に 規 模 が 定 め ら れ て い る 場 合 に あ っ て は 、そ の 規 模 ）未 満 で あ る こ

と 。  

第 1 項 第 5 号  

 準 都 市 計 画 区 域 に お け る 開 発 区 域 の 面 積 が 、3,000 平 方 メ ー ト ル（ 第 19

条 第 1 項 た だ し 書 き の 規 定 に よ り 都 道 府 県 の 条 例 で 別 に 規 模 が 定 め ら れ て

い る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 規 模 ） 未 満 で あ る こ と 。  

第 2 項  

 開 発 区 域 が 、市 街 化 区 域 、区 域 区 分 が 定 め ら れ て い な い 都 市 計 画 区 域 又 は 準

都 市 計 画 区 域 と 都 市 計 画 区 域 及 び 準 都 市 計 画 区 域 外 の 区 域 と に わ た る 場 合 に

お い て は 、 法 第 29 条 第 2 項 の 規 定 は 、 当 該 開 発 区 域 の 面 積 の 合 計 が 1 ヘ ク

タ ー ル 以 上 で あ る 開 発 行 為 に つ い て 適 用 す る 。  

 

 

【 開 発 許 可 を 受 け た 土 地 以 外 の 土 地 に お け る 建 築 等 の 制 限 】  

法 第 43 条 第 1 項  

 何 人 も 、 市 街 化 調 整 区 域 の う ち 開 発 許 可 を 受 け た 開 発 区 域 以 外 の 区 域 内 に

お い て は 、 都 道 府 県 知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば 、 第 29 条 第 1 項 第 2 号 若 し

く は 第 3 号 に 規 定 す る 建 築 物 以 外 の 建 築 物 を 新 築 し 、 又 は 第 一 種 特 定 工 作 物

を 新 設 し て は な ら ず 、ま た 、建 築 物 を 改 築 し 、又 は そ の 用 途 を 変 更 し て 同 項 第

2 号 若 し く は 第 3 号 に 規 定 す る 建 築 物 以 外 の 建 築 物 を し て は な ら な い 。 た だ

し 、次 に 掲 げ る 建 築 物 の 新 築 、改 築 若 し く は 用 途 の 変 更 又 は 第 一 種 特 定 工 作 物

の 新 設 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

第 1 号  

 都 市 計 画 事 業 の 施 行 と し て 行 う 建 築 物 の 新 築 、 改 築 若 し く は 用 途 の 変 更 又

は 第 一 種 特 定 工 作 物 の 新 設  
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第 2 号  

 非 常 災 害 の た め 必 要 な 応 急 措 置 と し て 行 う 建 築 物 の 新 築 、 改 築 若 し く は 用

途 の 変 更 又 は 第 一 種 特 定 工 作 物 の 新 設  

第 3 号  

 仮 設 建 築 物 の 新 築  

第 4 号  

 第 29 条 第 1 項 第 9 号 に 掲 げ る 開 発 行 為 そ の 他 の 政 令 で 定 め る 開 発 行 為 が

行 わ れ た 土 地 の 区 域 内 に お い て 行 う 建 築 物 の 新 築 、 改 築 若 し く は 用 途 の 変 更

又 は 第 一 種 特 定 工 作 物 の 新 設  

第 ５ 号  

 通 常 の 管 理 行 為 、 軽 易 な 行 為 そ の 他 の 行 為 で 政 令 で 定 め る も の  

 

 上 記 の 法 第 43 条 は 、 市 街 化 調 整 区 域 内 に お い て 開 発 行 為 に 該 当 し な い よ う な 建

築 行 為 等 に 対 し て も 法 第 29 条 と 同 様 の 趣 旨 か ら 制 限 を 行 お う と す る 規 定 で あ る 。

な お 、 上 記 の 許 可 を 受 け る た め に は 、 次 章 に お い て 示 す 法 第 34 条 の 各 号 又 は 令 第

36 条 第 1 項 第 3 号 の い ず れ か 一 つ に 該 当 す る と が 必 要 で あ る 。  

 ま た 、 線 引 き 前 に 建 築 さ れ た 建 築 物 及 び 線 引 き 後 に 適 切 な 手 続 き を 経 て 建 築 さ れ

た 建 築 物 を 増 ・ 改 築 も し く は 建 て 替 え よ う と し た 場 合 、 そ の 用 途 が 建 替 前 と 建 替 後

に 変 更 な く 、 そ の 規 模 が 従 前 の 1.5 倍 以 内 （ 延 床 面 積 ） の 時 は 、 上 記 の 本 文 に 規 定

す る 許 可 が 必 要 な 行 為 に は 該 当 し な い 許 可 不 要 の 増 改 築 と し て 扱 い 、 規 則 第 60 条

に 規 定 す る 適 合 証 明 の 申 請 が あ っ た 場 合 、 証 明 を 発 行 す る も の と す る 。  

 

令 第 34 条  

 法 第 43 条 第 1 項 第 4 号 の 政 令 で 定 め る 開 発 行 為 は 、 次 に 掲 げ る も の と す

る 。  

第 1 号  

 法 第 29 条 第 1 項 第 4 号 か ら 第 9 号 ま で に 掲 げ る 開 発 行 為  

第 2 号  

 旧 住 宅 地 造 成 事 業 に 関 す る 法 律（ 昭 和 39 年 法 律 第 160 号 ）第 4 条 の 認

可 を 受 け た 住 宅 地 造 成 事 業 の 施 行 と し て 行 う 開 発 行 為  

富 士 市 内 で 旧 宅 地 造 成 事 業 に 関 す る 法 律 の 許 可 を 受 け て い る 分 譲 地  

・ 笹 峰 団 地 （ 半 田 忠 治 ）  神 戸 字 笹 峰 563 ほ か  

・ 今 宮 陽 光 台 （ 日 本 信 販 ）  今 宮 字 丸 火 添 983 ほ か  

・ 山 ノ 川 分 譲 地 （ 中 西  茂 ）  一 色 字 山 ノ 川 620 ほ か  

・ 天 間 横 道 上 分 譲 地 （ 小 林 商 事 ）  天 間 字 横 道 上 1849 ほ か  

・ 江 尾 万 騎 沢 分 譲 地 （ 大 昭 和 不 動 産 ）    江 尾 字 万 騎 沢 511 ほ か  

・ 中 里 鬼 ヶ 島 分 譲 地 （ フ ロ ン テ ィ ア 緑 地 ） 中 里 字 鬼 ヶ 島 2561 ほ か  

・ 東 田 子 の 浦 分 譲 地 （ 小 学 館 不 動 産 ）   中 里 字 鬼 ヶ 島 2591 ほ か  

・ 大 淵 南 分 譲 地 （ 富 士 中 央 不 動 産 ）  大 淵 字 丸 山 、 南 1059 ほ か  
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〔 参 考 〕  

（ 旧 ） 第 6 号 （ 平 成 13 年 5 月 18 日 改 正 都 市 計 画 法 に お い て 削 除 ）  

次 に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る 土 地 に お い て 行 う 建 築 物 の 新 築 、 改 築 又 は 用 途 の

変 更  

イ  市 街 化 区 域 に 隣 接 し 、又 は 近 接 し 、か つ 、自 然 的 社 会 的 諸 条 件 か ら 市 街 化

区 域 と 一 体 的 な 日 常 生 活 圏 を 構 成 し て い る と 認 め ら れ る 地 域 で あ っ て  お

お む ね 50 以 上 の 建 築 物 が 連 た ん し て い る 地 域 内 に 存 す る 土 地 で あ る  こ

と 。  

ロ  市 街 化 調 整 区 域 に 関 す る 都 市 計 画 が 決 定 さ れ 、 又 は 当 該 都 市 計 画 を 変 更

し て そ の 区 域 が 拡 張 さ れ た 際 す で に 宅 地 で あ っ た 土 地 で あ っ て 、 そ の 旨 の

都 道 府 県 知 事 の 確 認 を 受 け た も の で あ る こ と 。  

 

〔 参 考 〕 法 附 則 第 6 条 第 1 項  

 施 行 日 前 に 旧 都 市 計 画 法 第 43 条 第 1 項 第 6 号 ロ の 規 定 に よ る 都 道 府 県 知

事 の 確 認（ 以 下 こ の 条 に お い て 単 に ｢確 認 ｣と い う 。）を 受 け た 土 地（ 次 項 の 規

定 に 基 づ き な お 従 前 の 例 に よ り 施 行 日 以 後 に 確 認 を 受 け た 土 地 を 含 む 。）に お

い て 行 う 自 己 の 居 住 又 は 業 務 の 用 に 供 す る 建 築 物 の 新 築 、 改 築 又 は 用 途 の 変

更 に つ い て は 、施 行 日（ 次 項 の 規 定 に 基 づ き な お 従 前 の 例 に よ り 施 行 日 以 後 に

確 認 を 受 け た 土 地 に お い て 行 う も の に あ っ て は 、当 該 確 認 の 日 ）か ら 起 算 し て

5 年 を 経 過 す る 日 ま で の 間 は 、 同 号 の 規 定 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

 

 上 記 は 、 既 存 宅 地 制 度 廃 止 に 伴 い 法 的 に 定 め ら れ た 経 過 措 置 で あ る 。 な お 、 経 過

措 置 終 了 後 で あ っ て も 、 富 士 市 開 発 審 査 会 付 議 基 準 “ 線 引 き 前 宅 地 の 特 例 措 置 ” に

該 当 す る 場 合 の 建 築 行 為 は 可 能 で あ る 。  

 

第 5 号  

 通 常 の 管 理 行 為 、 軽 易 な 行 為 そ の 他 の 行 為 で 政 令 で 定 め る も の  

 

令 第 35 条  法 第 43 条 第 1 項 第 5 号 の 政 令 で 定 め る 行 為 は 、 次 に 掲 げ る も

の と す る 。  

第 1 号  

 既 存 の 建 築 物 の 敷 地 内 に お い て 行 う 車 庫 、 物 置 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 附

属 建 築 物 の 建 築  

第 2 号  

 建 築 物 の 改 築 又 は 用 途 の 変 更 で 当 該 改 築 又 は 用 途 の 変 更 に 係 る 床 面 積 の

合 計 が 10 平 方 メ ー ト ル 以 内 で あ る も の  
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第 3 号  

 主 と し て 当 該 建 築 物 の 周 辺 の 市 街 化 調 整 区 域 内 に 居 住 し て い る 者 の 日 常

生 活 の た め 必 要 な 物 品 の 販 売 、加 工 、修 理 等 の 業 務 を 営 む 店 舗 、事 業 場 そ の

他 こ れ ら の 業 務 の 用 に 供 す る 建 築 物 で 、 そ の 延 べ 面 積 が 50 平 方 メ ー ト ル

以 内 の も の （ こ れ ら の 業 務 の 用 に 供 す る 部 分 の 延 べ 面 積 が 全 体 の 延 べ 面 積

の 50 パ ー セ ン ト 以 上 の も の に 限 る 。） の 新 築 で 、 当 該 市 街 化 調 整 区 域 内 に

居 住 し て い る 者 が 自 ら 当 該 業 務 を 営 む た め に 行 う も の  

第 4 号  

 土 木 事 業 そ の 他 の 事 業 に 一 時 的 に 使 用 す る た め の 第 一 種 特 定 工 作 物 の  

新 設  

 

 

規 則 第 60 条  

 建 築 基 準 法（ 昭 和 25 年 法 律 第 201 号 ）第 6 条 第 1 項（ 同 法 第 88 条 第 1

項 又 は 第 2 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 又 は 第 6 条 の 2 第 1 項 （ 同 法

第 88 条 第 1 項 又 は 第 2 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）の 規 定 に よ る 確 認

済 証 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 そ の 計 画 が 法 第 29 条 第 1 項 若 し く は 第

2 項 、 第 35 条 の 2 第 1 項 、 第 41 条 第 2 項 、 第 42 条 、 第 43 条 第 1 項 又

は 第 53 条 第 1 項 の 規 定 に 適 合 し て い る こ と を 証 す る 書 面 の 交 付 を 都 道 府 県

知 事（ 指 定 都 市 等 に お け る 場 合 に あ っ て は 当 該 指 定 都 市 等 の 長（ 略 ）と す る 。）

に 求 め る こ と が で き る 。  

 

 規 則 第 60 条 に 規 定 す る 法 に 適 合 し て い る こ と を 証 す る 書 面 は 、 通 常 ｢適 合 証 明 ｣

と い い 、 前 述 の 開 発 許 可 不 要 を 証 す る も の と 、 過 去 に 許 可 あ る い は 確 認 を 受 け て い

る こ と を 証 す る も の が あ る 。  
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第 3 章 市街化調整区域の許可基準 

（法第 34 条及び令第 36 条第 1 項第 3 号） 
 

 法 第 34 条 及 び 令 第 36 条 第 1 項 第 3 号 は 、市 街 化 調 整 区 域 に お い て 行 う 開 発 行

為 又 は 建 築 行 為 に つ い て 、 そ の 立 地 の 基 準 を 定 め た も の で あ る 。  

 

法 第 34 条  

 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、市 街 化 調 整 区 域 に 係 る 開 発 行 為（ 主 と し て 第 二 種

特 定 工 作 物 の 建 設 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 開 発 行 為 を 除 く 。）に つ い て は 、当

該 申 請 に 係 る 開 発 行 為 及 び そ の 申 請 の 手 続 が 同 条 に 定 め る 要 件 に 該 当 す る ほ

か 、 当 該 申 請 に 係 る 開 発 行 為 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め る 場 合

で な け れ ば 、 都 道 府 県 知 事 は 開 発 許 可 を し て は な ら な い 。  

 

 市 街 化 調 整 区 域 内 に お い て 、 法 第 29 条 第 1 項 各 号 に 規 定 す る 開 発 許 可 不 要 の も

の 以 外 の 開 発 行 為 を し よ う と す る 場 合 、 上 記 の 法 第 34 条 第 1 項 の 各 号 に 該 当 す る

こ と が 必 要 と さ れ る 。  

 

令 第 36 条 第 1 項  

 都 道 府 県 知 事（ 指 定 都 市 等 の 区 域 内 に あ つ て は 、当 該 指 定 都 市 等 の 長 。以 下

こ の 項 に お い て 同 じ 。）は 、次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る と 認 め る と き で な

け れ ば 、 法 第 43 条 第 1 項 の 許 可 を し て は な ら な い 。  

 

 市 街 化 調 整 区 域 内 に お い て 、 法 第 43 条 第 1 項 各 号 に 規 定 す る 許 可 不 要 の も の 以

外 の 建 築 行 為 を し よ う と す る 場 合 、 上 記 の 令 第 36 条 第 1 項 の 各 号 に 該 当 す る こ と

が 必 要 と さ れ る 。令 第 36 条 の う ち 、第 1 項 第 1 号 及 び 第 2 号 に つ い て は 技 術 的 な

基 準 に 係 る も の と 、 集 落 地 区 計 画 が 策 定 さ れ て い る 場 合 に つ い て で あ る の で 、 こ こ

で は 省 略 を す る 。  

 

令 第 36 条 第 1 項 第 3 号  

 当 該 許 可 の 申 請 に 係 る 建 築 物 又 は 第 一 種 特 定 工 作 物 が 次 の い ず れ か に 該 当

す る こ と 。  

 イ  法 第 34 条 第 1 号 か ら 第 10 号 ま で に 規 定 す る 建 築 物 又 は 第 一 種 特 定

工 作 物  

 ロ  法 第 34 条 第 11 号 の 条 例 で 指 定 す る 土 地 の 区 域 内 に お い て 新 築 し 、若

し く は 改 築 す る 建 築 物 若 し く は 新 設 す る 第 一 種 特 定 工 作 物 で 同 号 の 条 例

で 定 め る 用 途 に 該 当 し な い も の 又 は 当 該 区 域 内 に お い て 用 途 を 変 更 す る

建 築 物 で 変 更 後 の 用 途 が 同 号 の 条 例 で 定 め る 用 途 に 該 当 し な い も の  
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 ハ  建 築 物 又 は 第 一 種 特 定 工 作 物 の 周 辺 に お け る 市 街 化 を 促 進 す る お そ れ

が な い と 認 め ら れ 、か つ 、市 街 化 区 域 内 に お い て 行 う こ と が 困 難 又 は 著 し

く 不 適 当 と 認 め ら れ る 建 築 物 の 新 築 、 改 築 若 し く は 用 途 の 変 更 又 は 第 一

種 特 定 工 作 物 の 新 設 と し て 、都 道 府 県 の 条 例 で 区 域 、目 的 又 は 用 途 を 限 り

定 め ら れ た も の 。こ の 場 合 に お い て 、当 該 条 例 で 定 め る 区 域 に は 、原 則 と

し て 、第 8 条 第 1 項 第 2 号 ロ か ら ニ ま で に 掲 げ る 土 地 の 区 域 を 含 ま な い

も の と す る 。  

 ニ  法 第 34 条 第 13 号 に 規 定 す る 者 が 同 号 に 規 定 す る 土 地 に お い て 同 号

に 規 定 す る 目 的 で 建 築 し 、又 は 建 設 す る 建 築 物 又 は 第 一 種 特 定 工 作 物（ 第

30 条 に 規 定 す る 期 間 内 に 建 築 し 、 又 は 建 設 す る も の に 限 る 。）  

 ホ  当 該 建 築 物 又 は 第 一 種 特 定 工 作 物 の 周 辺 に お け る 市 街 化 を 促 進 す る お

そ れ が な い と 認 め ら れ 、か つ 、市 街 化 区 域 内 に お い て 建 築 し 、又 は 建 設 す

る こ と が 困 難 又 は 著 し く 不 適 当 と 認 め ら れ る 建 築 物 又 は 第 一 種 特 定 工 作

物 で 、 都 道 府 県 知 事 が あ ら か じ め 開 発 審 査 会 の 議 を 経 た も の  

 

 令 第 36 条 第 1 項 第 3 号 ホ は 、 後 述 の 法 第 34 条 第 14 号 と 同 様 の 基 準 に よ り 取

り 扱 う 建 築 行 為 で あ る 。（ 第 4 章  富 士 市 開 発 審 査 会 付 議 基 準 参 照 ）  

 

◎  日 用 品 店 舗 （ 第  1 号 ）  

 

法 第 34 条 第 1 号  

 主 と し て 当 該 開 発 区 域 の 周 辺 の 地 域 に お い て 居 住 し て い る 者 の 利 用 に 供 す

る 政 令 で 定 め る 公 益 上 必 要 な 建 築 物 又 は こ れ ら の 者 の 日 常 生 活 の た め 必 要 な

物 品 の 販 売 、加 工 若 し く は 修 理 そ の 他 の 業 務 を 営 む 店 舗 、事 業 場 そ の 他 こ れ ら

に 類 す る 建 築 物 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 開 発 行 為  

 

都市計画法第 34 条第 1 号の運用基準 

1 趣  旨  

 本 号 は 、 市 街 化 を 抑 制 す る こ と と さ れ て い る 市 街 化 調 整 区 域 に あ っ て も 、 そ こ に

居 住 す る 者 の 日 常 生 活 が 健 全 に 営 ま れ る よ う 配 慮 し て 設 け ら れ て い る こ と か ら 、 許

可 で き る も の は 、 当 該 申 請 地 の 周 辺 の 市 街 化 調 整 区 域 に 居 住 す る 者 を 主 た る サ ー ビ

ス の 対 象 と す る と 認 め ら れ る も の に 限 定 さ れ る も の で あ る 。 従 っ て 、 主 と し て 申 請

地 周 辺 の 市 街 化 調 整 区 域 内 に 居 住 す る 者 の 需 要 に 応 ず る と は 認 め ら れ な い も の 、 例

え ば 著 し く 規 模 の 大 き い 店 舗 や 購 入 行 為 が 日 常 的 に 行 な わ れ な い 耐 久 消 費 材 を 扱 う

店 舗 等 は 、 本 号 に 該 当 し な い 。  
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2 該 当 事 例  

 日 常 生 活 の た め 必 要 な 物 品 の 小 売 業 、 理 容 業 、 美 容 業 で あ る 建 築 物 等 が 考 え ら れ

る が 、 申 請 地 を 含 む 周 辺 地 域 の 市 街 化 の 状 況 に 応 じ て 、 住 民 の 利 便 の 用 に 供 す る も

の と し て 同 種 の 状 況 に あ る 地 域 に お い て 通 常 存 在 す る と 認 め ら れ る 建 築 物 に つ い て

は 、 許 可 し て 差 し 支 え な い 。  

（ 別 記 「 該 当 事 例 の 考 え 方 」 参 照 ）  

 

 

 

 

 

3 政 令 で 定 め る 公 益 上 必 要 な 建 築 物 （ 令 第 29 条 の 5 関 係 ）  

(1) 学 校 教 育 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 26 号 ） 第 1 条 に 規 定 す る 学 校 （ 大 学 、 専

修 学 校 及 び 各 種 学 校 を 除 く 。） の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物 。  

(2) 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ） に よ る 家 庭 的 保 育 事 業 、 小 規 模

保 育 事 業 若 し く は 事 業 所 内 保 育 事 業 、社 会 福 祉 法（ 昭 和 26 年 法 律 第 45 号 ）

第 2 条 に 規 定 す る 社 会 福 祉 事 業 の 用 に 供 す る 施 設 又 は 更 生 保 護 事 業 法 （ 平

成 ７ 年 法 律 第 86 号 ） 第 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 更 生 保 護 事 業 の 用 に 供 す る

施 設 （ 以 下 ｢社 会 福 祉 施 設 ｣と い う 。） 等 で あ る 建 築 物 。 通 所 系 施 設 で あ る 社

会 福 祉 施 設 に つ い て は 、主 と し て 周 辺 の 居 住 者 が 利 用 す る 建 築 物 で あ る こ と 。

入 所 系 施 設 で あ る 社 会 福 祉 施 設 に つ い て は 、主 と し て 周 辺 の 居 住 者 、そ の 家

族 及 び 親 族 が 入 所 す る た め の 施 設 で あ る 建 築 物 で あ る こ と 。  

(3) 医 療 法 （ 昭 和 23 年 法 律 第 205 号 ） 第 1 条 の 5 第 2 項 に 規 定 す る 診 療 所

又 は 同 法 第 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 助 産 所 の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物 。  

 

4 立 地 条 件  

 申 請 地 は 、 お お む ね 50 戸 以 上 の 建 築 物 （ た だ し 、 倉 庫 、 車 庫 な ど の 付 属 建 築 物

及 び 市 街 化 区 域 内 の 戸 数 は 除 く 。）が 存 在 し て い る 集 落 内 で あ り 、次 の い ず れ か の 区

域 内 に あ る こ と 。  

(1)申 請 地 を 含 む 半 径 150 メ ー ト ル の 範 囲 内  

(2)国 道 、県 道 等 主 要 な 道 路 の 沿 線 片 側 50 メ ー ト ル の 奥 行 き で 、面 積 3 ヘ ク タ

ー ル の 範 囲 内  

(3)建 築 物 の 敷 地 間 の 距 離 が お お む ね 50 メ ー ト ル 以 内 で 連 続 し て 存 在 す る 地

域 の 範 囲 内  

 

5 規  模  等  

(1)敷  地  

   敷 地 面 積 は 、 原 則 500 平 方 メ ー ト ル 以 下 （ 敷 地 規 模 の 特 例 に 該 当 す る 場 合

は 1000 平 方 メ ー ト ル 以 下 ） で あ る こ と 。  

(2)建  築  物  

ア  建 築 物 の 延 床 面 積 は 、 300 平 方 メ ー ト ル 以 下 で あ る こ と 。  

イ  許 可 対 象 （ 店 舗 等 ） 以 外 の 用 途 を 併 設 し た も の で は な い こ と 。  

 

1
 自動 車修理 工場（ 認証 工場に 限る ）及び 給油 所 は、法第  34 条第 9 号 に 該当す る場 合に

限り許 可で きる もの とす る。【 静岡 県  都土 第 141 号（ H15/03/20）】  
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［ 併 用 住 宅 ］  

 併 用 住 宅 は 、 法 第 34 条 第 1 号 の 施 設 に は 該 当 し な い の で 留 意 す る こ と 。

た だ し 、市 街 化 区 域 内 に お い て 、併 用 住 宅 で 営 ま れ る こ と が 通 例 で あ る 理

容 業 、美 容 業 、視 覚 障 害 者 が 営 む あ ん ま・針・灸 に つ い て は 、法 第 34 条

第 14 号 に 基 づ き 許 可 で き る 場 合 が あ る 。  

(3)接 続 道 路  

ア  建 築 敷 地 は 、 有 効 幅 員 6.0 メ ー ト ル 以 上 の 道 路 に 接 す る こ と 。  

イ  た だ し 、 申 請 地 周 辺 の 道 路 の 状 況 等 に よ り や む を 得 な い と 認 め ら れ 、 車

輌 の 通 行 に 支 障 の な い 場 合 に は 、有 効 幅 員 4.0 メ ー ト ル 以 上 の 道 路 に 接

続 す る こ と（ た だ し 書 の 運 用 は 、500 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 建 築 許 可 に 限

る 。）。  

(4)敷 地 規 模 の 特 例 （ 優 良 な 駐 車 場 を 併 設 す る 施 設 の 特 例 ）  

次 の 全 て の 要 件 を 満 た す 場 合 に は 、敷 地 面 積 を 原 則 1,000 平 方 メ ー ト ル ま

で 緩 和 し て 許 可 で き る も の と す る 。  

ア  有 効 幅 員 6 メ ー ト ル 以 上 の 道 路 に 原 則 20 メ ー ト ル 以 上 接 続 し て い る  

こ と 。  

イ  敷 地 内 の 予 定 建 築 物 の 合 計 延 床 面 積 は 、300 平 方 メ ー ト ル 以 下 で あ る こ

と 。  

ウ  駐 車 場 に は 、10 台 以 上 の 駐 車 ま す が 、敷 地 の 状 況 に 応 じ て 有 効 に 配 置 さ

れ て い る こ と 。  

エ  駐 車 ま す の 位 置 は 、道 路 か ら の 垂 直 距 離 で 5 メ ー ト ル 以 上 離 れ て い る こ

と 。 た だ し 、 道 路 と の 境 界 に フ ェ ン ス 等 の 工 作 物 を 設 置 す る 部 分 は こ の

限 り で は な い 。  

オ  道 路 の 交 差 点 に 立 地 す る 場 合 に は 、道 路 の 交 差 点 、曲 が り 角 か ら 5 メ ー

ト ル の 間 及 び 隅 切 り の 部 分 の 道 路 境 界 に フ ェ ン ス 等 の 工 作 物 を 設 置  す

る こ と 。  

 

 

6 そ  の  他  

(1)地 区 公 会 堂 等 は 、 4 の 立 地 条 件 及 び 5 の 規 模 等 の 条 件 は 原 則 と し て 適 用 し

な い 。  

(2)3 の 公 益 上 必 要 な 建 築 物 は 、 5 の 規 模 等 の 条 件 は 原 則 と し て 適 用 し な い が 、

施 設 の 性 格 ・ 種 類 に 応 じ た 適 切 な 規 模 で あ る こ と が 必 要 で あ る 。  

(3)周 辺 を 市 街 化 区 域 に 囲 ま れ た 市 街 化 調 整 区 域 、い わ ゆ る 穴 抜 き の 市 街 化 調 整

区 域 内 の 店 舗 及 び 周 辺 の 市 街 化 区 域 に 居 住 す る 者 を 対 象 と し た 店 舗 等 は 、通

常 当 該 市 街 化 区 域 内 に 立 地 す べ き も の と 考 え ら れ 、 法 第 34 条 第 1 号 の 趣

旨 に 反 す る た め 、 新 た な 立 地 は 原 則 認 め ら れ な い 。  

 

 

 

 

 

 

2  
敷 地規 模の 特例 （優良 な駐車 場の 特例 ）【 静岡 県  都 土 第 141 号（ H15/03/20）】  



23 

 

 別  記   該 当 事 例 の 考 え 方   

1 ｢日 常 生 活 の た め 必 要 な 物 品 の 小 売 業 ｣に 該 当 す る と 考 え ら れ る 店 舗  

区     分  取   扱   商   品  

各 種 商 品 小 売 業  衣 食 住 に わ た る 各 種 商 品  

織 物・衣 料・身 の ま わ り 品 小

売 業  

呉 服 、服 地 、寝 具 、男 子 服 、婦 人・子 供 服 、靴 、

履 物 、 か ば ん 、 袋 物 、 洋 品 雑 貨 、 小 間 物 、 傘  

飲 食 料 品 小 売 業  

各 種 食 料 品  

酒 、食 肉 、卵・鳥 肉 、鮮 魚 、乾 物 、野 菜 、果 実 、

菓 子 、パ ン 、米 穀 類 、牛 乳 、茶 、寿 司 ・ 惣 菜 、

豆 腐 ・ 蒲 鉾 等 加 工 食 品  

自 転 車 等 小 売 業  
自 転 車 （ 自 転 車 と と も に そ の 部 品 や 小 型 バ イ

ク を 併 せ て 販 売 す る 店 舗 を 含 む 。）  

じ ゅ う 器・家 庭 用 機 械 器 具 小

売 業  

金 物 、荒 物 、陶 磁 器・ガ ラ ス 器 、家 庭 用 電 気 機

械 器 具 、 家 庭 用 機 械 器 具  

そ の 他 の 小 売 業  

医 薬 品（ 調 剤 薬 局 を 含 む 。）・化 粧 品 、農 機 具 、

種 苗 ・ 種 子 、肥 料 ・ 飼 料 、燃 料 、書 籍 ・ 雑 誌 、

新 聞 、文 房 具 、運 動 靴 、玩 具 、写 真 用 品 、時 計・

眼 鏡 ・ 光 学 用 品 、 喫 煙 具 、 花 ・ 植 木 ・ 切 花  
 

（ 注 ） 見 本 販 売 、 取 次 店 な ど 店 舗 で 直 ち に 購 入 で き な い も の は 、 対 象 と な ら な い 。  

   本 表 は 、法 第 34 条 第 1 号 に 該 当 す る と 認 め ら れ る 小 売 店 で あ る が 、立 地 可 能 か ど

う か の 判 断 は 、 周 辺 地 域 の 状 況 、 店 舗 な ど の 規 模 等 を 勘 案 し 個 別 に 判 断 す る 。  

 

2 ｢日 常 生 活 の た め に 必 要 な 物 品 の 小 売 業 ｣に 該 当 す る と 考 え ら れ な い 店 舗  

・ 高 級 品 等 の 専 門 店  

（ 例 ） 貴 金 属 製 品 小 売 、 ゴ ル フ 用 品 店 、 毛 皮 コ ー ト 小 売 店 、 ら し ゃ 小 売 店 、 洋

書 専 門 店  

・ 大 型 の 耐 久 消 費 財 の 販 売 店  

（ 例 ） 自 動 車 小 売 店 、 大 型 バ イ ク 小 売 店 、 家 具 小 売 店  

・ 著 し く 個 人 の 趣 味 、 趣 向 に 係 る も の  

（ 例 ） ペ ッ ト フ ー ド 販 売 店 、 猟 銃 小 売 店  

・ 明 ら か に 特 殊 な も の  

（ 例 ） 宗 教 用 具 販 売 店 、 茶 道 具 小 売 店 、 建 築 材 料 小 売 店 、 他 の 分 類 さ れ な い そ

の 他 の 小 売 店  

・ 製 造 小 売 で 、 当 該 店 舗 外 で も 販 売 す る も の  

 

3 上 記 1 の 表 の 取 扱 品 目 の 修 理 を 目 的 と し た 修 理 業 は 、 原 則 と し て 本 号 に 該 当 す

る も の と す る 。  
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4 ｢そ の 他 こ れ ら に 類 す る 建 築 物 ｣と 考 え ら れ る も の  

 

区     分  取   扱   商   品  

個 人 サ ー ビ ス 業  
理 容 業 、美 容 業 、洗 濯 業（ 取 次 店 は 除 く 。）、

写 真 業 （ Ｄ Ｐ Ｅ の み は 不 可 ）  

一 般 飲 食 店  

＊ 主 と し て 遊 興 飲 食 さ せ る も の や 、 料 理 店

は 、『 そ の 他 の 飲 食 店 』で あ り 、該 当 し な い 。 

＊ 特 定 の 料 理 品 目 に 特 化 し た も の で は な

く 、 定 食 を 主 体 と し た 通 常 の 食 堂 と 同 程 度

の メ ニ ュ ー を 備 え て お り 、 単 価 も 食 堂 と 同

程 度 で あ る こ と 。  

協 同 組 合 等 の 事 務 所  農 業 協 同 組 合 事 務 所 、 漁 業 協 同 組 合 事 務 所  

地 区 公 会 堂 等  地 区 集 会 所 、 老 人 憩 い の 家 、 地 区 防 災 倉 庫  

金 融 機 関  普 通 銀 行 、 信 用 金 庫  

療 術 業  あ ん ま 、 マ ッ サ ー ジ 、 は り 、 灸 、 柔 道 整 体  

 

 

法 第 34 条 第 2 号  

 市 街 化 調 整 区 域 内 に 存 す る 鉱 物 資 源 、観 光 資 源 そ の 他 の 資 源 の 有 効 な 利 用 上

必 要 な 建 築 物 又 は 第 一 種 特 定 工 作 物 の 建 築 又 は 建 設 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う

開 発 行 為  

 

 

【 鉱 物 資 源 の 有 効 な 利 用 上 必 要 な 建 築 物 】  

 鉱 物 の 採 掘 、 選 鉱 そ の 他 の 品 位 の 向 上 処 理 及 び こ れ と 通 常 密 接 不 可 分 な 加 工 な ら

び に 地 質 調 査 、 物 理 探 鉱 な ど の 探 鉱 作 業 及 び 鉱 山 開 発 事 業 の 用 に 供 す る も の 、 す な

わ ち 、 日 本 標 準 産 業 分 類 C－ 鉱 業 に 属 す る 事 業 及 び 当 該 調 整 区 域 に お い て 産 出 す る

原 料 を 使 用 す る セ メ ン ト 製 造 業 、 生 コ ン ク リ ー ト 製 造 業 、 粘 土 か わ ら 製 造 業 、 採 石

製 造 業 等 に 属 す る 事 業 に 係 る 建 築 物 が 該 当 し 、 鉄 鋼 業 、 非 鉄 金 属 製 造 業 、 コ ー ク ス

製 造 業 、 石 油 精 製 業 等 は 該 当 し な い も の と 考 え ら れ る 。  

 

 

【 観 光 資 源 の 有 効 な 利 用 上 必 要 な 建 築 物 】  

 当 該 観 光 資 源 の 観 賞 の た め の 展 望 台 そ の 他 の 利 用 上 必 要 な 施 設 、 観 光 価 値 を 維 持

す る た め 必 要 な 施 設 、 宿 泊 又 は 休 憩 施 設 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 施 設 で 、 客 観 的 に 判

断 し て 必 要 と 認 め ら れ る も の が 該 当 す る も の と 考 え ら れ る 。  

市 街 化 調 整 区 域 内 に お け る 観 光 資 源 の 有 効 な 利 用 上 必 要 な 建 築 物 は 、 次 の 全 て の

要 件 に 該 当 し 、 本 市 の 観 光 資 源 の 活 性 化 に 寄 与 す る と 認 め ら れ た も の で あ る こ と と

す る 。  
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（ 1）  観 光 資 源 の 指 定  

多 数 の 観 光 客 等 が 見 込 ま れ る 観 光 資 源 で 、次 の 要 件 に 該 当 す る も の で あ る こ と 。 

 

富 士 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン に 定 め る 、 ふ れ あ い 交 流 拠 点 や 景 観 の 保 全 ・  

形 成 に お け る 交 流 の 場 の う ち 、開 発 行 為 等 が 都 市 計 画 に 支 障 が な い も の と し て 、 

別 表 に 掲 げ る も の 。  

 

（ 2）  敷 地 の 位 置 ・ エ リ ア  

   次 の 区 域 内 で あ る こ と 。（ 当 該 土 地 が 農 地 で あ る と き は 、農 振 法 の 農 振 整 備 計  

画 の 変 更（ 農 振 除 外 ）及 び 、農 地 法 の 農 地 転 用 の 許 可 を 受 け ら れ る も の に 限 る 。）  

   

⑴  の 観 光 資 源 の 主 要 な 出 入 口 を 起 点 に 500ｍ の 区 域 で 、 か つ 当 該 施 設 に 至  

る 既 存 道 路 の 沿 道 。  

 

（ ３ ） 敷 地 の 基 準  

   新 た な 公 に よ る 公 共 公 益 施 設 の 整 備 を 要 さ ず 、 災 害 リ ス ク の 高 い エ リ ア 等 を  

含 ま な い も の で 、 次 の 全 て の 要 件 に 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

   

建 築 物 の 敷 地 面 積 に つ い て は 、 1,000 ㎡ 以 上 3,000 ㎡ 以 下 で あ る こ と 。 た  

だ し 、 宿 泊 施 設 等 の 観 光 資 源 の 有 効 な 利 用 上 、 特 に 必 要 と 認 め ら れ た 場 合 は こ  

の 限 り で な い 。  

 

⑴  の当 該 施 設 に 至 る 既 存 道 路 に 関 し て は 、主 要 な 道 路 に 至 る ま で の 道 路 幅 員  

を 6.5 メ ー ト ル 以 上 と し 、 建 築 物 の 敷 地 は 、 こ れ に 接 続 し て い る こ と 。  

   

 

（ ４ ） 対 象 と な る 建 築 物 の 用 途  

建 築 物 の 用 途 は 、 次 に 掲 げ る も の の い ず れ か で あ る こ と 。 た だ し 、 風 俗 営 業  

等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律（ 昭 和 23 年 法 律 第 122 号 ）第 ２ 条  

各 項 に 規 定 す る 営 業 を 行 う 施 設 及 び そ れ に 類 似 す る 施 設 を 除 く 。  

   

① 飲 食 店   

② 土 産 物 等 販 売 店  

③ 展 示 場 等  

④ 維 持 管 理 施 設 （ 維 持 管 理 事 務 所 、 観 光 案 内 施 設 、 休 憩 施 設 、 公 衆 便 所 等 ）   

⑤ 宿 泊 施 設   

⑥ 展 望 台   

⑦ 上 記 に 掲 げ た 施 設 以 外 で 、 観 光 資 源 の 有 効 な 利 用 上 、 特 に 必 要 な 建 築 物 と  

認 め る も の 。  
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（ ５ ） 建 築 物 の 形 態 基 準  

   建 ぺ い 率 50％ 以 内 、 容 積 率 80％ 以 内 で 、 延 べ 床 面 積 の 合 計 は 500 ㎡ 以 下  

で あ る こ と 。（ 宿 泊 施 設 は 除 く ）  

 

高 さ 10ｍ 以 下 で あ る こ と 。（ 建 築 基 準 法 施 行 令 第 130 条 の 10 に 定 め る 空  

地 及 び 敷 地 面 積 を 有 す る 建 築 物 の 高 さ の 限 度 は 、 12ｍ 以 下 と す る 。）  

 

観 光 資 源 の 有 効 な 利 用 上 、 特 に 必 要 な 建 築 物 と 認 め ら れ た 場 合 は 、 上 記 基 準  

の 限 り で は な い 。  

 

（ ６ ） 景 観 へ の 配 慮  

   富 士 市 景 観 条 例 に 基 づ く 大 規 模 建 築 物 の 届 出 制 度 の 基 準 に 適 合 す る ほ か 、 周  

辺 環 境 と 調 和 を 図 る こ と 。  

 

（ ７ ） そ の 他  

富 士 市 観 光 基 本 計 画 に お け る 施 策 ・ 事 業 に 整 合 し 、 活 性 化 に 寄 与 す る と 認 め  

ら れ た も の で あ る こ と 。  

 

別表 

項目  観光資 源  

 富 士 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン に 定 め

る 、 ふ れ あ い 交 流 拠 点 や 景 観 の 保 全 ・ 形

成 に お け る 交 流 の 場 の う ち 、 開 発 行 為 等

が 都 市 計 画 に 支 障 が な い も の  

 

・ 岩 本 山 公 園  

・ 富 士 総 合 運 動 公 園  

・ 富 士 山 こ ど も の 国  

・ 大 淵 笹 場  

 

【 そ の 他 の 資 源 の 考 え 方 】  

「 そ の 他 の 資 源 」 に は 、 水 が 含 ま れ る の で 、 取 水 、 導 水 、 利 水 又 は 浄 化 の た め の

必 要 な 施 設 は 、 本 号 に よ り 許 可 す る こ と が 考 え ら れ る 。 な お 、 当 該 水 を 原 料 、 冷 却

用 水 等 と し て 利 用 す る 工 場 等 は 、 原 則 と し て 本 号 に は 該 当 し な い が 、 当 該 地 域 で 取

水 す る 水 を 当 該 地 域 で 使 用 し な け れ ば な ら な い 特 別 の 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の

は 、 本 号 に 該 当 す る も の と 考 え ら れ る 。  

 

法 第 34 条 第 3 号  

 温 度 、湿 度 、空 気 等 に つ い て 特 別 の 条 件 を 必 要 と す る 政 令 で 定 め る 事 業 の 用

に 供 す る 建 築 物 又 は 第 一 種 特 定 工 作 物 で 、 当 該 特 別 の 条 件 を 必 要 と す る た め

市 街 化 区 域 内 に お い て 建 築 し 、 又 は 建 設 す る こ と が 困 難 な も の の 建 築 又 は 建

設 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 開 発 行 為  

 

 政 令 が 未 制 定 で あ る た め 、本 号 を 運 用 し た 開 発 許 可 は 、取 り 扱 わ な い も の と す る 。  



27 

 

法 第 34 条 第 4 号  

 農 業 、 林 業 若 し く は 漁 業 の 用 に 供 す る 建 築 物 で 第 29 条 第 1 項 第 2 号 の 政

令 で 定 め る 建 築 物 以 外 の も の の 建 築 又 は 市 街 化 調 整 区 域 内 に お い て 生 産 さ れ

る 農 産 物 、林 産 物 若 し く は 水 産 物 の 処 理 、貯 蔵 若 し く は 加 工 に 必 要 な 建 築 物 若

し く は 第 一 種 特 定 工 作 物 の 建 築 若 し く は 建 設 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 開 発 行

為  

 

 当 該 市 街 化 調 整 区 域 内 に お け る 生 産 物 を 主 と し て 対 象 と す る 畜 産 食 料 品 製 造 業 、

水 産 食 料 品 製 造 業 、 野 菜 缶 詰 、 果 実 缶 詰 、 農 産 保 存 食 料 品 製 造 業 、 動 植 物 油 脂 製 造

業 、 精 穀 ・ 製 粉 業 、 砂 糖 製 造 業 、 配 合 飼 料 製 造 業 、 製 茶 業 、 で ん 粉 製 造 業 、 一 般 製

材 業 、 農 林 水 産 物 倉 庫 業 等 が 考 え ら れ る 。  

 「 牛 糞 ・ 豚 糞 ・ 鶏 糞 」 は 、 一 般 的 に は 農 業 活 動 に 伴 い 生 じ る 廃 棄 物 で あ り 、 農 産

物 に は 該 当 し な い が 、 堆 肥 の 原 料 と し て 利 用 価 値 を 有 す る 場 合 に は 、 農 産 物 に 該 当

す る も の と し て 取 り 扱 う こ と が で き 得 る 。 た だ し 、 こ の 場 合 、 近 隣 の 市 街 化 調 整 区

域 内 の 農 林 業 活 動 に 伴 い 生 じ る も の が 、 堆 肥 の 主 た る 原 料 で あ る と 認 め ら れ る こ と

が 必 要 と な る 。  

 

法 第 34 条 第 5 号  

 特 定 農 山 村 地 域 に お け る 農 林 業 等 の 活 性 化 の た め の 基 盤 整 備 の 促 進 に 関 す

る 法 律（ 平 成 5 年 法 律 第 72 号 ）第 9 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 公 告 が あ っ た 所

有 権 移 転 等 促 進 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ っ て 設 定 さ れ 、 又 は 移 転 さ れ た 同 法

第 2 条 第 3 項 第 3 号 の 権 利 に 係 る 土 地 に お い て 当 該 所 有 権 移 転 等 促 進 計 画 に

定 め る 利 用 目 的 （ 同 項 第 2 号 に 規 定 す る 農 林 業 等 活 性 化 基 盤 施 設 で あ る 建 築

物 の 建 築 の 用 に 供 す る た め の も の に 限 る 。） に 従 っ て 行 う 開 発 行 為  

 

 本 市 に お い て は 、 適 用 な し 。  

 

法 第 34 条 第 6 号  

 都 道 府 県 が 国 又 は 独 立 行 政 法 人 中 小 企 業 基 盤 整 備 事 業 と 一 体 と な っ て 助 成

す る 中 小 企 業 者 の 行 う 他 の 事 業 者 と の 連 携 若 し く は 事 業 の 共 同 化 又 は 中 小 企

業 の 集 積 の 活 性 化 に 寄 与 す る 事 業 の 用 に 供 す る 建 築 物 又 は 第 一 種 特 定 工 作 物

の 建 築 又 は 建 設 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 開 発 行 為  

 

 「 県 が 中 小 企 業 事 業 団 と 一 体 と な っ て 助 成 す る 」 と は 、 例 え ば 県 が 中 小 企 業 事 業

団 の 貸 付 を 受 け て 中 小 企 業 の 店 舗 等 の 集 団 化 事 業 に 必 要 な 資 金 の 貸 付 を 行 っ た り

（ 中 小 企 業 高 度 化 資 金 、近 代 化 資 金 ）、逆 に 中 小 企 業 事 業 団 が 県 か ら 貸 付 を 受 け て 中

小 企 業 の 集 団 化 事 業 を 行 っ た り す る こ と で あ る 。  

 



28 

 

法 第 34 条 第 7 号  

 市 街 化 調 整 区 域 内 に お い て 現 に 工 業 の 用 に 供 さ れ て い る 工 場 施 設 に お け る

事 業 と 密 接 な 関 連 を 有 す る 事 業 の 用 に 供 す る 建 築 物 又 は 第 一 種 特 定 工 作 物

で 、こ れ ら の 事 業 活 動 の 効 率 化 を 図 る た め 市 街 化 調 整 区 域 内 に お い て 建 築 し 、

又 は 建 設 す る こ と が 必 要 な も の の 建 築 又 は 建 設 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 開 発

行 為  

 

 原 則 と し て 、 線 引 き 以 前 か ら 当 該 市 街 化 調 整 区 域 内 に お い て 操 業 し て い る 工 場 が

隣 接 地 に 工 場 敷 地 を 増 設 す る こ と を 対 象 と し 、 質 的 改 善 又 は 質 的 改 善 及 び 量 的 拡 大

を 伴 う 行 為 で 、 開 発 面 積 が 既 存 工 場 の 敷 地 面 積 を 超 え な い 範 囲 内 で 、 か つ 、 1,000

平 方 メ ー ト ル 未 満 で あ る も の に 対 し 適 用 す る 。1,000 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の に つ

い て は 、 開 発 審 査 会 付 議 案 件 の 適 用 に つ い て 確 認 す る こ と が 必 要 で あ る 。  

 工 場 と は 、製 造 業（ 加 工 修 理 業 を 含 む 。）に 係 る も の で 、生 産 施 設 を 設 置 し て 製 造 、

加 工 等 の 業 務 の た め に 使 用 す る 施 設 の こ と で あ る 。 製 造 業 等 の 範 囲 は 、 原 則 と し て

日 本 標 準 産 業 分 類 に よ る 製 造 業 、 電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 業 で あ り 、 製 造 業 に 含 ま れ る

物 品 の 加 工 修 理 業 と は 、 製 造 と 修 理 又 は 賃 加 工 と 修 理 を そ れ ぞ れ 合 わ せ て 行 う 事 業

の こ と で あ る 。 自 動 車 修 理 業 の よ う に 単 に 修 理 の み を 行 う 事 業 は 、 物 品 の 加 工 修 理

業 に 含 ま れ な い 。  

 「 密 接 な 関 係 を 有 す る 」 と は 、 市 街 化 調 整 区 域 内 に 立 地 す る 既 存 工 場 に 対 し て 自

己 の 生 産 物 の ５ 割 以 上 を 原 料 又 は 部 品 と し て 納 入 し て い る 場 合 で あ っ て 、 そ れ ら が

既 存 工 場 に お け る 生 産 物 の 原 料 又 は 部 品 の ５ 割 以 上 を 占 め る 場 合 等 、 具 体 的 な 事 業

活 動 に 着 目 し て 、 生 産 、 組 立 て 、 出 荷 等 の 各 工 程 に 関 し て 不 可 分 一 体 の 関 係 に あ る

場 合 が 考 え ら れ る 。  

 

 

法 第 34 条 第 8 号  

 政 令 で 定 め る 危 険 物 の 貯 蔵 又 は 処 理 に 供 す る 建 築 物 又 は 第 一 種 特 定 工 作 物

で 、市 街 化 区 域 内 に お い て 建 築 し 、又 は 建 設 す る こ と が 不 適 当 な も の と し て 政

令 で 定 め る も の の 建 築 又 は 建 設 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 開 発 行 為  

 

令 第 29 条 の 6 第 1 項  

法 第 34 条 第 8 号 の 政 令 で 定 め る 危 険 物 は 、 火 薬 類 取 締 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法

律 第 １ ４ ９ 号 ） 第 2 条 第 1 項 の 火 薬 類 と す る 。  

令 第 29 条 の 6 第 2 項  

法 第 34 条 第 8 号 の 政 令 で 定 め る 建 築 物 又 は 第 一 種 特 定 工 作 物 は 、 火 薬 類

取 締 法 第 12 条 第 1 項 の 火 薬 庫 で あ る 建 築 物 又 は 第 一 種 特 定 工 作 物 と す る  
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法 第 34 条 第 8 号 の ２  

 災 害 危 険 区 域 等 そ の 他 の 政 令 で 定 め る 開 発 行 為 を 行 う の に 適 当 で な い 区 域

内 に 存 す る 建 築 物 又 は 第 一 種 特 定 工 作 物 に 代 わ る べ き 建 築 物 又 は 第 一 種 特 定

工 作 物 （ い ず れ も 当 該 区 域 外 の お い て 従 前 の 建 築 物 又 は 第 一 種 特 定 工 作 物 の

用 途 と 同 一 の 用 途 に 供 さ れ る こ と と な る も の に 限 る 。）の 建 築 又 は 建 設 の 用 に

供 す る 目 的 で 行 う 開 発 行 為  

 

令 第 29 条 の ７  

法 第 34 条 第 8 号 の ２ （ 法 第 ３ ５ 条 の ２ 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。）の 政 令 で 定 め る 開 発 行 為 を 行 う の に 適 当 で な い 区 域 は 、災 害 危 険 区 域 等

（ 法 第 ３ ３ 条 第 １ 項 第 ８ 号 に 規 定 す る 災 害 危 険 区 域 等 を い う 。）及 び 急 傾 斜 地

崩 壊 危 機 区 域 と す る 。  

 

法 第 34 条 第 9 号  

 前 各 号 に 規 定 す る 建 築 物 又 は 第 一 種 特 定 工 作 物 の ほ か 、 市 街 化 区 域 内 に お

い て 建 築 し 、 又 は 建 設 す る こ と が 困 難 又 は 不 適 当 な も の と し て 政 令 で 定 め る

建 築 物 又 は 第 一 種 特 定 工 作 物 の 建 築 又 は 建 設 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 開 発 行

為  

 

令 第 29 条 の ８  

法 第 34 条 第 9 号 の 政 令 で 定 め る 建 築 物 又 は 第 一 種 特 定 工 作 物 は 、次 に 掲 げ

る も の と す る 。  

第 1 号  道 路 の 円 滑 な 交 通 を 確 保 す る た め に 適 切 な 位 置 に 設 け ら れ る 道 路

管 理 施 設 、 休 憩 所 又 は 給 油 所 等 で あ る 建 築 物 又 は 第 一 種 特 定 工 作 物  

第 2 号  火 薬 類 取 締 法 第 2 条 第 1 項 の 火 薬 類 の 製 造 所 で あ る 建 築 物  

道 路 管 理 施 設 …  高 速 自 動 車 道 等 の 維 持 、 修 繕 そ の 他 の 管 理 を 行 う 施 設  

休 憩 所 …  宿 泊 施 設 は 含 め な い  

 

1 趣  旨  

 本 号 は 、 道 路 の 円 滑 な 交 通 を 確 保 す る た め に 適 切 な 位 置 に 設 け ら れ る 沿 道 サ ー ビ

ス 施 設 を 許 可 し 得 る こ と と し た も の で あ る の で 、 道 路 の 機 能 、 交 通 量 、 同 業 種 の 店

舗 及 び 事 務 所 か ら の 離 隔 距 離 等 、 総 合 的 に 判 断 し て 、 沿 道 サ ー ビ ス 施 設 と し て 必 要

と 認 め ら れ る も の に 限 定 す べ き も の と 解 さ れ る の で 注 意 す る こ と 。 な お 、 併 用 住 宅

を 許 可 対 象 施 設 か ら 除 外 す る 。  

2 該 当 事 例  

 市 街 化 区 域 及 び 市 街 化 調 整 区 域 の 区 域 区 分 に 関 係 な く 、 限 ら れ た 範 囲 内 に 立 地 す

る こ と に よ り そ の 機 能 を 果 た す い わ ゆ る 沿 道 サ ー ビ ス 施 設 等 が 考 え ら れ 、 通 常 容 認

し 得 る 建 築 物 等 と し て は 、 次 の も の が 掲 げ ら れ る 。  
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(1)道 路 管 理 施 設  

高 速 自 動 車 国 道 等 に お い て 、 そ の 道 路 の 維 持 、 修 繕 そ の 他 の 管 理 を 行 う た

め に 道 路 管 理 者 が 設 置 す る も の 。  

(2)休 憩 所  

自 動 車 運 転 者 の 休 憩 の た め の 施 設（ 宿 泊 施 設 は 含 ま な い 。）で あ り 、い わ ゆ

る ド ラ イ ブ イ ン で 適 切 な 規 模 の も の 。  

な お 、 ド ラ イ ブ イ ン と は 、 自 動 車 の 長 距 離 運 転 者 等 の た め の 休 憩 施 設 と し

て 、休 憩 機 能 、ト イ レ・洗 面 機 能 、食 堂 機 能 、売 店 機 能 を 有 し て い る も の を

い う（ 休 憩 機 能 及 び ト イ レ・洗 面 機 能 を 備 え た コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア（ 以 下 、

コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア と い う 。） を 含 め る も の と す る 。）。  

ま た 、 給 油 所 と の 併 設 を 可 と す る 。  

(3)給 油 所  

い わ ゆ る ガ ソ リ ン ス タ ン ド で あ り 、 そ れ に 類 似 す る 自 動 車 用 液 化 石 油 ガ ス

ス タ ン ド も 含 ま れ る 。  

 

(4)自 動 車 修 理 工 場  

車 輌 の 通 行 上 必 要 不 可 欠 と 認 め ら れ る も の で 、 道 路 運 送 車 両 法 第 78 条 の

認 証 を 得 る こ と が 必 要 で あ る 。ま た 、申 請 者 又 は 従 業 員 が 、二 級 自 動 車 整 備

士 の 資 格 を 有 す る こ と が 必 要 で あ る 。  

(5)火 薬 類 取 締 法 第 2 条 第 1 項 の 火 薬 類 の 製 造 所 で あ る 建 築 物 。  

 

3 立 地 条 件  

本 号 は 、 そ の 趣 旨 か ら 、 当 該 建 築 物 等 が 市 街 化 区 域 内 に 立 地 す る こ と が 可 能 な 場

合 は 、 そ の 周 辺 の 市 街 化 調 整 区 域 内 に お い て 許 可 す る こ と が 適 切 で は な い と 解 さ れ

る 。  

(1)２ の 該 当 事 例 の (1)～ (4)に つ い て 、接 続 道 路 は 、次 の い ず れ か に 該 当 す る こ

と 。  

ア  一 般 国 道 、 県 道 、 有 料 道 路 に 接 し て い る こ と 。  

イ  有 効 幅 員 6 メ ー ト ル 以 上 、 か つ 、 12 時 間 あ た り 交 通 量 が 4,000 台 以

上 の 県 道 に 準 ず る 市 道 に 接 し て い る こ と 。  

(2)当 該 立 地 が 周 辺 に お け る 土 地 利 用 と 調 和 の と れ た も の で あ り 、か つ 、市 街 化

調 整 区 域 内 に お い て 立 地 す る こ と が や む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合 で あ る

こ と 。  

た だ し 、市 が 定 め た 土 地 利 用 方 針 に お い て 沿 道 サ ー ビ ス 施 設 の 指 定 を 受 け た 区 域

は 、 こ の 限 り で は な い 。 な お 、 自 動 車 修 理 工 場 に つ い て は 、 住 居 系 の 用 途 地 域 （ 準

住 居 地 域 を 除 く 。） か ら 1 キ ロ メ ー ト ル 以 上 離 れ て い る こ と 。  

 

4 規  模  等  

(1)建 築 物  

ア  自 己 用 で 使 用 す る こ と （ 土 地 の 借 地 は 可 と す る 。）。  

イ  休 憩 所 及 び 自 動 車 修 理 工 場 に 係 る 建 築 物 の 延 床 面 積 は 、 200 平 方 メ ー

ト ル 以 上 で あ る こ と （ コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア に 係 る 建 築 物 の 延 床 面 積 は 、
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原 則 300 平 方 メ ー ト ル 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 十 分 な 休 憩 機 能 又 は ト

イ レ・洗 面 機 能 を 設 け る 場 合 に は 、必 要 な 面 積 を 加 算 で き る も の と す る 。）。 

(2)敷 地 面 積  

ア  休 憩 所 に つ い て は 、 1,000 平 方 メ ー ト ル 以 上 10,000 平 方 メ ー ト ル 以

下 で あ る こ と （ コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア に つ い て は 、 原 則 3,000 平 方 メ ー

ト ル 以 下 で あ る こ と 。た だ し 、大 型 ト ラ ッ ク・バ ス の 専 用 駐 車 ま す を ８ 台

以 上 確 保 す る た め に 必 要 な 場 合 に は 、 5,000 平 方 メ ー ト ル ま で 緩 和 し て

許 可 で き る も の と す る 。）。  

イ  給 油 所 に つ い て は 、原 則 1,500 平 方 メ ー ト ル 以 下 で あ る こ と 。た だ し 、

大 型 車 両 等 を 対 象 と す る 場 合 に は 、 必 要 な 面 積 を 加 算 で き る も の と す る 。 

ウ  自 動 車 修 理 工 場 に つ い て は 、1,000 平 方 メ ー ト ル 以 上 3,000 平 方 メ ー

ト ル 以 下 で あ る こ と 。  

 

５  ド ラ イ ブ イ ン の 基 準  

(1)年 間 を 通 じ て 、1 日 あ た り 12 時 間 以 上（ コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア に つ い て は

24 時 間 ） 営 業 す る 施 設 で あ る こ と 。  

(2)必 要 と す る 各 種 機 能 に つ い て は 、 以 下 の 要 件 を 満 た し て い る こ と 。 た だ し 、

宿 泊 施 設 、入 浴 施 設 、レ ジ ャ ー 施 設 、料 理 店 な ど の 集 客 施 設 と 併 設 さ れ る も

の は 対 象 と し な い も の と す る 。  

ア  休 憩 機 能  

無 料 で 自 由 に 着 席 で き る 休 憩 専 用 ス ペ ー ス が 設 け ら れ て い る こ と （ コ ン

ビ ニ エ ン ス ス ト ア に つ い て は 、13 平 方 メ ー ト ル（ ８ 畳 間 ）以 上 の 休 憩 専 用

ス ペ ー ス が 確 保 さ れ 、か つ 、10 人 以 上 が 同 時 に 休 憩 で き る 常 設 の テ ー ブ ル

及 び 座 席 が 設 置 さ れ て い る こ と 。）。  

イ  ト イ レ ・ 洗 面 機 能  

屋 内 に は 、10 平 方 メ ー ト ル 以 上 の ト イ レ・洗 面 ス ペ ー ス が 確 保 さ れ 、か

つ 、 無 料 で 自 由 に 利 用 で き る 小 便 専 用 ト イ レ 、 大 便 専 用 ト イ レ 及 び 身 障 者

対 応 ト イ レ 並 び に 洗 面 設 備 が 設 け ら れ て い る こ と 。 24 時 間 営 業 で な い 場

合 に は 、 屋 外 ト イ レ を 設 置 し 、 そ の 案 内 表 示 を す る こ と 。  

ウ  食 堂 機 能  

特 定 の 料 理 品 目 に 特 化 し た も の で は な く 、 定 食 を 主 体 と し た 通 常 の 食 堂

と 同 程 度 の メ ニ ュ ー を 備 え て い る こ と 。 カ ウ ン タ ー 席 が 主 体 で は な く 、 座

敷 席 、 ボ ッ ク ス 席 等 の リ ラ ッ ク ス で き る 客 席 が 主 体 で あ る こ と 。  

エ  売 店 機 能  

弁 当 、パ ン 、菓 子 、飲 料 な ど 自 動 車 運 転 者 が 利 用 す る 物 品 を 販 売 し て い る

こ と 。  

(3)駐 車 場  

ア  道 路 か ら 敷 地 へ の 専 用 出 入 口 を 整 備 し 、当 該 出 入 口 以 外 か ら 車 両 が 進 入

で き な い よ う に 、敷 地 内 に 工 作 物 を 設 置 す る こ と 。な お 、道 路 の 交 差 点 に

立 地 す る 場 合 に は 、 道 路 の 交 差 点 、 曲 が り 角 か ら 5 メ ー ト ル の 間 及 び 隅

切 り の 部 分 の 道 路 境 界 に フ ェ ン ス 等 の 工 作 物 を 設 置 す る こ と 。  
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イ  収 容 人 員 4 人 に 1 台 の 割 合 で 算 出 し た 台 数 以 上 の 小 型 四 輪 自 動 車 が 駐

車 で き る 広 さ の 駐 車 場 及 び 3 台 以 上 の 大 型 ト ラ ッ ク ・ バ ス の 専 用 駐 車 ま

す が 、 敷 地 内 に 有 効 に 配 置 さ れ て い る こ と 。  

ウ  駐 車 ま す の 位 置 は 、 道 路 か ら の 垂 直 距 離 で 5 メ ー ト ル 以 上 離 れ て い る

こ と 。た だ し 、道 路 と の 境 界 に フ ェ ン ス 等 の 工 作 物 を 設 置 す る 部 分 は 、こ

の 限 り で は な い 。  

 

法 第 34 条 第 10 号  

 地 区 計 画 又 は 集 落 地 区 計 画 の 区 域 （ 地 区 整 備 計 画 又 は 集 落 地 区 整 備 計 画 が

定 め ら れ て い る 区 域 に 限 る 。）内 に お い て 、当 該 地 区 計 画 又 は 集 落 地 区 計 画 に

定 め ら れ た 内 容 に 適 合 す る 建 築 物 又 は 第 一 種 特 定 工 作 物 の 建 築 又 は 建 設 の 用

に 供 す る 目 的 で 行 う 開 発 行 為  

 

  本 号 は 、 市 街 化 調 整 区 域 内 で あ っ て も 、 市 の 総 合 計 画 上 住 宅 地 と し て の 整 備 が 必

要 で あ る 場 合 な ど に 、 地 区 計 画 や 集 落 地 区 計 画 が 策 定 さ れ 、 そ れ に 従 っ た 開 発 行 為

の 容 認 を 規 定 す る も の で あ る 。  

 

法 第 34 条 第 11 号  

 市 街 化 区 域 に 隣 接 し 、又 は 近 接 し 、か つ 、自 然 的 社 会 的 諸 条 件 か ら 市 街 化 区

域 と 一 体 的 な 日 常 生 活 圏 を 構 成 し て い る と 認 め ら れ る 地 域 で あ っ て お お む ね

50 以 上 の 建 築 物（ 市 街 化 区 域 内 に 存 す る も の を 含 む 。）が 連 た ん し て い る 地 域

の う ち 、災 害 の 防 止 そ の 他 の 事 情 を 考 慮 し て 政 令 で 定 め る 基 準 に 従 い 、都 道 府

県（ 指 定 都 市 等 又 は 事 務 処 理 市 町 村 の 区 域 内 に あ つ て は 、当 該 指 定 都 市 等 又 は

事 務 処 理 市 町 村 。 以 下 こ の 号 及 び 次 号 に お い て 同 じ 。） の 条 例 で 指 定 す る 土 地

の 区 域 内 に お い て 行 う 開 発 行 為 で 、予 定 建 築 物 等 の 用 途 が 、開 発 区 域 及 び そ の

周 辺 の 地 域 に お け る 環 境 の 保 全 上 支 障 が あ る と 認 め ら れ る 用 途 と し て 都 道 府

県 の 条 例 で 定 め る も の に 該 当 し な い も の  

 

令 第 29 条 の ９  

 法 第 34 条 第 11 号 （ 法 第 ３ ５ 条 の ２ 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。

次 項 に お い て 同 じ 。）の 政 令 で 定 め る 基 準 は 、同 号 の 条 例 で 指 定 す る 土 地 の 区

域 に 、 原 則 と し て 、 次 に 掲 げ る 土 地 の 区 域 を 含 ま な い こ と と す る 。  

一  建 築 基 準 法（ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 ）第 ３ ９ 条 第 １ 項 の 災 害 危 険 区 域  

二  地 す べ り 等 防 止 法（ 昭 和 ３ ３ 年 法 律 第 ３ ０ 号 ）第 三 条 第 一 項 の 地 す べ り 防  

止 区 域  

三  急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 区 域  

四  土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平  

成 １ ２ 年 法 律 第 ５ ７ 号 ） 第 ７ 条 第 １ 項 の 土 砂 災 害 警 戒 区 域  

五  水 防 法（ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ９ ３ 号 ）第 １ ５ 条 第 １ 項 第 ４ 号 の 浸 水 想 定 区  
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域 の う ち 、土 地 利 用 の 動 向 、浸 水 し た 場 合 に 想 定 さ れ る 水 深 そ の 他 の 国 土  

交 通 省 令 で 定 め る 事 項 を 勘 案 し て 、洪 水 、雨 水 出 水（ 同 法 第 ２ 条 第 １ 項 の  

雨 水 出 水 を い う 。）又 は 高 潮 が 発 生 し た 場 合 に は 建 築 物 が 損 壊 し 、又 は 浸  

水 し 、 住 民 そ の 他 の 者 の 生 命 又 は 身 体 に 著 し い 危 害 が 生 ず る お そ れ が あ  

る と 認 め ら れ る 土 地 の 区 域  

 

六  前 各 号 に 掲 げ る 区 域 の ほ か 、 第 ８ 条 第 １ 項 第 二 号 ロ か ら ニ ま で に 掲 げ る  

土 地 の 区 域  

 

 本 市 に お い て は 、 適 用 な し 。  

 

法 第 34 条 第 12 号  

 開 発 区 域 の 周 辺 に お け る 市 街 化 を 促 進 す る お そ れ が な い と 認 め ら れ 、か つ 、

市 街 化 区 域 内 に お い て 行 う こ と が 困 難 又 は 著 し く 不 適 当 と 認 め ら れ る 開 発 行

為 と し て 、災 害 の 防 止 そ の 他 の 事 情 を 考 慮 し て 政 令 で 定 め る 基 準 に 従 い 、都 道

府 県 の 条 例 で 区 域 、 目 的 又 は 予 定 建 築 物 等 の 用 途 を 限 り 定 め ら れ た も の  

 

令 第 29 条 の １ ０  

 法 第 34 条 第 12 号 の 政 令 で 定 め る 基 準 は 、同 号 の 条 例 で 定 め る 区 域 に 、原

則 と し て 、 前 条 各 号 に 掲 げ る 区 域 を 含 ま な い こ と と す る 。  

 

 本 市 に お い て は 、 適 用 な し 。  

 

法 第 34 条 第 13 号  

 区 域 区 分 に 関 す る 都 市 計 画 が 決 定 さ れ 、 又 は 当 該 都 市 計 画 を 変 更 し て 市 街

化 調 整 区 域 が 拡 張 さ れ た 際 、 自 己 の 居 住 若 し く は 業 務 の 用 に 供 す る 建 築 物 を

建 築 し 、 又 は 自 己 の 業 務 の 用 に 供 す る 第 一 種 特 定 工 作 物 を 建 設 す る 目 的 で 土

地 又 は 土 地 の 利 用 に 関 す る 所 有 権 以 外 の 権 利 を 有 し て い た 者 で 、 当 該 都 市 計

画 の 決 定 又 は 変 更 の 日 か ら 起 算 し て 6 月 以 内 に 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 事 項 を

都 道 府 県 知 事 に 届 け 出 た も の が 、当 該 目 的 に 従 つ て 、当 該 土 地 に 関 す る 権 利 の

行 使 と し て 行 う 開 発 行 為 （ 政 令 で 定 め る 期 間 内 に 行 う も の に 限 る 。）  

 

令 第 30 条  

 法 第 34 条 第 13 号 の 政 令 で 定 め る 期 間 は 、当 該 都 市 計 画 の 決 定 又 は 変 更 の

日 か ら 起 算 し て 5 年 と す る 。  
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 線 引 き 時 に 、 当 該 市 街 化 調 整 区 域 内 に 自 己 用 の 建 築 物 等 を 建 築 す る 目 的 で 土 地 の

所 有 権 等 を 有 し て い た 者 に 対 し 、経 過 措 置 と し て 、線 引 き か ら 6 ヶ 月 以 内 に 届 け 出

た 者 が 、 5 年 以 内 に 開 発 ・ 建 築 を 行 う 場 合 、 許 可 し 得 る も の で あ る 。  

 

【 自 己 の 居 住 の 用 】  

 開 発 行 為 を 行 う 主 体 が 、 自 ら の 生 活 の 本 拠 と し て 使 用 す る こ と で あ り 、 当 然 自 然

人 に 限 ら れ る 。  

法 人 が 、 従 業 員 宿 舎 を 建 築 す る た め の 開 発 行 為 、 組 合 が 、 組 合 員 に 譲 渡 す る た め

に 住 宅 を 建 築 す る 目 的 の 開 発 行 為 は 、 該 当 し な い 。  

 

【 自 己 の 業 務 の 用 】  

 当 該 建 築 物 に お い て 継 続 的 に 自 己 の 業 務 に 係 る 経 済 活 動 を 行 う こ と で あ り 、 住 宅

は 含 ま れ な い の で 、 分 譲 及 び 賃 貸 の た め の 住 宅 の 建 設 、 又 は 宅 地 の 造 成 の た め の 開

発 行 為 、 貸 事 務 所 、 貸 店 舗 は 、 該 当 し な い 。  

 ホ テ ル 、 旅 館 、 結 婚 式 場 、 中 小 企 業 等 協 同 組 合 が 設 置 す る 組 合 員 の 事 業 に 関 す る

共 同 施 設 、 企 業 の 従 業 員 の た め の 福 利 厚 生 施 設 等 、 は 該 当 す る 。  

 

 

法 第 34 条 第 14 号  

 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、都 道 府 県 知 事 が 開 発 審 査 会 の 議 を 経 て 、開 発 区

域 の 周 辺 に お け る 市 街 化 を 促 進 す る お そ れ が な く 、か つ 、市 街 化 区 域 内 に お い

て 行 う こ と が 困 難 又 は 著 し く 不 適 当 と 認 め る 開 発 行 為  

 

 本 号 に お け る 富 士 市 開 発 審 査 会 の 基 準 に つ い て は 、 第 4 章 に お い て 解 説 す る 。  
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第 4 章 富士市開発審査会付議基準 

（法第 34 条第 14 号及び令第 36 条第 1 項第 3 号ホ） 
 

 本 章 は 、 富 士 市 の 都 市 計 画 の 実 状 に 照 ら し 、 法 第 34 条 第 14 号 及 び 令 第 36 条

第 1 項 第 3 号 ホ の 規 定 に 基 づ き 、通 常 的 に 開 発 審 査 会 に 提 案 さ れ て い る 事 例 を 示 す

と と も に 、 当 該 事 例 の 開 発 審 査 会 へ の 付 議 基 準 を 定 め た も の で あ る 。 開 発 審 査 会 に

付 議 す る も の は そ の す べ て に つ い て 、 本 章 の 付 議 基 準 に 適 合 さ せ る ほ か 、 予 定 建 築

物 や 造 成 等 が 周 辺 環 境 と 調 和 す る こ と 、 周 辺 の 市 街 化 を 促 進 す る お そ れ が な い こ と

等 の 要 件 を 満 た さ な け れ ば な ら な い 。 建 物 の 建 築 を 予 定 す る 者 は 、 付 議 基 準 に 合 致

す る 計 画 で あ る か ど う か を 事 務 局 と 協 議 す る こ と が 必 要 で あ る 。  

 

法 第 34 条 第 14 号  

 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、都 道 府 県 知 事 が 開 発 審 査 会 の 議 を 経 て 、開 発 区

域 の 周 辺 に お け る 市 街 化 を 促 進 す る お そ れ が な く 、か つ 、市 街 化 区 域 内 に お い

て 行 う こ と が 困 難 又 は 著 し く 不 適 当 と 認 め る 開 発 行 為  

 

令 第 36 条 第 1 項 第 3 号 ホ  

 当 該 許 可 の 申 請 に 係 る 建 築 物 又 は 第 一 種 特 定 工 作 物 が 次 の い ず れ か に 該 当

す る こ と 。  

 ホ  当 該 建 築 物 又 は 第 一 種 特 定 工 作 物 の 周 辺 に お け る 市 街 化 を 促 進 す る お

そ れ が な い と 認 め ら れ 、か つ 、市 街 化 区 域 内 に お い て 建 築 し 、又 は 建 設 す

る こ と が 困 難 又 は 著 し く 不 適 当 と 認 め ら れ る 建 築 物 又 は 第 一 種 特 定 工 作

物 で 、 都 道 府 県 知 事 が あ ら か じ め 開 発 審 査 会 の 議 を 経 た も の  

 

1． 分 家 住 宅 【 事 後 承 認 】  

1 許 可 の 対 象 と な る 者  

 次 の 全 て の 要 件 に 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

(1)線 引 き 時 所 有 者 の 子 、 孫 、 曾 孫 等 の 直 系 卑 属 。  

ア （ 子 の 代 の 分 家 ） 原 則 と し て 、 本 家 世 帯 と 同 居 の 事 実 が あ る も の 。  

イ（ 孫 の 代 の 分 家 ）本 家 世 帯 と 同 居 の 事 実 は な い が 、親 の 世 帯（ 子 の 代 ）に

同 居 の 事 実 が あ り 、親 の 世 帯 と 申 請 者 に 同 居 の 事 実 が あ る も の（ 親 の 世 帯

を 本 家 と み な す 。）。  

ウ（ 曾 孫 以 下 の 代 の 分 家 ）市 街 化 調 整 区 域 に お お む ね 20 年 以 上 居 住 の 事 実

が あ る も の 。  

(2)自 己 用 住 宅 を 所 有 し て い な い こ と 。  

(3)申 請 者 世 帯 及 び 本 家 世 帯 に お い て 、 建 築 可 能 な 土 地 を 所 有 し て い な い こ と 。 
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(4)新 た に 世 帯 独 立 の 必 要 性 に 迫 ら れ た 者 で 、住 宅 の 建 築 が 確 実 な 者 で あ る こ と 。 

ア  結 婚 、婚 約 等 に よ り 新 た に 世 帯 を 独 立 す る た め の 住 宅 を 必 要 と し て い る

こ と 。  

イ  心 身 障 害 者 の 場 合 は 、自 立 し た 生 活 が 可 能 な 者 、又 は 親 等 の 介 護 の も と

で 支 障 な く 生 活 で き る と 認 め ら れ る 者 で 、本 人 に 生 活 費 に 見 合 う 収 入 が 見

込 ま れ る こ と 。こ の 場 合 、身 体 障 害 者 に あ っ て は 4 級 以 上 、精 神 薄 弱 者 に

あ っ て は 療 育 度 Ａ 又 は Ｂ に 該 当 し 、身 体 障 害 者 手 帳 又 は 療 育 手 帳 に よ り 確

認 で き る 者 で あ る こ と 。  

ウ  そ の 他 、社 会 通 念 上 、新 た に 世 帯 独 立 を 必 要 と す る 合 理 的 理 由 の あ る 者

で あ る こ と 。こ の 場 合 に お け る ｢世 帯 ｣と は 、申 請 者 及 び 申 請 者 と 住 居 及 び

生 計 を と も に す る 者 の 集 ま り を 意 味 す る も の で あ り 、単 身 者 世 帯 は 含 ま な

い も の で あ る こ と 。た だ し 、上 記 イ に 該 当 す る 心 身 障 害 者 の 場 合 は 、単 身

者 世 帯 で あ る こ と を 妨 げ な い 。  

(5)過 去 に 同 様 の 申 請 が な い こ と 。  

(6)申 請 者 以 外 に 本 家 を 継 ぐ 者 が い る こ と 。（ ※ 本 家 継 承 者 は 、 本 家 に 住 ん で い

る 者 で 、 か つ 、 本 家 を 継 ぐ こ と が 確 実 視 で き る 者 で あ る こ と 。）  

2 許 可 の 対 象 と な る 土 地  

 次 の 全 て の 要 件 に 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

(1)線 引 き 前 か ら 申 請 者 の 直 系 尊 属 が 所 有 し て き た 土 地 。線 引 き 前 に 時 効 に よ り

取 得 し た 土 地 に つ い て は 、線 引 き 前 か ら 占 有 し て い た 事 実 が 明 確 に 証 明 さ れ

た 土 地 。  

(2)申 請 者 の 本 家 世 帯（ 親 の 世 帯 ）か ら 相 続 、贈 与 を 受 け た 土 地 、又 は 申 請 者 の

本 家 世 帯 （ 親 の 世 帯 ） か ら 相 続 、 贈 与 を 受 け る こ と が 確 実 で あ る 土 地 。  

(3)申 請 地 は 、お お む ね 50 戸 以 上 の 建 築 物 が 存 在 し て い る 集 落 内 の 土 地（ 倉 庫 、

車 庫 な ど の 付 属 建 築 物 の 戸 数 は 除 き 、市 街 化 区 域 び 市 街 化 調 整 区 域 の 別 に つ

い て は 問 わ な い 。）。  

ア  申 請 地 を 含 む 半 径 150 メ ー ト ル の 範 囲 内 。  

イ  国 道 、県 道 等 主 要 な 道 路 の 沿 線 片 側 50 メ ー ト ル の 奥 行 き で 、面 積 3 ヘ ク

タ ー ル の 範 囲 内 。  

ウ  建 築 物 の 敷 地 間 の 距 離 が 、 お お む ね 50 メ ー ト ル 以 内 で 連 続 し て 存 在 す

る 地 域 の 範 囲 内 。  

※ 本 家 の 隣 接 地 や 住 宅 地 に 挟 ま れ た 土 地 等 、分 家 住 宅 の 適 地 と 認 め ら れ る 土

地 に つ い て は 、 許 可 の 対 象 に で き る も の と す る 。  

(4)市 の 土 地 利 用 上 支 障 が な い こ と 。  

3 許 可 対 象 面 積  

 200 平 方 メ ー ト ル 以 上 300 平 方 メ ー ト ル 以 下 。  

4 予 定 建 築 物  

 (1)自 己 専 用 住 宅 （ 併 用 住 宅 は 不 可 ）。  

 (2)高 さ 10 メ ー ト ル 以 下 。  
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5 線 引 き 後 取 得 地 で も 許 可 の 対 象 と な る 場 合  

(1)線 引 き 前 か ら 本 家 が 所 有 し て い た 土 地 が 、農 業 振 興 地 域 の 整 備 に 関 す る 法 律

に 基 づ く 土 地 の 交 換 分 合 が 行 な わ れ た こ と に よ り 、本 家 が 取 得 す る こ と に な

っ た 土 地 。  

(2)土 地 改 良 法 に 基 づ く 換 地 処 分 に よ り 、線 引 き 前 か ら 本 家 が 所 有 し て い た 土 地

の 換 地 と し て 本 家 が 所 有 す る こ と に な っ た 土 地 。  

(3)線 引 き 前 か ら 本 家 た る 世 帯 に 属 す る 者 が 所 有 し て い た 土 地 の す べ て が 、農 振

法 に 基 づ く 農 用 地 区 域（ 青 地 ）の た め そ の 除 外 が で き な い 場 合 、又 は 建 築 基

準 法 の 基 準 を 満 た す こ と が で き な い た め 住 宅 の 建 築 が 不 可 能 な 場 合 で 、線 引

き 後 、 こ れ ら の 土 地 と 交 換 し た 土 地 。  

(4)線 引 き 前 か ら 本 家 た る 世 帯 に 属 す る 者 が 所 有 し て い た 土 地 の す べ て が 、 50

戸 以 上 の 建 築 物 の 連 た ん に 該 当 し な い 場 合（ 本 家 の 隣 接 地 等 を 所 有 し て い る

場 合 を 除 く 。） に 、 線 引 き 後 に 交 換 取 得 し た 50 戸 以 上 の 建 築 物 の 連 た ん に

該 当 し て い る 土 地 。  

(5)線 引 き 前 か ら 本 家 た る 世 帯 に 属 す る 者 が 所 有 し て い た 土 地 の 全 部 又 は 一 部

が 、線 引 き 後 、土 地 収 用 法 対 象 事 業 に よ り 国 、県 、市 町 村 等 に 収 用 さ れ た 場

合 に お い て 、当 該 土 地 が 唯 一 の 住 宅 適 地 で あ っ た 場 合（ 具 体 的 に は 、収 用 面

積 と 当 該 残 地 面 積 の 合 計 が 165 平 方 メ ー ト ル 以 上 あ り 、 か つ 当 該 代 替 地 以

外 に 住 宅 立 地 に 適 す る 分 家 対 象 地 を 所 有 し て い な い 場 合 ）に 、当 該 代 替 地 と

し て 取 得 し た 土 地（ 線 引 き 後 、収 用 前 か ら 本 家 に 属 す る 者 又 は 申 請 者 が 所 有

し て い る 土 地 を 含 む 。）。  

(6)線 引 き 前 か ら 本 家 た る 世 帯 に 属 す る 者 が 永 小 作 権 、地 上 権 等 、所 有 権 以 外 の

権 利 に 基 づ き 使 用 収 益 を 行 な っ て い た 土 地 で あ っ て 、線 引 き 後 、所 有 権 を 取

得 し た 土 地 。こ の 場 合 、権 利 の 確 認 は 、原 則 と し て 登 記 簿 に よ る が 、小 作 権

に つ い て は 、 農 業 委 員 会 の 証 明 等 で も 差 し 支 え な い 。  

(7)本 家 た る 世 帯 に 属 す る 者 が 農 家 の 場 合 で 、線 引 き 前 か ら 所 有 し て い た 市 街 化

区 域 内 の 農 地 を 、線 引 き 後 す べ て 売 却 し て 、新 た に 取 得 し た 市 街 化 調 整 区 域

内 の 農 地 で 、 5 年 以 上 営 農 し て い る 土 地 。  

(8)線 引 き 前 か ら 、 本 家 た る 世 帯 に 属 す る 者 が 所 有 し て い る 土 地 、 又 は 前 記 (1)

～ (7)の 土 地 と 一 体 利 用 可 能 な 払 い 下 げ を 受 け た 土 地 。  

6 そ の 他  

(1)完 了 後 、 宅 地 へ の 地 目 変 更 を 行 い 、 富 士 市 長 に 提 出 す る こ と 。  

(2)相 続 又 は 贈 与 予 定 と し て 申 請 す る 場 合 は 、土 地 所 有 者 か ら の 使 用 承 諾 書 を 添

付 す る こ と 。  
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2． 収 用 対 象 事 業 に よ る 移 転 【 事 後 承 認 】  

1 許 可 の 対 象 と な る 者  

 次 の 全 て の 要 件 に 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

(1)原 則 と し て 、 岳 南 広 域 都 市 計 画 区 域 内 に お け る 収 用 対 象 事 業 の 施 行 に 伴 い 、

建 築 物 が 移 転 又 は 除 却 さ れ 、 残 地 で の 再 建 が 不 可 能 な 者 。  

(2)収 用 さ れ る 建 築 物 は 、 適 法 に 存 し 、 使 用 さ れ て い る こ と 。  

2 許 可 の 対 象 と な る 土 地  

 次 の い ず れ か の 要 件 に 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

(1) 許 可 権 者 と の 調 整 に よ り 起 業 者 が 適 切 に 斡 旋 し た 土 地 。  

(2) 三 者 契 約 に よ り 代 替 地 と し て 取 得 し た 土 地 。  

(3) 線 引 き 前 か ら の 本 人 所 有 地 。  

3 許 可 対 象 面 積  

 従 前 の 建 築 物 の 敷 地 の 1.2 倍 ま で の 面 積 （ 従 前 の 敷 地 面 積 と は 、 原 則 と し て 、

収 用 証 明 書 の 面 積 。）。 た だ し 、 住 宅 の 場 合 、 従 前 の 敷 地 の 1.2 倍 が 300 平 方 メ

ー ト ル 未 満 の 場 合 に あ っ て は 、 300 平 方 メ ー ト ル ま で 認 め る も の と す る 。  

4 予 定 建 築 物  

 収 用 事 業 の 施 行 に 伴 い 移 転 又 は 除 去 し な け れ ば な ら な い 建 築 物 と ほ ぼ 同 一 の 規

模 、 構 造 、 用 途 で あ る こ と 。 こ こ に お い て 「 ほ ぼ 同 一 の 規 模 」 と は 、 従 前 の 建 築

物 の 延 床 面 積 の 1.5 倍 ま で と す る 。 た だ し 、 住 宅 の 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

5 注 意 事 項  

(1)申 請 者 は 、収 用 事 業 を 行 う 者 を 間 に 入 れ 、農 政 課 、農 業 委 員 会 を 含 め た 事 前

協 議 を 行 う こ と 。  

(2)申 請 者 は 、市 街 化 区 域 、市 街 化 調 整 区 域 を 問 わ ず 、建 築 が 可 能 な 土 地 を 所 有

し て い な い こ と 。  

(3)予 定 建 築 物 が 、工 場 、事 業 用 倉 庫 、リ サ イ ク ル 施 設 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も

の（ 以 下「 工 場 等 」と い う 。）以 外 の も の で あ る 場 合 に は 、原 則 と し て 、50

戸 以 上 の 建 築 物 （ た だ し 、 倉 庫 、 車 庫 な ど の 付 属 建 築 物 の 戸 数 は 除 く 。） が

存 在 し て い る 集 落 内 。 具 体 的 に は 、 次 の い ず れ か の 区 域 内 に あ る こ と 。  

ア  申 請 地 を 含 む 半 径 150 メ ー ト ル の 範 囲 内 。  

イ  国 道 、県 道 等 主 要 な 道 路 の 沿 線 片 側 50 メ ー ト ル の 奥 行 き で 、面 積 3 ヘ ク

タ ー ル の 範 囲 内 。  

ウ  建 築 物 の 敷 地 間 の 距 離 が 、 お お む ね 50 メ ー ト ル 以 内 で 、 連 続 し て 存 在

す る 地 域 の 範 囲 内 。  

エ  従 前 の 敷 地 の 隣 接 地 又 は こ れ に 類 す る 土 地 。  

(4)予 定 建 築 物 が 工 場 等 で あ る 場 合 に は 、次 の い ず れ か に 該 当 す る 土 地 で あ る こ

と 。  

ア  半 径 100 メ ー ト ル 以 内 に 複 数 の 工 場 等 が あ っ て 、 有 効 幅 員 が 6 メ ー ト

ル 以 上 の 道 路 に 接 続 す る 土 地 。  

イ  従 前 の 敷 地 の 隣 接 地 又 は こ れ に 類 す る 土 地 。  

ウ  市 が 定 め た 土 地 利 用 方 針 に お い て 工 場 等 の 用 途 に 指 定 さ れ た 区 域 内 。  
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(5)申 請 地 の 周 辺 の 環 境 を 阻 害 す る お そ れ の あ る 建 築 物 等 を 移 転 さ せ る 場 合 は 、

付 近 住 民 の 理 解 が 得 ら れ る も の で あ る こ と 。  

(6)既 存 の 建 築 物 又 は 土 地 に 対 し て 、権 利 者 が 複 数 存 在 す る 場 合 に は 、申 請 人 以

外 の 者 が 代 替 建 築 物 等 を 市 街 化 調 整 区 域 に 許 可 を 受 け 建 築 等 し な い こ と が

明 ら か で あ る こ と 。  

6 そ の 他  

 完 了 後 、 地 目 変 更 及 び 移 転 登 記 を 行 い 、 富 士 市 長 に 土 地 全 部 事 項 証 明 書 を 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

 

3． 収 用 移 転 に 伴 う 残 地 の 利 用 【 事 後 承 認 】  

1 富 士 市 の 承 認  

 収 用 対 象 事 業 者 か ら 、 収 用 移 転 に 伴 う 残 地 の 具 体 的 な 利 用 計 画 に つ い て 書 面 に

よ る 協 議 が あ り 、 富 士 市 が 収 用 対 象 事 業 者 に 対 し 、 や む を 得 な い も の と し て 承 認

し た も の で あ る こ と 。  

な お 、 協 議 書 に は 、 登 記 簿 謄 本 そ の 他 の 必 要 な 資 料 を 添 付 す る も の と す る 。  

2 敷 地 の 面 積  

(1)残 地 内 の み で 建 築 す る 場 合 は 、 残 地 の 面 積 が お お む ね 165 平 方 メ ー ト ル 以

上 で あ る こ と 。  

(2)残 地 と 建 築 可 能 な 隣 地 を 一 体 的 に 利 用 す る 場 合 は 、残 地 の 面 積 と 隣 地 の 面 積

の 合 計 が お お む ね 165 平 方 メ ー ト ル 以 上 で あ る こ と 。  

3 用 途  

 原 則 と し て 一 戸 建 専 用 住 宅 で あ る こ と 。 た だ し 、 建 築 可 能 な 隣 地 と 一 体 的 に 利

用 す る 場 合 に は 、 隣 地 と 同 一 用 途 の 建 築 物 も 対 象 と す る 。  

4 予 定 建 築 物 の 規 模 等  

(1)予 定 建 築 物 の 高 さ は 、 10 メ ー ト ル 以 下 で あ る こ と 。  

(2)区 画 の 分 割 を 行 う 場 合 に は 、 1 区 画 の 面 積 が 200 平 方 メ ー ト ル 以 上 で あ る

こ と 。  

 

4． 既 存 集 落 内 の 自 己 用 住 宅 【 事 後 承 認 】  

 既 存 集 落 と は 、 例 え ば 、 町 村 合 併 前 の 旧 町 村 役 場 を 中 心 と し て 発 達 し た 集 落 な

ど 、地 形 、地 勢 、地 物 等 か ら み た 自 然 的 条 件 及 び 地 域 住 民 の 社 会 生 活 に 係 る 文 教 、

交 通 、 利 便 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 、 医 療 等 の 施 設 利 用 の 一 体 性 そ の 他 か ら み た 社 会 的 条

件 に 照 ら し 、独 立 し て 一 体 的 な 日 常 生 活 圏 を 構 成 し て い る と 認 め ら れ 、相 当 数（ お

お む ね 50 戸 を 基 準 と し 、 40 戸 を 最 低 と す る 。） の 建 築 物 （ 車 庫 、 物 置 等 の 付 属

建 築 物 は 含 ま な い が 、工 場 、学 校 な ど は 含 む 。）が 連 た ん し て い る 集 落（ 連 た ん の

状 況 は 、建 築 物 の 集 中 の 程 度 で も っ て 判 断 し 、申 請 地 を 中 心 に 半 径 150 メ ー ト ル

ま で の 区 域 内 の 戸 数 を 判 断 の 材 料 と す る 。）。  
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１  許 可 の 対 象 と な る 者  

 次 の 全 て の 要 件 に 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

(1)申 請 者 世 帯 及 び 直 系 尊 属 が 建 築 可 能 な 土 地 を 所 有 し て い な い こ と 。  

(2)結 婚 等 に よ る 世 帯 独 立 、借 家 、現 住 居 の 過 密 狭 小 、立 退 き 又 は 被 災 、転 勤 や

定 年 に 伴 う Ｕ タ ー ン 転 入 等 、戸 建 住 宅 を 建 築 し な け れ ば な ら な い 合 理 的 な 理

由 が あ る こ と 。  

(3)過 去 に 同 様 の 申 請 が な い こ と 。  

2 許 可 の 対 象 と な る 土 地  

 次 の い ず れ か の 要 件 に 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

(1)許 可 申 請 者 が 線 引 き 前 か ら 保 有 し て い た 土 地 。  

(2)許 可 申 請 者 の 直 系 尊 属 が 線 引 き 前 か ら 保 有 し て い た 土 地 を 、許 可 申 請 者 が 相

続 、 生 前 贈 与 に よ り 取 得 し た 土 地 。  

(3)3 親 等 以 内 の 血 族（ 親 、子 、兄 弟 姉 妹 、祖 父 母 、叔 父 、叔 母 、曾 祖 父 母 ）か

ら の 生 前 贈 与 を 受 け た 土 地 （ 特 に や む を 得 な い 事 情 が あ る 場 合 に 限 る ）。  

(4)上 記 土 地 と 一 体 利 用 が 可 能 な 払 い 下 げ を 受 け た 土 地 。  

【 所 有 権 の 取 得 前 の 申 請 の 特 例 】  

 既 存 集 落 内 の 自 己 用 住 宅 制 度 は 、原 則 と し て 自 己 所 有 の 土 地 を 対 象 と さ れ て

い る が 、や む を 得 な い 事 情 が あ る 場 合 に は 、相 続 又 は 生 前 贈 与 を 受 け る こ と が

確 実 な 土 地 も 対 象 と す る 。や む を 得 な い 事 情 と は 、次 の い ず れ か に 該 当 す る も

の と す る 。  

(1)農 地 法 に 基 づ く 許 可 を 受 け な け れ ば 所 有 権 の 移 転 が で き な い 場 合 。  

(2)所 有 者 が 死 亡 し た た め 相 続 手 続 中 で あ る 場 合 。  

(3)前 記 (1)又 は (2)と 同 等 の 所 有 権 を 取 得 で き な い 事 情 が あ る 場 合 、又 は や む を

得 な い 事 情 に よ り 所 有 権 の 取 得 前 に 申 請 を す る 場 合 に は 、 次 の 資 料 を 提

出 す る も の と す る 。  

ア  前 記 や む を 得 な い 事 情 を 記 載 し た 書 面  

イ  や む を 得 な い 事 情 の 終 了 後 、直 ち に 所 有 権 を 移 転 し 登 記 簿 の 写 し を 提 出

す る 旨 の 確 約 書  

3 許 可 対 象 面 積  

 200 平 方 メ ー ト ル 以 上 300 平 方 メ ー ト ル 以 下 。  

4 予 定 建 築 物  

(1)自 己 専 用 住 宅 （ 併 用 住 宅 は 不 可 ）。  

(2)高 さ 10 メ ー ト ル 以 下 。  

5 そ の 他  

(1)市 の 土 地 利 用 上 支 障 が な い こ と 。  

(2)完 了 後 、 宅 地 へ の 地 目 変 更 を 行 い 富 士 市 長 に 提 出 す る こ と 。  

(3)相 続 又 は 贈 与 予 定 と し て 申 請 す る 場 合 は 、 土 地 所 有 者 か ら の 使 用 承 諾 書

を 添 付 す る こ と 。  
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5． 既 存 建 築 物 の 建 替 【 事 後 承 認 】 従 前 の 床 面 積 の 1.5 倍 を 超 え る 場 合  

1 既 存 建 築 物 に 関 す る 要 件  

 市 街 化 調 整 区 域 に 関 す る 都 市 計 画 の 決 定 前 か ら 存 す る 建 築 物 、 又 は 市 街 化 調 整

区 域 に 関 す る 都 市 計 画 の 決 定 の 日 以 後 に 都 市 計 画 法 に 適 合 し て 建 築 さ れ た 建 築 物

で 、 現 在 も 適 法 に 使 用 さ れ て い る こ と 。 ＊ 既 存 建 築 物 の 適 法 性 は 、 都 市 計 画 法 上

適 法 か 否 か と す る 。  

2 建 替 後 の 建 築 物 に 関 す る 要 件  

(1)従 前 の 敷 地 の 範 囲 内 で 建 て 替 え る こ と 。  

従 前 の 敷 地 は 、 既 存 建 築 物 が 建 築 さ れ た 際 に 、 都 市 計 画 法 の 手 続 き を と  

っ た 範 囲 、 又 は 他 の 法 令 に 基 づ き （ 例 ： 農 地 法 の 許 可 、 建 築 基 準 法  

の 建 築 確 認 等 ） 建 築 物 の 敷 地 と し て 認 め ら れ る 合 理 的 な 範 囲 と す る 。  

(2)用 途 が 既 存 建 築 物 と 同 一 で あ る こ と 。  

ア  用 途 が 同 一 で あ る か 否 か は 、昭 和 48 年 4 月 16 日 建 設 省 通 知 別 添「 建

築 物 の 用 途 分 類 」 (試 案 )の 区 分 (ロ )の 範 囲 内 を 基 本 と す る 。 た だ し 、 商 業

施 設 等 の 内 「 日 用 品 店 舗 」、「 日 用 品 修 理 加 工 店 舗 」「 日 用 サ ー ビ ス 店 舗 」

に つ い て は 、 用 途 同 一 と し て 扱 う 。  

イ  既 存 建 築 物 の 用 途 の 判 断 時 点 は 、適 法 に 使 用 さ れ て い る 申 請 時 の 用 途 と

す る 。  

ウ  分 家 住 宅 や 収 用 移 転 の よ う に 申 請 者 の 属 性 に 着 目 し て 許 可 さ れ た 建 築

物 に つ い て は 、当 該 属 性 の 範 囲 内 を 用 途 同 一 と す る 。相 続 権 者 等 の 一 般 承

継 人 は 属 性 が 継 続 さ れ て い る も の と み な す 。  

3 建 築 物 の 構 造 ・ 規 模 等 に つ い て  

(1)建 築 物 の 構 造 に つ い て は 、建 替 に よ り 従 前 の 建 築 物 の そ れ と 異 な っ て も 許 可

で き る も の と す る 。  

(2)既 存 の 建 築 物 の 高 さ が 10 メ ー ト ル 以 上 の 場 合 、既 存 建 築 物 の 高 さ を 上 限 と

し て 建 替 を 許 可 す る も の と す る 。ま た 、既 存 建 築 物 の 高 さ が 10 メ ー ト ル 未

満 の 場 合 、 建 替 後 の 建 築 物 の 高 さ の 上 限 は 10 メ ー ト ル と す る 。  

(3)既 存 建 築 物 が 共 同 住 宅 又 は 長 屋 住 宅 の 場 合 で 、建 替 後 の 建 築 物 に 戸 数 の 増 加

を 伴 う 場 合 、 原 則 と し て 既 存 建 築 物 の 戸 数 の 1.5 倍 （ 小 数 点 以 下 は 切 り 捨

て ）を 上 限 と す る 。た だ し 、2 階 建 て 以 下 の 建 築 物 に 建 て 替 え る 場 合 で 、敷

地 内 に 建 替 後 の 戸 数 の 1.2 倍（ 小 数 点 以 下 は 切 り 捨 て ）以 上 の 駐 車 場 が 確 保

さ れ る 場 合 に は 既 存 建 築 物 の 戸 数 の 2 倍 を 上 限 と す る 。  

4 そ の 他  

(1)従 前 の 構 造 及 び 用 途 が 同 一 で 、従 前 の 床 面 積 の 1.5 倍 以 下 で あ れ ば 、許 可 を

要 し な い「 改 築 」と し て 取 り 扱 う（ 適 合 証 明 が 必 要 と な る 。）。こ の 場 合 も 上

記 1 か ら 3 ま で の 条 件 を 満 た し て い る こ と 。  

(2)既 存 建 築 物 を 除 却 し た 場 合 の 取 り 扱 い  

  既 存 建 築 物 の 敷 地 、用 途 、規 模 、構 造 が 登 記 簿 謄 本 等 そ の 他 公 的 な 資 料 に よ

り 確 認 で き る も の に 限 り 、除 却 後 1 年 以 内 は 申 請 で き る も の と す る 。ま た 、

災 害 等 の や む を 得 な い 事 情 に よ る 場 合 に は 5 年 以 内 と す る 。  
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(3)複 数 敷 地 を 利 用 す る 建 替 え  

  従 前 の 敷 地 に 新 た に 敷 地 増 を 伴 う 建 替 え の う ち 、 次 の 要 件 を 満 た す も の は 、

複 数 敷 地 を 利 用 し た 建 替 え に 係 る 建 築 （ 開 発 ） 行 為 を 認 め る 。  

ア  現 存 す る 既 存 建 築 物 の 建 替 え で あ る こ と 。  

イ  利 用 し よ う と す る 敷 地 は 、 す べ て 建 築 が 認 め ら れ る 土 地 で あ る こ と 。  

ウ  建 替 え 後 の 予 定 建 築 物 の 用 途 は 、 利 用 し よ う と す る 敷 地 に 現 存 す る 既 存

建 築 物 の （ 附 属 建 築 物 を 除 く 。） の 用 途 と 同 一 で あ る こ と 。  

※ 地 目 が 「 宅 地 」 と な っ て い な い 敷 地 に つ い て は 、「 宅 地 」 に 地 目 変 更 登 記 後 、

許 可 申 請 す る こ と 。  

 

6． 災 害 危 険 区 域 等 に 存 す る 建 築 物 の 移 転 【 事 後 承 認 】  

 災 害 危 険 区 域 等 に 存 す る 建 築 物 の 移 転 で 、 次 の 要 件 を 満 た す も の は 、 代 替 建 築

物 の 建 築 に 係 る 開 発 （ 建 築 ） 行 為 を 認 め る 。  

1 市 街 化 調 整 区 域 か ら の 移 転 に あ っ て は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の で あ る

こ と  

(1)地 す べ り 等 防 止 法（ 昭 和 33 年 法 律 第 30 号 ）第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ り

知 事 と の 協 議 を 経 た 関 連 事 業 計 画 、土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防

止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律（ 平 成 12 年 法 律 第 57 号 ）第 26 条 第 １ 項 の 規

定 に よ る 勧 告 及 び 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 201 号 ） 第 10 条 第 １ 項

の 命 令 に 基 づ き 、建 築 物 を 移 転 し 又 は 当 該 建 築 物 に 代 わ る べ き 建 築 物 を 建 築

す る も の で 、当 該 関 連 事 業 計 画 又 は 勧 告 に 従 い 、当 該 関 連 事 業 計 画 の 公 表 の

日 又 は 当 該 勧 告 の 日 か ら 2 年 以 内 に 工 事 が 行 わ れ る も の 。  

(2)が け 地 近 接 危 険 住 宅 移 転 事 業 と し て 、建 築 物 を 移 転 し 又 は 当 該 建 築 物 に 代 わ

る べ き 建 築 物 を 建 築 す る も の で 、当 該 事 業 計 画 に 従 い 、工 事 が 実 施 さ れ る も

の 。  

2 市 街 化 区 域 か ら の 移 転 に あ っ て は 、1 の 要 件 の ほ か 、市 街 化 調 整 区 域 へ 移 転 す

る こ と に つ い て や む を 得 な い 理 由 が あ る こ と 。  

3 移 転 先 の 土 地 の 要 件 及 び 規 模 は 、事 後 承 認 基 準 に よ る「 収 用 対 象 事 業 に よ る 移

転 」 の 要 件 に 適 合 す る こ と 。  

4 移 転 先 の 土 地 は 農 業 振 興 地 域 の 整 備 に 関 す る 法 律 に よ る 農 用 地 区 域 内 の 土 地

で な い こ と 等 、 周 辺 の 土 地 利 用 と 調 和 の と れ た も の で あ る こ と 。  

5 予 定 代 替 建 築 物 の 用 途 、 規 模 及 び 構 造 は 、 従 前 の 建 築 物 と 同 一 で あ る こ と 。  

 

7．線 引 き 前 宅 地 の 特 例 措 置（ 市 街 化 調 整 区 域 の 決 定 前 か ら 宅 地 で あ っ た 土

地 に お け る 開 発 行 為 及 び 建 築 行 為 ）【 事 後 承 認 】  

 平 成 13 年 5 月 18 日 施 行 の 改 正 都 市 計 画 法 に お い て は 、 旧 法 の 第 43 条 第 1

項 第 6 号 で 規 定 さ れ て い た 既 存 宅 地 制 度 が 廃 止 さ れ た 。法 附 則 第 6 条 に よ り 経 過

措 置 が 設 け ら れ た が 、 こ れ に 該 当 し な く と も 、 当 分 の 間 、 下 記 の 条 件 を 満 た す も

の に つ い て は 、 周 辺 の 市 街 化 を 促 進 す る お そ れ が な い と 認 め ら れ る も の と し 、 開

発 審 査 会 に お い て は 事 後 承 認 を 得 る も の と す る 。 な お 、 こ の 取 扱 い を 「 線 引 き 前

宅 地 の 特 例 措 置 」 と い う 。  
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１  対 象 と す る 土 地  

(1)改 正 前 の 都 市 計 画 法 第 43 条 第 1 項 第 6 号 ロ に 規 定 す る 確 認 を 受 け 、 引 き

続 き 宅 地 で あ る 土 地 。  

(2)市 街 化 調 整 区 域 に 決 定 さ れ る 際 に 宅 地 で あ っ た こ と が 公 的 な 資 料 に よ り 証

明 で き る 土 地 で 引 き 続 き 宅 地 で あ る 土 地 。  

2 予 定 建 築 物 の 用 途  

 第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 に 建 築 で き る 建 築 物 。  

3 予 定 建 築 物 の 規 模  

 建 ぺ い 率 60 パ ー セ ン ト 以 内 、 容 積 率 200 パ ー セ ン ト 以 内 で あ る こ と 。  

4 予 定 建 築 物 の 高 さ  

 10 メ ー ト ル 以 下 で あ る こ と 。  

5 敷 地 規 模  

区 画 の 分 割 を 行 う 場 合 は 、 1 区 画 の 最 低 面 積 を 200 平 方 メ ー ト ル 以 上 と す る  

こ と 。  

※ 公 共 事 業 の 施 行 に 伴 い 、 土 地 の 一 部 が 公 共 事 業 の 用 途 と し て 譲 渡 さ れ た と き

や 、 建 築 基 準 法 第 42 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 土 地 の 一 部 が 道 路 と み な さ れ た

と き 等 は こ の 限 り で は な い 。  

6 そ の 他  

 地 目 が 宅 地 と な っ て い な い 敷 地 に つ い て は 、 宅 地 に 地 目 変 更 登 記 後 、 許 可 申 請  

す る こ と 。  

 

〔 参  考 〕  

市 街 化 調 整 区 域 に お け る 開 発 行 為 の 許 可 に つ い て  

＜ 昭 和 63 年 3 月 25 日  静 岡 県 開 発 審 査 会 承 認 ＞  

 こ の こ と に つ い て 、 都 市 計 画 法 第 34 条 第 14 号 の 規 定 に よ り 次 の よ う に 審 査

会 に 付 議 す る 。  

都 市 計 画 法 第 43 条 第 1 項 第 6 号 ロ (平 成 13 年 5 月 17 日 廃 止 )の 規 定 に 基 づ き

既 存 宅 地 の 確 認 を 受 け た 土 地 の 区 域 内 に お い て 行 う 開 発 行 為 は 市 街 化 を 促 進 す る

お そ れ は な い も の と 認 め 、 都 市 計 画 法 第 29 条 の 許 可 を す る こ と が で き る も の と

す る 。  

 な お 、 許 可 を し た 場 合 は 事 後 に お い て 開 催 さ れ る 審 査 会 の 際 、 承 認 を 得 る も の

と す る 。  

 （ 理  由 ）  

 既 存 宅 地 と し て 確 認 さ れ た 土 地 に お い て は 、 開 発 行 為 を 伴 わ な い 建 築 物 の 建 築

は 認 め ら れ て い る と こ ろ で あ る が 、 開 発 行 為 を 伴 う 場 合 に お い て も 第 45 回 審 査

会 （ 昭 和 55 年 9 月 12 日 開 催 ） に お い て 予 め 開 発 審 査 会 に 付 議 の う え 許 可 で き

る と の 承 認 を 得 て 許 可 し て い る と こ ろ で あ る 。  

 既 存 宅 地 と し て 確 認 さ れ た 土 地 の 開 発 許 可 の 審 査 内 容 は 、 既 存 宅 地 内 の 建 築 物

の 用 途 を 規 制 す る 特 別 の 規 定 は な い こ と か ら 、 主 に 技 術 的 基 準 に 適 合 す る か ど う

か で あ り 、 既 存 宅 地 の 確 認 を 受 け た 土 地 の 建 築 物 に つ い て は 市 街 化 の 促 進 の お そ

れ は な い も の と 認 め ら れ る の で 都 市 計 画 法 第 34 条 第 14 号 該 当 と し て 許 可 す る

こ と に つ い て あ ら か じ め 開 発 審 査 会 の 議 を 経 て お く こ と と す る た め 。  
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 既 存 宅 地 と し て 確 認 さ れ た 土 地 の 区 域 内 に 、公 共 施 設 が 介 在 し て い る 場 合 に は 、

当 該 公 共 施 設 の 付 替 等 に つ い て は 、 公 共 施 設 の 管 理 者 の 同 意 が 得 ら れ る も の で 、

土 地 利 用 上 支 障 が な い と 判 断 さ れ る 場 合 に は 、 原 則 と し て 既 存 宅 地 の 確 認 地 内 へ

付 替 等 を 認 め る も の と す る 。  

 開 発 行 為 に 伴 っ て 、 都 市 計 画 法 第 33 条 に 規 定 す る 技 術 基 準 に 基 づ き 、 既 存 の

道 路 又 は 水 路 の 拡 幅 が 必 要 と な る 場 合 に は 、 当 該 公 共 施 設 の 管 理 者 の 同 意 の 得 ら

れ る も の で 土 地 利 用 上 支 障 が な い と 判 断 さ れ る 場 合 に は 、 原 則 と し て 既 存 宅 地 の

確 認 地 内 及 び 既 存 宅 地 を 拡 幅 す る 土 地 に 接 続 す る 土 地 の 拡 幅 を 認 め る も の と す る 。 

 た だ し 、 既 存 の 道 路 又 は 水 路 の 拡 幅 が 真 に や む を 得 な い 理 由 に よ り 困 難 で あ る

と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 既 存 宅 地 の 確 認 地 外 へ の 道 路 又 は 水 路 の 新 設 を 認 め る も

の と す る 。  

 

8． 静 岡 県 土 地 利 用 対 策 委 員 会 が 承 認 し た 土 地 【 事 後 承 認 】  

 静 岡 県 土 地 利 用 対 策 委 員 会 が 承 認 し た 造 成 地 が 、 市 街 化 調 整 区 域 に 決 定 さ れ た

場 合 の 開 発 許 可 及 び 建 築 許 可 に つ い て 、 市 街 化 区 域 及 び 市 街 化 調 整 区 域 に 関 す る

都 市 計 画 が 決 定 さ れ た と き 、 既 に 静 岡 県 土 地 利 用 対 策 委 員 会 で 承 認 を 得 て あ っ て

工 事 中 の も の 及 び 着 手 の 態 勢 に 入 っ て い る も の の 区 域 に あ っ て は 、 経 過 措 置 と し

て 、 法 第 29 条 及 び 第 43 条 の 許 可 を す る こ と が で き る も の と す る 。  

富 士 市 内 で 上 記 条 件 を 満 た す 分 譲 地  

・ 大 峯 団 地 （ 静 岡 県 勤 労 者 住 生 協 ）   大 淵 字 大 峯 3913 ほ か  

・ 小 坂 団 地 （ 大 昭 和 観 光 ）          大 淵 字 小 坂 3105 ほ か  

・ 希 望 ヶ 丘 団 地 （ 平 和 建 設 ）         大 淵 字 曽 比 奈 2080、 箒 沢 105 ほ か  

・ 大 塚 団 地 （ 静 岡 県 勤 労 者 住 生 協 ）   中 里 字 中 塚 1807 ほ か  

（ 大 塚 団 地 は 旧 宅 法 に も 該 当 ）  

 

9． 建 築 物 の 用 途 の 変 更 【 事 後 承 認 ・ 個 別 付 議 】  

1 建 築 物 の 用 途 変 更 【 事 後 承 認 】  

 市 街 化 調 整 区 域 指 定 日 以 後 、 新 た に 建 築 許 可 又 は 適 合 証 明 に よ り 建 築 さ れ た 建

築 物 が ５ 年 以 上 適 法 に 使 用 さ れ た 後 、 特 に や む を 得 な い 事 情 に よ る 許 可 者 （ 使 用

主 体 ） の 変 更 。  

(1)対 象 と な る 物 件  

  農 家 用 住 宅 ・ 農 林 漁 業 用 施 設 （ 法 第 29 条 第 1 項 第 2 号 ・ 令 第 20 条 ）  

   既 存 権 利 の 届 出 に よ る 建 築 物（ 法 第 34 条 第 13 号・令 第 36 条 第 1 項 第 3

号 ニ ）  

   開 発 審 査 会 承 認 に よ る 建 築 物 （ 令 第 36 条 第 1 項 第 3 号 ホ ）  
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(2)譲 渡 人 の 基 準  

  5 年 以 上 適 法 に 使 用 さ れ て い る 建 築 物 で 、特 に や む を 得 な い 事 情 に よ り 譲 渡

せ ざ る を 得 な い 者 。た だ し 、死 亡 、転 勤 、倒 産 等 の よ う に 自 己 の 意 志 に 基 づ

か な い で 用 途 変 更 せ ざ る を 得 な く な っ た と 認 め ら れ る 場 合 は こ の 限 り で な

い 。  

(3)譲 受 人 の 基 準  

   当 初 許 可 者 か ら 直 接 所 有 権 移 転 さ れ る 者（ 競 売 物 件 は 別 に 定 め る 基 準 に よ る ）

で 、 次 の 要 件 を 全 て 満 た す 者 。  

ア  住 宅 の 場 合  

市 内 居 住 者 又 は 富 士 市 近 隣 に 居 住 し て い て 市 内 に 通 勤 し て い る 者 。  

申 請 人 世 帯 に 持 ち 家 が な く 建 築 可 能 な 土 地 を 有 し て な い 者 。  

世 帯 を 有 し て い る 者 （ 単 身 者 は 除 く 。）。  

イ  住 宅 以 外 の 場 合  

譲 受 す る に 合 理 的 な 事 由 が あ る 者 。  

(4)建 築 物 の 基 準  

当 該 建 築 物 が 従 前 か ら 有 し て い る 機 能 と 同 一 の 目 的 で 、 か つ 自 己 用 と し て  

使 用 す る こ と 。  

(5)建 築 物 が 競 売 の 場 合 の 取 扱 い  

  譲 受 人 の 要 件 は 、 上 記 (3)の と お り で あ り 、 第 三 者 へ の 転 売 を 目 的 と し た 譲

渡 は 認 め て い な い と こ ろ で あ る が 、 近 年 の 競 売 物 件 の 増 加 等 の 実 情 に 鑑 み 、

競 売 の 円 滑 な 執 行 を 図 る 公 益 的 な 観 点 か ら 、次 の 要 件 の す べ て を 満 た す 場 合

は 用 途 変 更 を 認 め る も の と す る 。  

ア  競 落 の 目 的  

 競 落 人 は 、 上 記 (3)の 要 件 を 満 た す 者 へ 転 売 す る 目 的 で 競 落 し た 者 で あ る

こ と 。  

な お 、宅 地 建 物 取 引 業 の 免 許 を 有 す る 者 が 競 落 し た 場 合 に は 、原 則 と し て 、

上 記 (3)の 要 件 を 満 た す 者 へ 転 売 す る 目 的 で 競 落 し た も の と し て 差 し 支 え

な い 。  

イ  建 築 物 の 非 使 用  

 競 落 し た 建 築 物 は 、 競 落 後 、 競 落 人 か ら 第 三 者 へ の 所 有 権 の 移 転 が な く 、

か つ 、 使 用 に 供 さ れ て い な い も の で あ る こ と （ リ フ ォ ー ム は 除 く 。）。  

ウ  申 請 期 間  

 用 途 変 更 の 許 可 申 請 は 、 上 記 (3)の 要 件 を 満 た す も の が 競 落 後 原 則 と し て

1 年 以 内 に 行 う も の で あ る こ と 。  

エ  そ の 他  

 審 査 に あ た っ て は 、譲 渡 人 が 適 法 に 使 用 し た 事 実 を 登 記 簿 謄 本 、住 民 票 等

に よ り 確 認 し て い る が 、競 落 さ れ た 建 築 物 に つ い て も 同 様 に 取 り 扱 う も の

と す る 。  
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(6)開 発 許 可 制 度 の 悪 用 等 の 場 合 の 取 扱 い  

  建 築 主 又 は 買 主 が 、制 度 を 悪 用 し 又 は 違 反 の 事 実 を 知 り な が ら 建 築 し 若 し く

は 譲 受 け た と き は 、用 途 変 更 を 認 め ず 、新 築・改 築 の 許 可 も 与 え な い 。ま た 、

適 合 証 明 書 も 発 行 し な い 。  

ア  監 督 処 分  

こ の よ う な 者 に は 、 法 第 81 条 の 規 定 に よ り 最 終 的 に は 建 築 物 等 の 撤 去  

を 命 ず る こ と と す る 。  

イ  善 意 の 第 三 者 保 護  

 善 意 （ 違 反 の 事 実 を 知 ら な い こ と 。） で 当 該 建 築 物 を 取 得 し た 者 が 、 お お

む ね 10 年 間 経 過 し た 後 、法 違 反 で な い 申 請 等 を し て き た 場 合 は 、民 法 第

162 条 第 2 項 （ 所 有 権 の 取 得 時 効 ） の 規 定 に 鑑 み 、 法 秩 序 の 維 持 ・ 安 定

の 見 地 か ら こ れ を 容 認 す る も の と す る 。  

(7)用 途 変 更 許 可 後 の 土 地 ・ 建 物 の 取 扱 い に つ い て （ 使 用 者 の 制 限 ）  

  用 途 変 更 許 可 後 、建 築 物 等 の 使 用 主 体 の 属 性 等 の 変 更（ 売 買 等 ）が あ る 場 合 、

再 度 用 途 変 更 の 許 可 を 要 す る 。  

2 建 築 物 の 用 途 変 更 【 個 別 付 議 】  

 上 記 1 の 建 築 物 の 用 途 変 更 【 事 後 承 認 】 に 該 当 し な い 場 合 又 は 令 第 36 条 第 1

項 第 3 号 イ （ 法 第 34 条 第 1 号 ～ 法 第 34 条 第 10 号 ） 該 当 の 建 築 物 に 用 途 変 更

す る 場 合 以 外 は 、原 則 と し て 用 途 変 更 を 認 め な い が 、市 の 土 地 利 用 上 支 障 が な く 、

他 法 令 に 適 合 し て お り 、 特 に や む を 得 な い 場 合 に 限 り 個 別 付 議 と し て 扱 う も の と

す る 。  
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【 建 築 物 の 用 途 分 類 】  

区  分  例      示  

（ イ ）  （ ロ ）  （ ハ ）  

住 宅  住 宅 (Ａ ) 

住 宅 (Ｂ ) 

住 宅 (Ｃ ) 

併 用 住 宅  

一 戸 建  

共 同 住 宅 ・ 寄 宿 舎 ・ 寮  

長 屋 建 専 用 住 宅  

公 益 施 設  文 教 施 設 (Ａ ) 

文 教 施 設 (Ｂ ) 

文 教 施 設 (Ｃ ) 

社 会 教 育 施 設  

医 療 施 設  

社 会 福 祉 施 設  

公 共 建 物 (Ａ ) 

公 共 建 物 (Ｂ ) 

宗 教 施 設  

交 通 施 設 (Ａ ) 

交 通 施 設 (Ｂ ) 

公 共 事 業 施 設  

通 信 施 設  

小 中 学 校 ・ 高 等 学 校  

幼 稚 園 ・ 保 育 所  

大 学 ・ 各 種 専 門 学 校  

図 書 館 ・ 博 物 館 ・ 公 民 館  

病 院 ・ 診 療 所  

養 老 院 ・ 託 児 所  

交 番 ・ 市 役 所 出 張 所  

公 共 団 体 庁 舎  

神 社 ・ 寺 院  

鉄 道 施 設 ・ 自 動 車 タ ー ミ ナ ル ・ 港 湾 施 設  

駐 車 場 ・ 車 庫  

電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 事 業 施 設  

商 業 施 設 等  日 用 品 店 舗  

 

日 用 品 修 理 加 工 店 舗  

日 用 サ ー ビ ス 店 舗  

 

作 品 販 売 店 舗  

飲 食 店  

事 務 所  

歓 楽 施 設 (Ａ ) 

歓 楽 施 設 (Ｂ ) 

歓 楽 施 設 (Ｃ ) 

歓 楽 施 設 (Ｄ ) 

歓 楽 施 設 (Ｅ ) 

宿 泊 施 設  

倉 庫  

運 動 施 設  

 

観 光 施 設  

研 究 所  

駐 車 場 ・ 車 庫  

文 房 具 店 ・ 食 料 品 店 ・ 薬 局 ・ 雑 貨 店 ・  

呉 服 衣 料 店 ・ 履 物 店  

傘 ・ 履 物 等 修 理 ・ 自 転 車 店 ・ 農 機 具 等 修 理 店  

理 容 店 ・ 美 容 店 ・ ク リ ー ニ ン グ 店 ・  

公 衆 浴 場 ・ 医 院  

 

 

 

マ ー ジ ャ ン 屋 ・ パ チ ン コ 店 ・ 射 的 場  

劇 場 ・ 映 画 館  

待 合 ・ 料 亭  

キ ャ バ レ ー ・ 舞 踏 場  

特 殊 浴 場  

ホ テ ル ・ 旅 館  

 

競 技 場 ・ 水 泳 場 ・ ス ケ ー ト 場 ・  

ボ ー リ ン グ 場  

展 望 台 ・ 休 憩 所  

 

農 林 漁 業 施 設  農 林 漁 業 用 施 設 (Ａ )  

農 林 漁 業 用 施 設 (Ｂ )  

農 林 漁 業 用 施 設 (Ｃ )  

令 第 20 条 の 建 築 物  

農 林 水 産 物 貯 蔵 施 設  

農 林 水 産 物 処 理 加 工 施 設  

鉱 工 業 施 設  鉱 業 施 設  

工 場  

火 薬 類 製 造 貯 蔵 所  

 

※ 工 場 用 途 に つ い て は 別 途 注 意 事 項 あ り  

特 殊 都 市 施 設  卸 売 市 場  

と 畜 場  

汚 物 処 理 場  

ご み 焼 却 所  

火 葬 場  

リ サ イ ク ル 施 設  
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※ 工 場 用 途 に つ い て は 建 築 基 準 法 別 表 第 二 （ る ） 表 へ の 変 更 は 認 め ら れ な い 。 

る  準 工 業 地

域 内 に 建

築 し て は

な ら な い

建 築 物  

一  次 に 掲 げ る 事 業 （ 特 殊 の 機 械 の 使 用 そ の 他 の 特 殊 の 方 法 に よ る 事 業 で あ つ て

環 境 の 悪 化 を も た ら す お そ れ の な い 工 業 の 利 便 を 害 す る お そ れ が な い も の と し て

政 令 で 定 め る も の を 除 く 。 ） を 営 む 工 場  

（ 一 ）  火 薬 類 取 締 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ４ ９ 号 ） の 火 薬 類 （ 玩 具 煙 火 を 除

く 。 ） の 製 造  

（ 二 ）  消 防 法 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ８ ６ 号 ） 第 ２ 条 第 ７ 項 に 規 定 す る 危 険 物

の 製 造 （ 政 令 で 定 め る も の を 除 く 。 ）  

（ 三 ）  マ ツ チ の 製 造  

（ 四 ）  ニ ト ロ セ ル ロ ー ス 製 品 の 製 造  

（ 五 ）  ビ ス コ ー ス 製 品 、 ア セ テ ー ト 又 は 銅 ア ン モ ニ ア レ ー ヨ ン の 製 造  

（ 六 ）  合 成 染 料 若 し く は そ の 中 間 物 、 顔 料 又 は 塗 料 の 製 造 （ 漆 又 は 水 性 塗 料

の 製 造 を 除 く 。 ）  

（ 七 ）  引 火 性 溶 剤 を 用 い る ゴ ム 製 品 又 は 芳 香 油 の 製 造  

（ 八 ）  乾 燥 油 又 は 引 火 性 溶 剤 を 用 い る 擬 革 紙 布 又 は 防 水 紙 布 の 製 造  

（ 九 ）  木 材 を 原 料 と す る 活 性 炭 の 製 造 （ 水 蒸 気 法 に よ る も の を 除 く 。 ）  

（ 十 ）  石 炭 ガ ス 類 又 は コ ー ク ス の 製 造  

（ 十 一 ）  可 燃 性 ガ ス の 製 造 （ 政 令 で 定 め る も の を 除 く 。 ）  

（ 十 二 ）  圧 縮 ガ ス 又 は 液 化 ガ ス の 製 造 （ 製 氷 又 は 冷 凍 を 目 的 と す る も の を 除

く 。 ）  

（ 十 三 ）  塩 素 、 臭 素 、 ヨ ー ド 、 硫 黄 、 塩 化 硫 黄 、 弗 化 水 素 酸 、 塩 酸 、 硝 酸 、

硫 酸 、 燐 酸 、 苛 性 カ リ 、 苛 性 ソ ー ダ 、 ア ン モ ニ ア 水 、 炭 酸 カ リ 、 せ ん た く

ソ ー ダ 、 ソ ー ダ 灰 、 さ ら し 粉 、 次 硝 酸 蒼 鉛 、 亜 硫 酸 塩 類 、 チ オ 硫 酸 塩 類 、

砒 素 化 合 物 、 鉛 化 合 物 、 バ リ ウ ム 化 合 物 、 銅 化 合 物 、 水 銀 化 合 物 、 シ ヤ ン

化 合 物 、 ク ロ ー ル ズ ル ホ ン 酸 、 ク ロ ロ ホ ル ム 、 四 塩 化 炭 素 、 ホ ル マ リ ン 、

ズ ル ホ ナ ー ル 、 グ リ セ リ ン 、 イ ヒ チ オ ー ル ズ ル ホ ン 酸 ア ン モ ン 、 酢 酸 、 石

炭 酸 、 安 息 香 酸 、 タ ン ニ ン 酸 、 ア セ ト ア ニ リ ド 、 ア ス ピ リ ン 又 は グ ア ヤ コ

ー ル の 製 造  

（ 十 四 ）  た ん ぱ く 質 の 加 水 分 解 に よ る 製 品 の 製 造  

（ 十 五 ）  油 脂 の 採 取 、 硬 化 又 は 加 熱 加 工 （ 化 粧 品 の 製 造 を 除 く 。 ）  

（ 十 六 ）  フ ァ ク チ ス 、 合 成 樹 脂 、 合 成 ゴ ム 又 は 合 成 繊 維 の 製 造  

（ 十 七 ）  肥 料 の 製 造  

（ 十 八 ）  製 紙 （ 手 す き 紙 の 製 造 を 除 く 。 ） 又 は パ ル プ の 製 造  

（ 十 九 ）  製 革 、 に か わ の 製 造 又 は 毛 皮 若 し く は 骨 の 精 製  

（ 二 十 ）  ア ス フ ア ル ト の 精 製  

（ 二 十 一 ）  ア ス フ ア ル ト 、 コ ー ル タ ー ル 、 木 タ ー ル 、 石 油 蒸 溜 産 物 又 は そ の

残 り か す を 原 料 と す る 製 造  

（ 二 十 二 ）  セ メ ン ト 、 石 膏 、 消 石 灰 、 生 石 灰 又 は カ ー バ イ ド の 製 造  

（ 二 十 三 ）  金 属 の 溶 融 又 は 精 練 （ 容 量 の 合 計 が 五 十 リ ツ ト ル を こ え な い る つ

ぼ 若 し く は か ま を 使 用 す る も の 又 は 活 字 若 し く は 金 属 工 芸 品 の 製 造 を 目 的

と す る も の を 除 く 。 ）  

（ 二 十 四 ）  炭 素 粉 を 原 料 と す る 炭 素 製 品 若 し く は 黒 鉛 製 品 の 製 造 又 は 黒 鉛 の

粉 砕  

（ 二 十 五 ）  金 属 厚 板 又 は 形 鋼 の 工 作 で 原 動 機 を 使 用 す る は つ り 作 業 （ グ ラ イ

ン ダ ー を 用 い る も の を 除 く 。 ） 、 び よ う 打 作 業 又 は 孔 埋 作 業 を 伴 う も の  

（ 二 十 六 ）  鉄 釘 類 又 は 鋼 球 の 製 造  

（ 二 十 七 ）  伸 線 、 伸 管 又 は ロ ー ル を 用 い る 金 属 の 圧 延 で 出 力 の 合 計 が 四 キ ロ

ワ ツ ト を こ え る 原 動 機 を 使 用 す る も の  

（ 二 十 八 ）  鍛 造 機 （ ス プ リ ン グ ハ ン マ ー を 除 く 。 ） を 使 用 す る 金 属 の 鍛 造  

（ 二 十 九 ）  動 物 の 臓 器 又 は は い せ つ 物 を 原 料 と す る 医 薬 品 の 製 造  

（ 三 十 ）  石 綿 を 含 有 す る 製 品 の 製 造 又 は 粉 砕  

（ 三 十 一 ）  （ 一 ） か ら （ 三 十 ） ま で に 掲 げ る も の の ほ か 、 安 全 上 若 し く は 防

火 上 の 危 険 の 度 又 は 衛 生 上 若 し く は 健 康 上 の 有 害 の 度 が 高 い こ と に よ り 、

環 境 の 悪 化 を も た ら す お そ れ の な い 工 業 の 利 便 を 増 進 す る 上 で 支 障 が あ る

も の と し て 政 令 で 定 め る 事 業  

二  危 険 物 の 貯 蔵 又 は 処 理 に 供 す る も の で 政 令 で 定 め る も の  

三  個 室 付 浴 場 業 に 係 る 公 衆 浴 場 そ の 他 こ れ に 類 す る 政 令 で 定 め る も の  
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 以 上 の 建 築 物 の 用 途 変 更 【 事 後 承 認 ・ 個 別 付 議 】 に つ い て ま と め る と 以 下 の 表 の

と お り と な る 用 途 変 更 と は Ａ ～ Ｃ の い ず れ か に 該 当 す る 場 合  

Ａ ： 許 可 者 （ 使 用 者 ） を 変 更 す る 場 合  

Ｂ ： 令 第 36 条 第 1 項 第 3 号 ｲ（ 法 第 34-1 号 ～ 法 第 34-8 号 ） の 基 準 を 満 た し

た 用 途 に 変 更 す る 場 合  

Ｃ ： Ａ ・ Ｂ 以 外 の 場 合  

従 前 の 建 築 物 の 用 途  Ａ  Ｂ  Ｃ  

線 引 き 前 の 建 築 物  

許 可 不 要  

該 当 号 に よ る  

許 可 を 要 す る  

 

審 査 会 は 不 要  

原 則 不 可  

審 査 会 に 個 別

付 議  

 

 

※ 線 引 き 前 宅

地 に つ い て は

特 例 措 置 に よ

り 第 二 種 低 層

住 居 専 用 地 域

に 建 築 で き る

建 築 物 へ の 変

更 は 可 能  

法 第 34-1【 令 第 36-1-3-イ 】  

(日 用 品 店 舗 ) 

法 第 34-2【 令 第 36-1-3-イ 】  

(鉱 物 資 源 ・ 観 光 資 源 ) 

法 第 34-3【 令 第 36-1-3-イ 】  

(温 度 ・ 湿 度 ・ 空 気 等 ) 

法 第 34-4【 令 第 36-1-3-イ 】  

(農 林 漁 業 用 施 設 ) 

法 第 34-5【 令 第 36-1-3-イ 】  

(特 定 農 山 村 地 域 ) 

法 第 34-6【 令 第 36-1-3-イ 】  

(中 小 企 業 の 事 業 の 共 同 化 ) 

法 第 34-7【 令 第 36-1-3-イ 】  

(既 存 工 場 と 密 接 な 関 連 施 設 ) 

法 第 34-8【 令 第 36-1-3-イ 】  

(危 険 物 の 貯 蔵 ・ 処 理 ) 

法 第 29-1-2【 令 第 20】  

(農 家 用 住 宅 等 ・ 農 業 用 施 設 ) 許 可 を 要  

す る  

 

審 査 会 に  

事 後 報 告  

法 第 34-13【 令 第 36-1-3-ニ 】 

(既 存 権 利 の 届 出 ) 

法 第 34-14【 令 第 36-1-3-ホ 】 

(開 発 審 査 会 ) 
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10．既 存 の 住 宅 の 増 築 等 の た め の や む を 得 な い 場 合 の 敷 地 の 拡 大【 事 後 承

認 】  

1 既 存 の 住 宅 の 増 築 等 の た め の や む を 得 な い 敷 地 の 拡 大  

(1)対 象 と な る 建 築 物  

ア  線 引 き 前 か ら 存 す る 専 用 住 宅 又 は 併 用 住 宅  

イ  既 存 宅 地 の 確 認 を 受 け て 建 築 さ れ た 専 用 住 宅 又 は 併 用 住 宅  

ウ  既 得 権 の 行 使 と し て 建 築 さ れ た 自 己 専 用 住 宅 又 は 併 用 住 宅  

エ  線 引 き 後 に 都 市 計 画 法 の 許 可 を 受 け 建 築 さ れ た 専 用 住 宅 又 は 併 用 住 宅  

オ  用 途 変 更 の 許 可 を 受 け た 一 般 住 宅  

(2)許 可 を 受 け ら れ る 者  

子 供 の 結 婚 等 で 、 既 存 の 住 宅 が 手 狭 に な り 行 う 増 築 で 、 上 記 の 建 築 物 を 5 

年 以 上 に わ た り 適 正 に 使 用 し て い る 者 と す る 。な お 、不 慮 の 事 故 や 病 気 で 両  

親 等 と 同 居 す る 場 合 、あ る い は 申 請 者 や 同 居 人 が 車 椅 子 を 使 用 す る 必 要 が あ  

る 等 特 別 な 理 由 が あ る 場 合 は こ の 限 り で は な い 。  

(3)許 可 の 限 度  

敷 地 は 既 存 敷 地 を 含 め 300 平 方 メ ー ト ル 以 内 と す る 。  

(4)そ の 他  

併 用 住 宅 の 敷 地 の 拡 大 に つ い て は 、 事 業 部 分 の 拡 張 を 伴 わ な い も の で あ る  

こ と 。  

※ 地 目 が 宅 地 と な っ て い な い 敷 地 に つ い て は 、 宅 地 に 地 目 変 更 登 記 後 、 許 可  

申 請 す る こ と 。  

2 既 存 の 敷 地 の 利 用 上 や む を 得 な い 敷 地 の 拡 大  

 既 存 建 築 物 の 建 替 や 、 既 存 宅 地 の 確 認 を 受 け た 土 地 に お け る 建 築 の 際 に 、 既 存

宅 地 の 確 認 を 受 け た 土 地 又 は 既 存 建 築 物 が 現 存 す る 敷 地 （ 以 下 「 既 存 の 敷 地 」 と

い う 。） の 利 用 上 や む を 得 な い 理 由 が あ り 、 か つ 、 周 辺 の 土 地 利 用 上 支 障 が な い   

場 合 は 、 以 下 の 範 囲 内 で 敷 地 の 拡 大 を 認 め る も の と す る 。  

(1)既 存 建 築 物 の 建 築 後 の 特 別 な 事 情 の 発 生 等 、や む を 得 な い 理 由 に よ り 建 築 確

認 を 受 け る た め に 必 要 な 接 道 要 件 を 満 た し て い な い 既 存 の 敷 地 が 、道 路 に 接

す る た め に 必 要 最 小 限 の 区 間 、 幅 員 （ 原 則 4 メ ー ト ル 未 満 ） の 範 囲 。  

(2)払 い 下 げ を 受 け た 土 地 、又 は 位 置 指 定 道 路 が 廃 止 さ れ た 土 地 が 、既 存 の 敷 地

に 介 在 す る 場 合 や 道 路 と 既 存 の 敷 地 に 挟 ま れ て い る 場 合 な ど 、既 存 の 敷 地 の

利 用 上 必 要 か つ 、 や む を 得 な い 理 由 が あ る 土 地 の 範 囲 。  

※ 地 目 が 宅 地 と な っ て い な い 敷 地 に つ い て は 、宅 地 に 地 目 変 更 登 記 後 、許 可  申

請 す る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

11． 建 築 基 準 法 第 51 条 に 規 定 す る そ の 他 の 処 理 施 設 【 事 後 承 認 】  

 建 築 基 準 法（ 昭 和 25 年 法 律 第 201 号 ）第 51 条 に 規 定 す る そ の 他 の 処 理 施 設

（ 廃 棄 物 処 理 施 設 ） の う ち 、 下 記 条 件 を 満 た す も の に つ い て は 、 周 辺 に お け る 市

街 化 を 促 進 す る お そ れ が な い と 認 め ら れ る の で 、 都 市 計 画 法 第 34 条 第 14 号 又

は 同 法 施 行 令 第 36 条 第 1 項 第 3 号 ホ に 該 当 す る も の と し て 都 市 計 画 法 第 29 条

又 は 同 法 第 43 条 の 許 可 を す る も の と し 、 許 可 し た 場 合 に は 、 事 後 に お い て 開 催

さ れ る 開 発 審 査 会 に お い て 承 認 を 得 る も の と す る 。  

 対 象 と な る 施 設 は 当 該 処 理 施 設 の 設 置 に 関 す る 法 令 に 適 合 し て い る も の で 、 次

の い ず れ か に 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

1 都 市 計 画 に お い て そ の 敷 地 の 位 置 が 決 定 し て い る も の 。  

2 特 定 行 政 庁 が 都 市 計 画 審 議 会 の 議 を 経 て そ の 敷 地 の 位 置 が 都 市 計 画 上 支 障 が  

な い と 認 め て 許 可 し た も の 。  

 

12． 既 存 工 場 の 増 設 【 事 後 承 認 】  

 次 の 全 て の 要 件 を 満 た す も の  

1 当 該 工 場 の 増 設 が 、 富 士 市 の 土 地 利 用 上 支 障 が な い も の で あ る こ と 。  

2 既 存 工 場 は 、都 市 計 画 法 に 適 合 し た も の で 、か つ 、新 設 後 (新 設 後 に 第 三 者 が

取 得 し た 場 合 に あ っ て は 取 得 後 )10 年 以 上 経 過 し て い る こ と 。  

3 増 設 す る 工 場 は 、製 造 業 又 は 電 気・ガ ス・熱 供 給 業 で 、か つ 、既 存 工 場 と 同

種 又 は 関 連 し た 製 品 の 生 産 施 設 等 で あ る こ と 。  

4 増 設 す る 敷 地 は 、 既 存 工 場 と 一 体 的 な 土 地 利 用 が 可 能 な 隣 接 地 で あ る こ と 。 

5 増 設 す る 敷 地 の 面 積 は 、 既 存 工 場 の 10 年 前 の 敷 地 面 積 を 超 え な い 規 模 で 、

か つ 、 1 ヘ ク タ ー ル 未 満 で あ る こ と 。  

 

13．必 要 最 小 限 不 可 欠 な 附 属 建 築 物（ 管 理 施 設・休 憩 施 設 等 ）【 事 後 承 認 】  

1 対 象 と す る 本 体 施 設  

 対 象 と す る 本 体 施 設 は 、 1 ヘ ク タ ー ル 未 満 の 運 動 施 設 等 の 第 二 種 特 定 工 作 物 に

準 ず る 施 設 、 キ ャ ン プ 場 、 ス キ ー 場 等 、 開 発 許 可 を 要 し な い 施 設 の う ち 、 次 の い

ず れ に も 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

(1)設 置 に 係 る 法 令 に 適 合 し て い る こ と 。  

(2)富 士 市 の 土 地 利 用 上 支 障 が な い こ と 。  

(3)第 二 種 特 定 工 作 物 に 準 じ た 施 設 整 備 が 行 わ れ た も の（ 整 備 完 了 が 確 実 な も の

を 含 む 。） で 、 用 途 の 変 更 が 容 易 な も の で な い こ と 。  

2 対 象 と す る 附 属 建 築 物  

 対 象 と す る 附 属 建 築 物 は 、本 体 施 設 に 最 小 限 不 可 欠 な 管 理 機 能 (管 理 事 務 所 )、休

憩 機 能 (公 衆 用 ト イ レ・休 憩 所 )、保 管 機 能 (運 動 器 具 庫 )等 の 機 能 を 有 す る 附 属 建 築

物 の う ち 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の で あ る こ と 。  
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(1)本 体 施 設 に 一 体 不 可 分 の も の と し て 附 属 す る こ と 。  

(2)本 体 施 設 の 利 用 上 、 必 要 不 可 欠 な 機 能 で あ る こ と 。  

(3)機 能 ご と の 床 面 積 は 、 お お む ね 100 平 方 メ ー ト ル 以 下 で 、 か つ 、 必 要 最 小

限 で あ る こ と 。  

(4)本 体 施 設 の 敷 地 の 総 面 積 に 対 す る 附 属 建 築 物 の 合 計 建 築 面 積 の 割 合 は 、お お

む ね 2 パ ー セ ン ト 以 内 で あ る こ と 。  

3 留 意 事 項  

(1)対 象 と な る 本 体 施 設 は 、第 二 種 特 定 工 作 物 に 準 じ た 施 設 整 備 が 行 わ れ た も の 、

又 は 整 備 完 了 が 確 実 な も の に 限 ら れ て お り 、簡 易 な 施 設 整 備 が 行 わ れ た も の

や 、 施 設 整 備 が 計 画 段 階 の も の は 含 ま れ な い も の で あ る こ と 。  

(2)附 属 建 築 物 の 機 能 は 、法 令 等 に よ り 必 要 と さ れ て い る 機 能 及 び 類 似 の 公 共 施

設 等 に お い て 一 般 的 に 整 備 さ れ て い る 機 能 に 限 定 さ れ る も の で あ る こ と 。  

(3)機 能 別 の 面 積 は 、法 令 等 に よ り 必 要 と さ れ て い る 面 積 又 は 類 似 か つ 同 規 模 の

公 共 施 設 等 に お け る 当 該 機 能 の 面 積 と 同 程 度 以 下 で あ る こ と 。  

 

14． 病  院 （ 病 床 が 20 床 以 上 ）【 事 後 承 認 】  

 次 の 全 て の 要 件 を 満 た す も の  

(1)医 療 法 （ 昭 和 23 年 法 律 第 205 号 ） 第 1 条 の 5 第 1 項 に 規 定 す る 病 院 で

あ る こ と 。  

(2)設 置 及 び 運 営 が 国 の 定 め る 基 準 に 適 合 す る 優 良 な も の で あ る こ と 。  

(3)そ の 位 置 、規 模 等 か ら み て 周 辺 の 市 街 化 を 促 進 す る お そ れ が な い と 認 め ら れ

る も の で あ る こ と 。  

(4)当 該 開 発 区 域 を 所 轄 す る 県 及 び 市 の 医 療 施 策 の 観 点 か ら 支 障 が な い こ と に

つ い て 、 関 係 部 局 と 調 整 が と れ た も の で あ る こ と 。  

(5)市 の 土 地 利 用 上 支 障 が な い こ と 。  

(6)自 己 用 と し て 使 用 す る こ と 。  

(7)上 記 の 要 件 を 全 て 満 た す も の の う ち 、以 下 の ア か ら ウ ま で の い ず れ か に 該 当

す る も の で あ る こ と 。  

ア  救 急 医 療 の 充 実 が 求 め ら れ る 地 域 に お い て 、 患 者 等 の 搬 送 手 段 の 確 保 の

た め 、 当 該 開 発 区 域 周 辺 の 交 通 基 盤 等 の 活 用 が 必 要 と 認 め ら れ る 場 合  

イ  当 該 医 療 施 設 の 入 院 患 者 等 に と っ て 、 開 発 区 域 周 辺 の 優 れ た 自 然 環 境 そ

の 他 の 療 養 環 境 が 必 要 と 認 め ら れ る 場 合  

ウ  病 床 過 剰 地 域 に 設 置 さ れ た 病 院 が 病 床 不 足 地 域 に 移 転 す る 場 合  
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15． 診 療 所 （ 病 床 が 19 床 以 下 ）・ 助 産 所 【 事 後 承 認 】  

 次 の 全 て の 要 件 を 満 た す も の （ 法 第 34 条 第 1 号 の 要 件 を 満 た す も の を 除 く 。）  

(1)診 療 所（ 医 療 法 第 1 条 の 5 第 2 項 ）又 は 助 産 所（ 同 法 第 2 条 第 1 項 ）の 用

に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物 で あ る こ と 。  

(2)設 置 及 び 運 営 が 国 の 定 め る 基 準 に 適 合 す る 優 良 な も の で あ る こ と 。  

(3)そ の 位 置 、 規 模 等 か ら み て 周 辺 の 市 街 化 を 促 進 す る お そ れ が な い と 認 め ら れ

る も の で あ る こ と 。  

(4)当 該 開 発 区 域 を 所 轄 す る 県 及 び 市 の 医 療 施 策 の 観 点 か ら 支 障 が な い こ と に

つ い て 、 関 係 部 局 と 調 整 が と れ た も の で あ る こ と 。  

(5)市 の 土 地 利 用 上 支 障 が な い こ と 。  

(6)自 己 用 と し て 使 用 す る こ と 。  

 

16． 社 会 福 祉 施 設 【 事 後 承 認 】  

 次 の 全 て の 要 件 を 満 た す も の （ 法 第 34 条 第 1 号 の 要 件 を 満 た す も の を 除 く 。）  

(1) 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ） に よ る 家 庭 的 保 育 事 業 、 小 規 模

保 育 事 業 若 し く は 事 業 所 内 保 育 事 業 、社 会 福 祉 法（ 昭 和 26 年 法 律 第 45 号 ）

第 2 条 に 規 定 す る 社 会 福 祉 事 業 の 用 に 供 す る 施 設 又 は 更 生 保 護 事 業 法 （ 平

成 7 年 法 律 第 86 号 ） 第 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 更 生 保 護 事 業 の 用 に 供 す る

施 設 （ 以 下 「 社 会 福 祉 施 設 」 と い う 。） 等 で あ る 建 築 物 で あ る こ と 。  

(2)設 置 及 び 運 営 が 国 の 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  

(3)そ の 位 置 、 規 模 等 か ら み て 周 辺 の 市 街 化 を 促 進 す る お そ れ が な い と 認 め ら れ

る も の で あ る こ と 。  

(4)保 健 福 祉 施 策 の 観 点 か ら 支 障 が な い こ と（ 地 域 福 祉 計 画 そ の 他 の 市 の 保 健 福

祉 に 係 る 計 画 に 適 合 し 、当 該 施 設 の 設 置 が 保 健 福 祉 施 策 推 進 の 観 点 か ら 必 要

で あ る と 認 め ら れ る こ と ）に つ い て 、市 の 保 健 福 祉 担 当 部 局 と 調 整 が と れ た

も の で あ る こ と 。  

(5)自 己 用 と し て 使 用 す る こ と 。  

(6)上 記 の 要 件 を 全 て 満 た す も の の う ち 、以 下 の ア か ら ウ ま で の い ず れ か に 該 当

す る も の で あ る こ と 。  

ア  近 隣 に 関 係 す る 医 療 施 設 、 社 会 福 祉 施 設 等 が 存 在 し 、 こ れ ら の 施 設 と 当

該 許 可 に 係 る 社 会 福 祉 施 設 の そ れ ぞ れ が も つ 機 能 と が 密 接 に 連 携 し つ つ 立

地 又 は 運 用 す る 必 要 が あ る 場 合  

イ  当 該 施 設 を 利 用 す る 者 の 安 全 等 を 確 保 す る た め 立 地 場 所 に 配 慮 す る 必 要

が あ る 場 合  

ウ  当 該 施 設 が 提 供 す る サ ー ビ ス の 特 性 か ら 、 例 え ば 、 当 該 開 発 区 域 周 辺 の

優 れ た 自 然 環 境 が 必 要 と 認 め ら れ る 場 合 な ど 、 当 該 開 発 区 域 周 辺 の 資 源 、

環 境 等 の 活 用 が 必 要 で あ る 場 合  
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17． 学 校 【 事 後 承 認 】  

学 校 教 育 法（ 昭 和 22 年 法 律 第 26 号 ）に 規 定 す る 学 校（ 大 学 及 び 法 第 34 条

第 1 号 の 要 件 を 満 た す も の を 除 く 。） の う ち 、 次 の 全 て の 要 件 を 満 た す も の  

(1)そ の 設 置 目 的 か ら 、主 と し て 開 発 区 域 の 周 辺 の 居 住 者 以 外 の 利 用 を 想 定 し て

い る 学 校 の う ち 、教 育 環 境 の 確 保 の た め 、当 該 開 発 区 域 の 周 辺 の 資 源 、環 境

等 が 必 要 で あ る こ と な ど か ら 、市 街 化 調 整 区 域 に 立 地 さ せ る こ と が や む を 得

な い と 認 め ら れ る も の で あ る こ と 。  

(2)そ の 位 置 、 規 模 等 か ら み て 周 辺 の 市 街 化 を 促 進 す る お そ れ が な い と 認 め ら れ

る も の で あ る こ と 。  

(3)当 該 開 発 区 域 を 含 む 文 教 施 策 の 観 点 か ら 支 障 が な い こ と に つ い て 、関 係 部 局

と 調 整 が と れ た も の で あ る こ と 。  

(4)市 の 土 地 利 用 上 支 障 が な い こ と 。  

 

18． 日 用 品 店 舗 等 の 併 用 住 宅 【 事 後 承 認 】  

  法 第 34 条 第 1 号 の 許 可 要 件 を 満 た し た 以 下 の 用 途 の 併 用 住 宅 に 限 る 。  

診 療 所 、助 産 所 、理 容・美 容 業 等 の 併 用 住 宅 で 営 ま れ る こ と が 通 例 で あ る 施 設 、

視 覚 障 害 者 が 開 業 す る 按 摩 ・ 針 ・ 灸 施 設  

〔 併 用 住 宅 〕  

 併 用 住 宅 は 、 住 宅 を 併 設 し な け れ ば 営 業 が 困 難 な 場 合 に 限 り 、 特 別 に 許 可 さ れ

る も の で あ る 。  

建 築 物 の 店 舗 等 の 用 に 供 す る 部 分 が 全 体 の 延 床 面 積 の 50 パ ー セ ン ト 以 上 で あ

る こ と 。（ 理 容 業 、美 容 業 な ど 比 較 的 小 規 模 な 店 舗 で 経 営 が 成 り 立 つ 業 種 に あ っ て

は 、30 パ ー セ ン ト 以 上 で 、か つ 、住 宅 部 分 の 面 積 は 150 平 方 メ ー ト ル 未 満 で あ

る こ と 。） た だ し 、 単 身 者 は 住 居 部 分 を 設 け る こ と は で き な い 。  

(1)経 営 す る 世 帯 の 居 住 の 用 に 供 す る も の で あ る こ と 。  

(2)建 築 物 の 完 成 後 直 ち に 店 舗 等 を 開 設 す る こ と が 確 実 で あ る こ と 。  

(3)市 の 土 地 利 用 上 支 障 が な い こ と 。  

(4)敷 地 規 模 に つ い て は 、 法 第 34 条 第 1 号 の 基 準 に 準 じ る 。  

 

19． 社 寺 仏 閣 又 は 納 骨 堂 【 個 別 付 議 】  

 当 該 市 街 化 調 整 区 域 内 を 中 心 と し た 地 域 社 会 に お け る 住 民 の 日 常 の 宗 教 的 生 活

に 関 連 し た 施 設 を 対 象 と す る も の 。 通 常 既 存 集 落 な ど に お け る 地 域 的 性 格 の 強 い

鎮 守 、 社 、 庚 申 堂 、 地 蔵 堂 を 構 成 す る 建 築 物 を 典 型 例 と す る が 、 そ の 他 の 宗 教 活

動 上 の 施 設 で あ っ て 、 当 該 市 街 化 調 整 区 域 及 び そ の 周 辺 の 地 域 に お け る 信 者 の 分

布 そ の 他 に 照 ら し 、 特 に 当 該 地 域 に 立 地 す る 合 理 的 理 由 の 存 す る も の を 含 む も の

と す る 。  

 そ の 他 の 宗 教 活 動 上 の 施 設 と は 、 原 則 と し て 宗 教 法 人 の 行 う 儀 式 、 教 化 教 育 の

た め の 施 設 及 び こ れ に 付 属 す る 社 務 所 、 庫 裡 等 、 規 模 、 構 造 、 設 計 な ど 、 こ れ ら

宗 教 活 動 状 況 に 照 ら し て ふ さ わ し い も の と し 、 宿 泊 施 設 、 休 憩 施 設 は 原 則 と し て

含 ま な い も の と す る こ と 。  

 付 議 申 請 者 は 宗 教 法 人 で あ る こ と を 原 則 と す る 。 た だ し 、 自 治 会 等 が 管 理 し て

い る 社 、 鎮 守 等 に つ い て は 、 自 治 会 等 の 責 任 者 と い う こ と も あ り 得 る 。  
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20． 研 究 対 象 が 調 整 区 域 内 に あ る 研 究 所 【 個 別 付 議 】  

 研 究 対 象 が 市 街 化 調 整 区 域 に 存 す る こ と な ど の 理 由 に よ り 当 該 市 街 化 調 整 区 域

に 建 設 す る こ と が や む を 得 な い 建 築 物 等 。  

 

21． 事 業 所 従 事 者 の 住 宅 、 寮 等 【 個 別 付 議 】  

 法 第 34 条 第 1 号 か ら 第 13 号 ま で の 許 可 を 受 け た 開 発 行 為 に 係 る 事 業 所 又 は

従 前 か ら 当 該 市 街 化 調 整 区 域 に 存 す る 事 業 所 に お い て 業 務 に 従 事 す る 者 の 住 宅 、

寮 等 で 特 に 当 該 土 地 の 区 域 に 建 設 す る こ と が や む を 得 な い と 認 め ら れ る も の 。  

 法 第 34 条 第 14 号 の 許 可 を 受 け た 開 発 行 為 に 係 る 事 業 所 に お い て 業 務 に 従 事

す る 者 の 住 宅 、 寮 等 で 特 に 当 該 土 地 の 区 域 に 建 設 す る こ と が や む を 得 な い と 認 め

ら れ る も の 。  

 業 務 に 従 事 す る 者 の 住 宅 、 寮 等 に つ い て は 、 工 場 等 の 立 地 と 一 体 的 に 計 画 さ れ

た も の で あ っ て 当 該 住 宅 等 が 工 場 等 と 一 体 的 に 立 地 す る 場 合 又 は 既 存 集 落 内 若 し

く は 既 存 集 落 に 隣 接 又 は 近 接 す る 地 域 に 立 地 す る 場 合 の い ず れ か で あ り 、 事 業 の

操 業 方 式 、 就 業 体 制 、 雇 用 形 態 な ど を 勘 案 の 上 適 切 な 規 模 を 越 え な い も の に 限 っ

て 認 め る こ と と す る 。  

 

22． 地 区 集 会 所 そ の 他 法 第 29 条 第 1 項 第 3 号 に 準 じ る 施 設 【 個 別 付 議 】 

 次 の 全 て の 要 件 を 満 た す も の  

(1)地 区 集 会 所 、集 落 青 年 館 、い わ ゆ る 公 会 堂 や 防 災 倉 庫 等 の 準 公 益 的 施 設（ 法

第 34 条 第 1 号 該 当 で の 取 り 扱 い も あ り 。）。  

(2)レ ジ ャ ー 的 な 施 設 や 営 利 目 的 で 運 営 さ れ る 施 設 等 、そ の 他 の 目 的 の 建 築 物 と

併 用 さ れ る こ と の な い こ と 。  

(3)農 林 漁 業 生 活 改 善 施 設 そ の 他 の 制 度 的 に 当 該 施 設 の 公 益 性 が 担 保 さ れ て い

る も の に つ い て は 、 法 第 34 条 第 1 号 に 該 当 す る も の と し て 取 り 扱 う 。  
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23． 地 域 振 興 及 び 産 業 振 興 の た め の 工 場 等 【 個 別 付 議 】  

 

１  対 象 と す る 建 築 物  

次 の い ず れ か の 条 件 に 該 当 す る 工 場 又 は 研 究 所 で あ る こ と 。  

(1)技 術 先 端 型 業 種（ 医 薬 品 製 造 業 、通 信 機 械 器 具・同 関 連 機 械 器 具 製 造 業 、電 子

計 算 機・同 付 属 装 置 製 造 業 、電 子 応 用 装 置 製 造 業 、電 気 計 測 器 製 造 業 、電 子 デ

バ イ ス 製 造 業 、医 療 用 機 械 器 具・医 療 用 品 製 造 業 、光 学 機 械 器 具・レ ン ズ 製 造

業 、航 空 機・同 附 属 品 製 造 業 、自 動 車・同 附 属 部 品 製 造 業（ 電 気 自 動 車 及 び 電

気 自 動 車 に 係 る 部 品 を 製 造 す る も の に 限 る 。）） の 工 場 等 で あ る こ と 。  

 (2)静 岡 県 新 産 業 集 積 ク ラ ス タ ー フ ァ ル マ バ レ ー プ ロ ジ ェ ク ト に 参 画 し 、同 プ ロ ジ

ェ ク ト に 関 連 す る 製 品 を 主 と し て 製 造 す る 工 場 等 で あ る こ と 。  

 (3)富 士 市 企 業 立 地 促 進 条 例 に 該 当 す る 製 造 業 の 用 に 供 す る 工 場 等 の う ち 、次 の い  

ず れ か の 要 件 に 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

  ア  光・電 子 、環 境 技 術（ 新 エ ネ ル ギ ー 、次 世 代 輸 送 機 器 等 ）、福 祉 機 器 、ロ ボ  

ッ ト 、 航 空 宇 宙 関 連 等 の 成 長 産 業 分 野 の 製 品 を 製 造 す る も の 。  

イ  自 然 素 材 を 活 用 し た 医 薬 部 外 品 等 、 健 康 関 連 の 製 品 を 製 造 す る も の 。  

ウ  セ ル ロ ー ス ナ ノ フ ァ イ バ ー 関 連 の 製 品 を 製 造 す る も の 。  

(4)地 域 経 済 牽 引 事 業 の 促 進 に よ る 地 域 の 成 長 発 展 の 基 盤 強 化 に 関 す る 法 律（ 平 成

１ ９ 年 法 律 第 ４ ０ 号 ） に 基 づ く 県 知 事 の 承 認 を 受 け た 地 域 経 済 牽 引 事 業 計 画 に

位 置 付 け ら れ た も の の う ち 、 日 本 標 準 産 業 分 類 （ 平 成 ２ ５ 年 総 務 省 告 示 第 ４ ０

５ 号 ） に 掲 げ る 中 分 類 ０ ９ － 食 料 品 製 造 業 並 び に 小 分 類 １ ０ １ － 清 涼 飲 料 製 造

業 、 小 分 類 １ ０ ２ － 酒 類 製 造 業 及 び 小 分 類 １ ０ ３ － 茶 ・ コ ー ヒ ー 製 造 業 の 用 に

供 す る 工 場 で あ っ て 、 次 の 全 て の 要 件 に 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

 ア  当 該 工 場 の 見 学 、 当 該 工 場 に お け る 体 験 等 が で き る こ と 。  

 イ  当 該 工 場 で 製 造 さ れ た 製 品 の 販 売 施 設 が 併 設 さ れ て い る こ と 。  

(5)第 二 東 名 イ ン タ ー チ ェ ン ジ 周 辺 地 区 計 画 （ 平 成 30 年 4 月 1 日 付 け 富 士 市 告

示 第 63 号 ） の 流 通 業 務 ・ 関 連 業 務 地 に 建 築 で き る 工 場 で あ る こ と 。  

(6)富 士 山 フ ロ ン ト 工 業 団 地 地 区 計 画（ 令 和 2 年 4 月 30 日 付 け 富 士 市 告 示 第 89

号 ） で 建 築 で き る 工 場 で あ る こ と 。  

 

２  対 象 と す る 地 域  

 当 該 立 地 が 周 辺 に お け る 土 地 利 用 と 調 和 の と れ た も の で あ り 、 か つ 、 市 街 化 調 整

区 域 内 に お い て 立 地 す る こ と が や む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合 で あ る こ と 。  

 「 立 地 す る こ と が や む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合 」 と は 、 工 場 等 の 立 地 が 当 該 市

街 化 区 域 内 に 適 地 が な い と 認 め ら れ 、 か つ 、 開 発 区 域 周 辺 の 労 働 力 を 必 要 と す る 場

合 、 清 浄 な 空 気 ･水 ･景 観 、 自 然 緑 地 等 の 優 れ た 自 然 環 境 を 必 要 と す る 場 合 、 高 速 道

路 の イ ン タ ー チ ェ ン ジ 等 に 隣 近 接 す る こ と が 必 要 な 場 合 等 、 地 形 、 環 境 等 の 自 然 条

件 、 雇 用 、 交 通 、 土 地 利 用 、 産 業 等 の 社 会 経 済 条 件 を 総 合 的 に 勘 案 し て や む を 得 な

い と 認 め ら れ る 場 合 で あ る 。  

 加 え て 、 １ (4)、 (5)及 び (6)に つ い て は 、 申 請 地 が 次 の 条 件 に 該 当 す る こ と 。  
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(1)食 料 品 製 造 業 等 の 用 に 供 す る 工 場 等 の う ち 、見 学 、体 験 等 が で き る も の（ １ (4)）

に つ い て は 、 四 車 線 以 上 の 国 道 、 県 道 又 は 市 道 に ３ ０ メ ー ト ル 以 上 接 し て い る

こ と 。  

(2)交 通 利 便 性 を 生 か し た 流 通 業 務 等 の 用 に 供 す る 工 場（ １ (5)及 び (6)）に つ い て

は 、 東 名 富 士 イ ン タ ー チ ェ ン ジ 北 地 域 （ 市 街 化 調 整 区 域 ） の 土 地 利 用 方 針 （ 平

成 元 年 ２ 月 １ ３ 日 ） に お け る Ｄ 地 区 及 び Ｅ 地 区 内 で あ る こ と 。  

３  開 発 区 域 の 面 積  

 開 発 区 域 の 面 積 は 、 5 ヘ ク タ ー ル 未 満 で あ る こ と 。  

 加 え て 、 １ (5)及 び (6)に つ い て は 、 ３ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 で あ る こ と 。  

４  そ の 他  

 次 の 全 て の 条 件 に 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

(1)関 連 会 社 の 立 地 を 誘 発 し な い 単 独 立 地 型 で あ る こ と 。  

(2)市 の 産 業 経 済 部 局 と 調 整 が と れ た も の で あ る こ と 。  

(3)地 元 （ 富 士 市 ） 雇 用 型 で あ る こ と 。  

(4)自 己 用 と し て 使 用 す る こ と 。  

 

24． 大 規 模 流 通 業 務 施 設 【 個 別 付 議 】  

 主 要 な 幹 線 道 路 等 の 沿 道 で あ っ て 、 現 在 及 び 将 来 の 土 地 利 用 上 支 障 が な い 区 域

に お い て 立 地 す る こ と が や む を 得 な い と 認 め ら れ る 大 規 模 な 流 通 業 務 施 設 で 、 次

に 掲 げ る 要 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  

(1)予 定 建 築 物 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 大 規 模 な 流 通 業 務 施 設 で あ る こ と 。 

ア  貨 物 自 動 車 運 送 事 業 法（ 平 成 元 年 法 律 第 83 号 ）第 2 条 第 2 項 に 規 定 す

る 一 般 貨 物 自 動 車 運 送 業（ 同 条 第 6 項 に 規 定 す る 特 別 積 合 せ 貨 物 運 送 に 該

当 す る も の を 除 く 。）の 用 に 供 さ れ る 施 設 で 、地 方 運 輸 局 長 等 が 積 載 重 量 5

ト ン 以 上 の 大 型 自 動 車 が お お む ね 1 日 平 均 延 べ 16 回 以 上 発 着 す る と 認 定

し た も の 又 は 1 日 あ た り の 発 着 貨 物 が 80 ト ン 以 上 で あ る と 認 定 し た も の

で あ る こ と 。  

イ  倉 庫 業 法 （ 昭 和 31 年 法 律 第 121 号 ） 第 2 条 第 2 項 に 規 定 す る 倉 庫 業

の 用 に 供 す る 同 法 第 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 倉 庫 で 、地 方 運 輸 局 長 等 が 積 載

重 量 5 ト ン 以 上 の 大 型 自 動 車 が お お む ね 1 日 平 均 延 べ 16 回 以 上 発 着 す る

と 認 定 し た も の 又 は 1 日 あ た り の 発 着 貨 物 が 80 ト ン 以 上 で あ る と 認 定 し

た も の で あ る こ と 。  

(2)富 士 市 に お い て 大 規 模 流 通 業 務 施 設 と は 、 原 則 と し て 5,000 平 方 メ ー ト ル

以 上 の 敷 地 規 模 を 有 し て い る も の と す る こ と 。  

(3)(1)の ア 及 び イ の 施 設 の 対 象 と な る 土 地 は 、次 の い ず れ か に 該 当 す る 区 域

で あ る こ と 。  

ア  四 車 線 以 上 の 国 道 、 都 道 府 県 道 、 市 町 村 道 等 の 沿 道 で あ る こ と 。  

イ  高 速 自 動 車 国 道 の イ ン タ ー チ ェ ン ジ 等（ 高 速 自 動 車 国 道 法（ 昭 和 32 年 法

律 第 79 号 ） 第 4 条 第 1 項 に 規 定 す る 高 速 自 動 車 国 道 の イ ン タ ー チ ェ ン

ジ 、道 路 法（ 昭 和 27 年 法 律 第 180 号 ）第 48 条 の 4 に 規 定 す る 自 動 車 専

用 道 路 の イ ン タ ー チ ェ ン ジ 若 し く は 起 終 点 又 は 道 路 整 備 特 別 措 置 法 （ 昭 和

31 年 法 律 第 7 号 ） に よ り 料 金 徴 収 が 認 め ら れ て い る 一 般 国 道 、 県 道 及 び
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市 町 道 の イ ン タ ー チ ェ ン ジ 若 し く は 起 終 点 を い う 。）か ら お お む ね １ キ ロ メ

ー ト ル の 距 離 に あ る 区 域 内 に あ り 、 当 該 イ ン タ ー チ ェ ン ジ 等 に 至 る ま で の

主 要 な 道 路 の 幅 員 が 6.5 メ ー ト ル 以 上 で あ る こ と 。  

ウ  市 が 定 め た 土 地 利 用 方 針 に お い て 大 規 模 流 通 業 務 施 設 の 用 途 に 指 定 さ れ

た 区 域 で あ る こ と 。  

(4)対 象 と な る 土 地 は 優 良 農 地 が 含 ま れ て い な い こ と 及 び 将 来 に お い て 住 居 系

の 土 地 利 用 が 想 定 さ れ て い な い こ と 等 、現 在 及 び 将 来 の 土 地 利 用 上 支 障 が な

い こ と 。 次 に 掲 げ る 土 地 は 、 原 則 と し て 除 か れ る こ と 。  

ア  集 団 的 農 用 地（ 団 地 規 模 が お お む ね 10 ヘ ク タ ー ル 以 上 で 、高 性 能 な 農 業

機 械 に よ る 営 農 が 可 能 な 土 地 条 件 を 備 え て い る 農 用 地 ）  

イ  国 の 直 轄 又 は 補 助 に よ る 土 地 基 盤 整 備 事 業 の 対 象 農 用 地 で 、 事 業 の 完 了

し た 翌 年 度 か ら 起 算 し て 8 年 を 経 過 し て い な い 農 用 地  

ウ  土 地 基 盤 整 備 事 業 を 実 施 中 又 は 計 画 中 の 地 区 の 農 用 地  

エ  主 産 地 形 成 又 は 地 域 の 農 林 業 の 振 興 を 目 的 と し て 地 区 を 指 定 し 、 事 業 を

実 施 中 の 地 区 内 の 農 用 地  

オ  将 来 、 居 住 系 の 土 地 利 用 が 想 定 さ れ て い る 地 区  

(5)施 設 を 立 地 す る こ と に つ い て 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

ア  市 街 化 区 域 内 の 工 業 系 の 用 途 地 域 が な い か 、 あ っ て も 同 地 域 内 に 適 地

が な い と 認 め ら れ る も の  

イ  市 街 化 区 域 内 に 立 地 し た 場 合 、 周 辺 地 域 に お い て 交 通 の 安 全 に 支 障 を

き た し 若 し く は 交 通 機 能 を 阻 害 し 又 は 居 住 環 境 を 悪 化 さ せ る と 認 め ら

れ る も の  

(6)自 己 用 と し て 使 用 す る こ と 。  

 

25． 有 料 老 人 ホ ー ム 【 個 別 付 議 】  

 老 人 福 祉 法 （ 昭 和 38 年 法 律 第 133 号 ） 第 29 条 第 1 項 に 規 定 す る 有 料 老 人

ホ ー ム の う ち 、 設 置 及 び 運 営 が 国 の 定 め る 基 準 に 適 合 す る 優 良 な も の で あ っ て 、

そ の 立 地 が や む を 得 な い と 認 め ら れ る も の で 、 次 に 掲 げ る 要 件 に 適 合 す る も の で

あ る こ と 。  

(1)当 該 有 料 老 人 ホ ー ム の 設 置 及 び 運 営 が 厚 生 労 働 省 の 策 定 す る 有 料 老 人 ホ ー

ム の 設 置 運 営 指 針 に お け る 基 準 に 適 合 し て 建 設 さ れ る も の で あ る こ と 。  

(2)当 該 有 料 老 人 ホ ー ム に 係 る 権 利 関 係 は 利 用 権 方 式 又 は 賃 貸 方 式 の も の で あ

っ て 、 分 譲 方 式 の も の で な い こ と 。  

(3)当 該 有 料 老 人 ホ ー ム の 立 地 に あ た っ て 、当 該 有 料 老 人 ホ ー ム が 市 街 化 調 整 区

域 に 立 地 す る 病 院 又 は 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 等 が 有 す る 医 療 、介 護 機 能 と 密 接

に 連 携 し つ つ 立 地 す る 必 要 が あ る 場 合 、入 居 一 時 金 及 び 利 用 料 に 関 す る 国 の

基 準 に 従 い 適 正 な 料 金 設 定 が な さ れ て い る 場 合 等 施 設 の 機 能 、運 営 上 の 観 点

か ら 市 街 化 区 域 に 立 地 す る こ と が 困 難 又 は 不 適 当 で あ る こ と 。  

(4)富 士 市 の 施 策 上 の 観 点 か ら 支 障 が な い こ と（ 市 の 担 当 部 局 の 策 定 し た 地 域 計

画 に 適 合 し 、当 該 施 設 の 設 置 が 計 画 推 進 の た め に 必 要 で あ る と 認 め ら れ る こ

と ） に つ い て 、 市 の 担 当 部 局 と 調 整 が と れ た も の で あ る こ と 。  

 



59 

 

(5)や む を 得 ず 、公 的 融 資 を 受 け ず に 設 置 す る も の に つ い て は 、有 料 老 人 ホ ー ム

と し て 適 正 に か つ 安 定 的 に 経 営 確 保 が 図 ら れ る こ と が 確 実 と 判 断 さ れ る こ

と が 必 要 で あ る こ と 。  

(6)自 己 用 と し て 使 用 す る こ と 。  

 

26． 介 護 保 険 法 に 基 づ く 介 護 老 人 保 健 施 設 【 個 別 付 議 】  

 次 の 全 て の 要 件 を 満 た す も の （ 法 第 34 条 第 1 号 若 し く は 法 第 34 条 第 14 号

（ 16.社 会 福 祉 施 設 【 事 後 承 認 】 の 要 件 を 満 た す も の を 除 く 。）  

(1)介 護 保 険 法 （ 平 成 9 年 法 律 第 123 号 ） 第 8 条 第 24 項 に 規 定 す る 介 護

老 人 保 健 施 設 で あ る こ と 。  

(2)設 置 及 び 運 営 が 国 の 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  

(3)そ の 位 置 、規 模 等 か ら み て 周 辺 の 市 街 化 を 促 進 す る お そ れ が な い と 認 め ら れ

る も の で あ る こ と 。  

(4)保 健 福 祉 施 策 の 観 点 か ら 支 障 が な い こ と（ 地 域 福 祉 計 画 そ の 他 の 市 の 保 健 福

祉 に 係 る 計 画 に 適 合 し 、当 該 施 設 の 設 置 が 保 健 福 祉 施 策 推 進 の 観 点 か ら 必 要

で あ る と 認 め ら れ る こ と ）に つ い て 、市 の 保 健 福 祉 担 当 部 局 と 調 整 が と れ た

も の で あ る こ と 。  

(5)自 己 用 と し て 使 用 す る こ と 。  

(6)介 護 老 人 保 健 施 設 の う ち 社 会 福 祉 法 第 2 条 第 3 項 第 10 号 （ 生 計 困 難 者 に

対 し て 、無 料 又 は 低 額 な 費 用 で 介 護 保 険 法 に 規 定 す る 介 護 老 人 保 健 施 設 を 利

用 さ せ る 事 業 ）に 規 定 す る 第 二 種 社 会 福 祉 事 業 の 用 に 供 さ れ る も の は 、こ の

場 合 に あ っ て は 市 の 福 祉 担 当 部 局 に 証 明 書 を 求 め た う え 、法 第 34 条 第 1 号

若 し く は 法 第 34 条 第 14 号 （ 審 査 会 事 後 承 認 案 件 ） 対 象 と な る 。  

 

27． 第 二 種 特 定 工 作 物 の 利 用 増 進 上 必 要 不 可 欠 な 宿 泊 施 設 【 個 別 付 議 】  

 第 二 種 特 定 工 作 物 の 利 用 増 進 上 宿 泊 施 設 が 必 要 不 可 欠 で あ り 、 か つ 、 周 辺 の 状

況 等 か ら 判 断 し て 当 該 工 作 物 の 敷 地 内 に 建 築 す る こ と に 格 段 の 合 理 性 が あ る 場 合

の 施 設 で あ る 建 築 物 で 、 次 の 全 て の 要 件 を 満 た す も の 。  

 

(1)利 用 目 的 及 び 利 用 者 の 属 性 か ら 宿 泊 機 能 が 必 要 不 可 欠 で あ る こ と 。  

(2)市 街 化 区 域 等 に お け る 宿 泊 施 設 に よ っ て は 円 滑 な 対 応 が 困 難 で あ る こ と 。  
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28． 廃 棄 物 処 分 場 に お け る 最 低 限 必 要 な 管 理 施 設 の 設 置 【 個 別 付 議 】  

(1)対 象 と す る 廃 棄 物 処 分 場  

ア  設 置 に 係 る 法 令 に 適 合 し て い る こ と 。  

イ  富 士 市 の 土 地 利 用 上 支 障 が な い こ と 。  

ウ  廃 棄 物 処 分 場 と し て の 施 設 整 備 が 行 わ れ た も の 、 又 は 、 整 備 完 了 が 確 実

な も の に 限 ら れ 簡 易 な 施 設 整 備 が 行 わ れ た も の や 、 施 設 整 備 が 計 画 段 階 の

も の は 含 ま れ な い も の で あ る こ と 。  

(2)対 象 と す る 附 属 建 築 物  

対 象 と す る 附 属 建 築 物 は 、廃 棄 物 処 分 場 に 一 体 不 可 分 の も の と し て 附 属

す る 最 小 限 不 可 欠 な 管 理 機 能 （ 管 理 事 務 所 、 浸 出 水 処 理 施 設 等 ） を 有 す る

附 属 建 築 物 で あ る こ と 。  

 

29． 静 岡 県 農 林 漁 家 民 宿 へ の 用 途 変 更 【 個 別 付 議 】  

 農 業 、 林 業 又 は 漁 業 を 営 む 者 が 、 自 ら 居 住 の 用 に 供 す る 建 築 物 の 全 部 又 は 一 部

を 利 用 し て 静 岡 県 農 林 漁 家 民 宿 を 営 む た め に 用 途 変 更 す る 場 合 で 、 次 の 全 て の 要

件 を 満 た す も の 。  

(1)用 途 変 更 の 対 象 と な る 建 築 物 は 、 農 業 、 林 業 又 は 漁 業 を 営 む 者 が 自 ら 居

住 の 用 に 供 す る 住 宅 又 は 同 一 の 敷 地 内 に あ る 既 存 の 建 築 物 で 、 敷 地 の 分

割 を 伴 わ な い こ と 。  

(2)農 山 漁 村 滞 在 型 余 暇 活 動 の た め の 基 盤 整 備 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 6

年 法 律 第 46 号 ）第 2 条 第 5 項 に 規 定 す る 農 林 漁 業 体 験 民 宿 業 に 該 当 し 、

か つ 、 静 岡 県 農 林 漁 家 民 宿 の 確 認 を 受 け て い る こ と 若 し く は 受 け る こ と

が 確 実 で あ る こ と 又 は 静 岡 県 農 林 漁 家 民 宿 の 確 認 の 用 件 に 適 合 し て い る

こ と 。  

(3)用 途 変 更 後 の 建 築 物 の 用 途 は 、 簡 易 宿 所 （ 旅 館 業 法 （ 昭 和 23 年 法 律 第

138 号 ） 第 2 条 第 4 項 に 規 定 す る 簡 易 宿 所 営 業 の 用 に 供 す る 建 築 物 を

い う 。 以 下 同 じ 。） 又 は 従 前 の 用 途 と 簡 易 宿 所 を 兼 ね る も の で あ る こ と 。 

(4)客 室 の 延 床 面 積 は 、 33 平 方 メ ー ト ル 未 満 で あ る こ と 。  

(5)建 替 え を 伴 う 場 合 は 、 必 要 最 小 限 で あ る こ と 。  
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30.公 共 建 築 物 の 用 途 変 更 【 個 別 付 議 】  

市 街 化 調 整 区 域 内 の 廃 校 舎 を は じ め と し た 「 国 ・ 県 ・ 市 」（ 以 下 「 市 等 」 と い う ）

が 所 有 又 は 管 理 し て い る 既 存 建 築 物 （ 以 下 「 建 築 物 」 と い う ） の 利 活 用 を 図 る こ と

を 目 的 に 用 途 変 更 （ 使 用 目 的 の 変 更 ） す る 場 合 で 、 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す も の 。  

（ 1） 対 象 と す る 建 築 物  

対 象 と す る 建 築 物 は 、 市 等 の 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 等 に お い て （ 富 士 市 に

お い て は 、富 士 市 公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト 基 本 方 針 ）、利 活 用 が 見 込 ま れ る も の で 、

次 の い ず れ か の 要 件 に 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

ア  線 引 き 前 か ら 存 す る 建 築 物  

イ  法 第 ２ ９ 条 又 は 法 第 ４ ３ 条 に 基 づ く 許 可 、法 第 ３ ４ 条 の ２ に 基 づ く 同 意 を  

受 け て 建 築 さ れ た 建 築 物  

ウ  イ の 許 可 ・ 同 意 を 要 し な い も の で あ っ て 、 適 法 に 建 築 さ れ た 建 築 物  

（ 2） 変 更 後 の 用 途  

建 築 物 の 変 更 後 の 用 途 は 、 市 街 化 を 促 進 す る お そ れ が な い も の で 、 次 の い ず

れ か の 要 件 に 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

ア  専 門 的 用 途 に 特 化 し た 施 設 又 は 市 街 化 区 域 内 で 行 う こ と が 困 難 若 し く は  

著 し く 不 適 当 と 認 め ら れ る も の  

イ  当 該 建 築 物 周 辺 地 域 に 居 住 す る 者 の 福 祉 の 充 実 若 し く は 、 雇 用 の 促 進 等  

又 は 、地 域 再 生 若 し く は 既 存 コ ミ ュ ニ テ ィ の 維 持・活 性 化 に 寄 与 す る も の  

   ※ 上 記 ア ・ イ の 具 体 的 な 取 扱 い に つ い て は 、【 別 添 解 説 】 を 参 照  

 

（ ３ ） 建 築 物 の 所 有 者  

   建 築 物 の 所 有 者 は 、 市 等 で あ る こ と 。 た だ し 、 敷 地 の 所 有 又 は 管 理 が 市 等 で  

あ り 、 用 途 変 更 に 伴 う 事 業 計 画 が （ ２ ） ア 又 は イ に 合 致 す る と 市 長 が 認 め る 場

合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

 

（ ４ ） 新 築 ・ 増 改 築  

   用 途 変 更 に 伴 う 開 発 行 為 や 建 築 物 の 新 築 、増 改 築 を し て は な ら な い 。た だ し 、

（ ３ ）の 事 業 計 画 の 認 定 を 受 け た 場 合 で 、公 共 施 設 の 用 途 廃 止 時 を 基 準 と し て 、

基 準 時 の 延 べ 床 面 積 の 1.5倍 以 下 の も の は 、 こ の 限 り で な い 。  
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【 別 添 解 説 】 30.公 共 建 築 物 の 用 途 変 更 （ ２ ） に 関 す る 取 扱 い 方 針  

 次 に 掲 げ る 建 築 物 の 用 途 以 外 に 変 更 し て は な ら な い 。 た だ し 、 事 業 計 画 が 下 記 の

用 途 に 類 似 し 、 ア 又 は イ に 合 致 す る と 市 長 が 認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

区 分  具 体 的 な 用 途  

ア  専 門 的 用 途 に 特

化 し た 施 設 又 は 市 街

化 区 域 内 で 行 う こ と

が 困 難 若 し く は 著 し

く 不 適 当 と 認 め ら れ

る も の  

〇 大 学 、 高 等 専 門 学 校 、 専 修 学 校 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の  

〇 企 業 等 の 研 究 開 発 ・ 研 修 施 設 等  

 （ ド ロ ー ン 操 縦 士 養 成 教 習 所 、 次 世 代 産 業 機 器 等 の 研 究 開 発 施 設 ）  

 ※ 固 定 式 の 原 動 機 を 使 用 す る 作 業 場 の 用 途 は 含 ま れ な い も の と す  

る 。  

イ  当 該 建 築 物 周 辺

地 域 に 居 住 す る 者 の

福 祉 の 充 実 若 し く は

雇 用 の 促 進 等 又 は 地

域 再 生 若 し く は 既 存

コ ミ ュ ニ テ ィ の 維

持 ・ 活 性 化 に 寄 与 す

る も の  

〇 店 舗 、飲 食 店 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 用 途 で 、床 面 積 の 合 計 が 500 ㎡

以 内 の も の  

 （ そ の 他 用 途 ）  

・ 理 髪 店 、 美 容 院 、 ク リ ー ニ ン グ 取 次 店 、 質 屋 、 貸 衣 装 屋 、 貸 本 屋  

そ の 他 こ れ ら に 類 す る サ ー ビ ス 業 を 営 む 店 舗  

・ 洋 服 店 、 畳 屋 、 建 具 屋 、 自 転 車 店 、 家 庭 電 気 器 具 店 そ の 他 こ れ ら  

に 類 す る サ ー ビ ス 業 を 営 む 店 舗  

・ 自 家 販 売 の た め に 食 品 製 造 業 を 営 む パ ン 屋 、 米 屋 、 豆 腐 屋 、 菓 子  

 屋 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の  

・ 学 習 塾 、 華 道 教 室 、 囲 碁 教 室 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 施 設  

・ 物 品 販 売 業 を 営 む 店 舗 （ 専 ら 性 的 好 奇 心 を そ そ る 写 真 そ の 他 の 物  

品 の 販 売 を 行 う も の を 除 く 。） 又 は 飲 食 店  

・ 銀 行 の 支 店 、 損 害 保 険 代 理 店 、 宅 地 建 物 取 引 業 を 営 む 店 舗 そ の 他  

こ れ ら に 類 す る サ ー ビ ス 業 を 営 む 店 舗  

 ※ 原 動 機 を 使 用 す る 場 合 に あ つ て は 、そ の 出 力 の 合 計 が 0.75kw 以  

下 の も の に 限 る 。  

〇 事 務 所 で 、 床 面 積 の 合 計 が ５ ０ ０ ㎡ 以 内 の も の  

〇 ホ テ ル 又 は 旅 館 で 、 床 面 積 の 合 計 が １ ,５ ０ ０ ㎡ 以 内 の も の  

 ※ こ の ホ テ ル 又 は 旅 館 は 、体 験 型 の ソ フ ト 事 業 に 付 随 す る 体 験 型 宿

泊 施 設 と す る 。  

 ※ 体 験 型 の ソ フ ト 事 業 と は 、 農 業 体 験 や 地 場 産 の 作 物 を 利 用 し た 食

の 体 験 、 ス ポ ー ツ 体 験 、 自 然 体 験 、 イ ベ ン ト 参 加 な ど 、 周 辺 の 自

然 環 境 や 地 域 資 源 等 を 活 用 し た 体 験 等 を 目 的 と す る 事 業 を い う 。  

〇 ス ポ ー ツ の 運 動 施 設 で 、 床 面 積 の 合 計 が １ ,０ 0０ ㎡ 以 内 の も の  

 ※ 1 運 動 施 設 と は 、 ボ ー リ ン グ 場 、 ス ケ ー ト 場 、 水 泳 場 、 そ の 他 こ  

れ ら に 類 す る 運 動 施 設 は 除 く 。  

 ※ 2 運 動 施 設 は 、 集 客 し 観 覧 場 と し て の 用 途 は 、 含 ま れ な い も の と  

す る 。  

■ 上 記 の 他 に 、『 市 街 化 調 整 区 域 に お け る 開 発 許 可 制 度 の 運 用 基 準 （ 立 地 基 準 ）』 の  

規 定 に お い て 、 建 築 で き る 用 途 は 許 容 す る も の と す る 。  

■ 【 別 添 解 説 】 の 具 体 的 な 用 途 に 記 載 が あ る 各 項 目 に つ い て 、 用 途 変 更 後 に 複 合 用 途 施 設 に な

る こ と が 考 え ら れ る が 、 記 載 が あ る 面 積 規 定 は 、 各 項 目 の 用 途 に 供 す る 面 積 の 上 限 を 示 す 。  
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31． そ の 他 や む を 得 な い と 認 め ら れ る も の 【 個 別 付 議 】  

 前 号 の い ず れ に も 該 当 し な い も の で 、当 該 開 発 行 為 又 は 建 築 行 為 の 目 的 、位 置 、

規 模 及 び 周 辺 の 土 地 利 用 等 を 総 合 的 に 判 断 し 、 市 街 化 を 促 進 す る お そ れ が な い と

認 め ら れ 、 か つ 、 市 街 化 調 整 区 域 内 に 立 地 す る こ と が 真 に や む を 得 な い と 認 め ら

れ る も の 。  
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第 5 章 予定建築物以外の建築許可 

 

法第 42 条第 1 項 

 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第 36 条第 3 項の公告があった後は、

当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはなら

ず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外

の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若

しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したと

き、又は、建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第 88 条第 2 項の政令で指定する工作

物に該当するものであっては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められている

ときは、この限りでない。 

 

 開発区域内の土地について用途地域が定められている場合は、開発工事の完了公告が行われた後

は、都市計画法に基づく予定建築物の建築に関する規制はなく、建築基準法の規制による。 

 

本条第 1 項のただし書の許可は、次のいずれかに該当する場合を基準として行うものとすること。 

(1)許可申請に係る建築物が法第 29 条第 1 項第 2 号若しくは第 3 号又は法第 34 条の 2 第 1

項に規定する建築物である場合 

(2)当該申請が法第 43 条第 1 項第 1 号から第 3 号まで又は第 5 号に該当する場合 

(3)許可申請に係る建築物が法第 34 条第 1 号から第 12 号までに規定する建築物で、その用途

と法第 33 条第 1 項第 2 号、第 3 号及び第 4 号に規定する基準とを勘案して支障がないと

認められ、かつ、当該区域に法第 41 条第 1 項の制限を定めるに際して用途地域を想定した

場合は、許可申請に係る建築物の用途がこれに適合するか又は建築基準法第 48 条の規定に

準じて例外許可ができると認められるものである場合 

  

 上記以外の場合にあっては、原則として法第 42 条ただし書の許可対象とはしないが、令第 36 条

第 1 項第 3 号ホに該当するような場合についても、法第 42 条にこのような規定がないことを理由

に一律に認めないとすると、法第 43 条の許可基準との間にアンバランスが生じるので、個別具体の

事情においてやむを得ない場合においては、当該建築物等の周辺における市街化を促進するおそれ

がないと認められ、かつ市街化区域内において建築することが困難又は著しく不適当と認められる

ものについては、法第 42 条第 1 項ただし書の許可の対象として差し支えないと解される。ただし、

この場合においては、法第 43 条との均衡を図り、かつ、許可の適正さ、公平さを確保することが重

要なので、運用上、開発審査会の判断を経て行うことも一つの方策だと考えられる。 

＊用途変更の許可にあたっては、前章開発審査会付議基準 9 号に規定される用途変更の付議基準と

の均衡を保つように留意することとする。 
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参 考  既存宅地制度の経過措置 

      （法附則第6条・旧法第43条第1項第6号） 

法附則第 6 条 

（開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限に関する経過措置） 

施行日前に旧都市計画法第 43 条第 1 項第 6 号ロの規定による都道府県知事の確認を受

けた土地（次項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に確認を受けた土地を含

む。）において行う自己の居住又は業務の用に供する建築物の新築、改築又は用途の変更に

ついては、施行日（次項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に確認を受けた土

地において行うものにあっては、当該確認の日）から起算して 5 年を経過する日までの間

は、同号の規定は、なおその効力を有する。 

2 この法律の施行の際現にされている確認の申請については、都道府県知事は、なお従前の

例により確認を行うものとする。 

 

 平成 12 年 5 月 19 日に公布、平成 13 年 5 月 18 日施行の改正都市計画法では従来第 43 条第

1 項第 6 号で規定されていた「既存宅地制度」が廃止された。 

 これに伴い、経過措置として法附則第 6 条が設けられた。これは 5 年という期限付き、さらに自

己の居住又は業務の用に供される建築物という条件付きで、それまでに受けた既存宅地確認通知が

有効なものとして取り扱うこととした条項である。 

 法附則に規定された経過措置に該当しない場合でも、周辺の市街化を促進するおそれが無いもの

は、第 4 章富士市開発審査会付議基準により許可対象となる場合があるので注意すること。 

 

旧法第 43 条第 1 項第 6 号 

 次に掲げる要件に該当する土地において行う建築物の新築、改築又は用途の変更 

イ 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な 

日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね 50 戸以上の建築物が連た

んしている地域内に存する土地であること。 

ロ 市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡 

張された際すでに宅地であった土地であって、その旨の都道府県知事確認を受けたものであ

ること。 

  

 市街化調整区域内の土地であっても、その土地が市街化区域と同一程度の日常生活圏を構成する

一定規模以上の集落内にあり、しかも線引き時点で既に宅地になっていた、いわゆる「既存宅地」に

ついてまで市街化調整区域内の土地として建築の制限を行うことは実状に合わないという観点から、

既存宅地としての確認がされた土地にあっては法第 43 条の許可は要しないとされるものである。

（昭和 50 年 4 月 1 日から制度施行、平成 13 年 5 月 17 日廃止） 
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1 法第 43 条第 1 項第 6 号イの運用について 

第 6 号イの認定については、市街化区域に隣接し、又は近接していて、おおむね 50 戸以上の集

落等一定の要件に該当する地域内に存する土地となっているが、線引き都市の地形、線引きの形及び

面積、計画人口密度等あらゆる要素が異なるため、一律に数値等をもって基準を定めることは難しい。

また、本条文の改正の趣旨が市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域で、

線引き時点において既に宅地であった土地についてまで一律に建築等の制限を行うのは実状にそぐ

わないという考えに基づいている。これらの点を考え合わせ、本市においては、この件につき、特に

基準は定めないこととはしたが、法の趣旨に従い、日常生活圏が一体的であると認められるか否かに

ついて適切な判断を行っていくものとする。 

 

2 線引き前に既に宅地であった土地について 

線引き前に既に宅地であった土地とは、次のいずれかに該当する土地とする 

(1)線引き前に、土地登記簿の地目が「宅地」である土地。 

なお、宅地への地目変更登記日が線引きの日の後である場合又は地目が宅地以外の土地につい

ては以下の事項によって判断すること。 

(2)線引き前に農地以外の土地であって、既存宅地制度の廃止時において宅地並課税証明を既に受

けており、引き続き宅地として利用されている土地。 

(3)転用目的を宅地とする農地法第 4 条又は第 5 条の許可を受け、線引き前に造成が完了していた

土地。ただし、単なる農地転用の許可のみで宅地利用された形跡がないものは該当しない。なお、

農地法の許可における事業計画に、建築物を建築する目的のほかに資材置場、駐車場など建築物

の建築以外の目的を含む場合には、建築物と一体的な利用状況にあると認められる土地。 

(4)建築基準法第 6 条第 1 項の規定による「確認通知書」の「確認年月日」が線引き前であり、建

築に着手していたものと認められる土地。 

(5)静岡県土地利用対策委員会、富士市又は富士川町土地利用対策委員会の議を経て承認を受け、線

引き前に造成工事が完了していた土地。 

ただし、富士川地区・松野地区においては、富士市土地利用対策委員会の議を経て承認等を受け、

線引き前に造成工事に着手した土地を含むものとする。 

(6)線引き前の航空写真等によって、建築物が建築されていたと認められる土地で、現場調査で当 

該建築物が確認できる範囲の土地。 

(7)線引き前に道路位置の指定（建築基準法第 42 条第 1 項第 5 号）を受けた区域内で、当該道路

位置指定台帳において建築予定地とされていた農地以外（線引き前に農地転用許可を受けてい

る土地を除く。）の土地。ただし、許認可等の申請時において当該区域内に既に相当数の建築物

が存在する場合に限る。 

(8)富士市農業委員会から「非農地証明」が得られたもので、線引き前の航空写真等で線引き時点 

に宅地的土地利用であったことが認められる土地。 

(9)その他、線引き前から宅地として利用されていたことが明確に証せられる土地。前記までの資 

料のほか、その他の諸資料や状況等に照らし、線引き前の土地の状況が宅地であったことの蓋 

然性が極めて高いと認められる土地。その他の諸資料には、法令等に基づく許可書等、公的機 

関等の証明書等が該当し、私的文書などは原則、資料として取り扱わない。 
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3 線引き前宅地として確認する土地の範囲 

線引き前宅地として確認する土地の範囲については、登記されている土地の筆単位での取り扱い

を基本とするが、現地調査、航空写真、その他の客観的要素を総合的に勘案し、明確に宅地として

利用されていた範囲を確認するものとする。 

また、線引き前宅地を確認するにあたり、申請地がはっきりと分筆されていること及び、申請地

と隣接地との境界が明確になっていることを要する。 

 

4 線引き前宅地の分割基準、接道、その他について 

(1)土地の区画形質の変更を伴わずに行う線引き前宅地の新たな分割について、最低区画面積を

200 平方メートルとする。 

(2)分割についてはできる限り旗竿状の敷地の取り方はせず、やむを得ず旗竿状になる場合、通路部

分が明確になるように有効な見切り縁等を設け、給排水、ガス施設等については個々の通路内

に設けるようにすること。 

(3)3 区画以上に分割する場合で、道路から奥に 2 区画以上を旗竿状の通路を配して設ける場合、 

双方の通路を共同で使用する形態としないこと。やむを得ず、このような形態をとる場合、土 

地の区画形質の変更を伴い、開発許可を要する。 

(4)一つの宅地において主となる建築物は一つとなるので、既に建築物の存する敷地内に用途上可

分と判断される建築物を建築しようとする場合、最低区画面積を満足する範囲で敷地を分筆し、

建築物ごとの敷地を構造物等で明確にする。 

(5)線引き前に建築物が建築されて宅地として利用されていた土地には、建築物と道路との間に通

行する部分があるのが通常であり、その部分を含めて線引き前宅地として取り扱うことができ

るものとする。 

(6)上記(5)の場合の通路部分が不明確な場合、道路に接するまでの合理的な区間（幅員 4 メートル

未満）については線引き前宅地として取り扱うこととする。この場合、線引き前宅地と道路に接

するまでの区間については、分筆によって範囲を確定し、境界を明確にすること。 

(7)上記(6)の場合で、建築基準法の規定により建築を予定している建築物が 4 メートル以上接道す

る必要がある場合にあっては、開発行為として取り扱うこととする。 

(8)建築物が建築されていた土地に官地が含まれている場合にあっては当該官地が払い下げられる 

ことが確実である場合に限り、当該官地を含め線引き前宅地とする。 

(9)線引き前宅地として確認された土地の区域内に公共施設が介在している場合には、当該公共施 

設の付け替え等については、公共施設の管理者の同意が得られるもので、土地利用上支障がな 

いと判断される場合には、原則として線引き前宅地へ付け替え等を認めるものとする。 
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— 資 料 － 

市街化調区域の許可基準（法第 34条及び令第 36 条第 1項第 3 号） 

鉱物資源・観光資源の有効な利用上必要な施設 

〔平成 13 年 5 月 8 日承認  5 月 13 日施行〕 

〔令和 6 年 1 月 15 日承認 4 月 1 日施行〕 

 

富士市開発審査会付議基準（法第 34 条第 14 号及び令第 36条第 1 項第 3 号ホ） 

分家住宅 

〔平成 13 年 5 月 8 日承認  5 月 13 日施行〕 

〔平成 20 年 8 月 29 日承認 11 月 1 日施行〕 

〔平成 23 年 2 月 23 日承認 3 月 29 日施行〕 

 

収用対象事業による移転 

〔平成 13 年 5 月 8 日承認 5 月 13 日施行〕 

〔平成 13 年 11 月 13 日承認 平成 14 年 4 月 1 日施行〕 

〔平成 23 年 2 月 23 日承認 3 月 29 日施行〕 

 

収用移転に伴う残地の利用 

〔平成 14 年 11 月 19 日承認 11 月 19 日施行〕 

 

既存集落内の自己用住宅 

〔平成 13 年 5 月 8 日承認 5 月 13 日施行〕 

〔平成 23 年 2 月 23 日承認 3 月 29 日施行〕 

 

既存建築物の建替 

〔平成 13 年 5 月 8 日承認 5 月 13 日施行〕 

〔平成 14 年 11 月 19 日承認 11 月 19 日施行〕 

〔平成 21 年 12 月 25 日承認 平成 22 年 1 月 1 日施行〕 

〔平成 23 年 2 月 23 日承認 3 月 29 日施行〕 
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災害危険区域等に存する建築物の移転 

〔平成 13 年 5 月 8 日承認 5 月 13 日施行〕 

〔平成 23 年 2 月 23 日承認 3 月 29 日施行〕 

線引き前宅地の特例措置 

〔平成 13 年 5 月 8 日承認 5 月 13 日施行〕 

〔平成 14 年 11 月 19 日承認 11 月 19 日施行〕 

〔平成 21 年 12 月 25 日承認 平成 22 年 1 月 1 日施行〕 

〔平成 23 年 2 月 23 日承認 3 月 29 日施行〕 

 

静岡県土地利用対策委員会が承認した土地 

〔平成 13 年 5 月 8 日承認 5 月 13 日施行〕 

〔平成 23 年 2 月 23 日承認 3 月 29 日施行〕 

 

建築物の用途の変更 

〔平成 13 年 5 月 8 日承認 5 月 13 日施行〕 

〔平成 23 年 2 月 23 日承認 3 月 29 日施行〕 

 

やむを得ない場合の敷地の拡大 

〔平成 13 年 5 月 8 日承認 5 月 13 日施行〕 

〔平成 13 年 11 月 13 日承認 平成 14 年 4 月 1 日施行〕 

〔平成 23 年 2 月 23 日承認 3 月２９日施行〕 

 

建築基準法第 51 条に規定するその他の処理施設 

〔平成 13 年 11 月 13 日承認 平成 14 年 4 月 1 日施行〕 

 

既存工場の増設 

〔平成 14 年 11 月 19 日承認 11 月 19 日施行〕 

 

必要最小限不可欠な附属建築物 

〔平成 14 年 11 月 19 日承認 11 月 19 日施行〕 

〔平成 15 年 1 月 21 日承認 1 月 21 日施行〕 
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病 院（病床が 20 床以上） 

〔平成 19 年 11 月 21 日承認 11 月 30 日施行〕 

 

診療所・助産所 

〔平成 19 年 11 月 21 日承認 11 月 30 日施行〕 

 

社会福祉施設 

〔平成 19 年 11 月 21 日承認 11 月 30 日施行〕 

〔平成 25 年 4 月 26 日承認 ５月 21 日施行〕 

 

学校 

〔平成 19 年 11 月 21 日承認 11 月 30 日施行〕 

 

日用品店舗等の併用住宅 

〔平成 19 年 11 月 21 日承認 11 月 30 日施行〕 

 

寺社仏閣又は納骨堂 

〔平成 13 年 5 月 8 日承認 5 月 13 日施行〕 

 

研究対象が調整区域内にある研究所 

〔平成 13 年 5 月 8 日承認 5 月 13 日施行〕 

 

事業所従事者の住宅、寮等 

〔平成 13 年 5 月 8 日承認 5 月 13 日施行〕 

 

地区集会所その他 

〔平成 13 年 5 月 8 日承認 5 月 13 日施行〕 
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地域振興及び産業振興のための工場等（旧）技術先端型業種の工場等 

〔平成 13 年 5 月 8 日承認 5 月 13 日施行〕 

〔平成 25 年 4 月 26 日承認 ５月 21 日施行〕 

〔平成 28 年 2 月 26 日承認 4 月 1 日施行〕 

〔平成 29 年 8 月 25 日承認 9 月 1 日施行〕 

〔平成 30 年 10 月 26 日承認 11 月１３日施行〕 

〔令和 2 年 12 月 11 日承認 12 月 24 日施行〕 

 

大規模流通業務施設 

〔平成 13 年 5 月 8 日承認 5 月 13 日施行〕 

〔平成 16 年 11 月 9 日承認 11 月 9 日施行〕 

〔平成 25 年 4 月 26 日承認 ５月 21 日施行〕 

 

有料老人ホーム 

〔平成 13 年 5 月 8 日承認 5 月 13 日施行〕 

〔平成 25 年 4 月 26 日承認 ５月 21 日施行〕 

 

介護保険法に基づく介護老人保健施設 

〔平成 13 年 5 月 8 日承認 5 月 13 日施行〕 

〔平成 25 年 4 月 26 日承認 ５月 21 日施行〕 

 

第二種特定工作物の利用増進上必要不可欠な宿泊施設 

〔平成 13 年 5 月 8 日承認 5 月 13 日施行〕 

 

廃棄物処分場における最低限必要な管理施設 

〔平成 13 年 5 月 8 日承認 5 月 13 日施行〕 

 

静岡県農林漁家民宿への用途変更 

〔平成 23 年 12 月 16 日承認 12 月 26 日施行〕 

 

公共建築物の用途変更 

〔令和５年２月 1７日承認 ２月１７日施行〕 


